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はじめに

日本は、大地震を繰り返さざるを得ない地理的な位置にありながら、震災が発生する都度、病院

建築の被災と負傷者の医療救護に関する問題分析と改善方策が繰り返されている（過去の主な地震

と被害は、気象庁の公表資料 ）等により作成の表 参照、黄色は 人以上の死者・行方不明者

を出した地震）。建築分野では、 年に発生した宮城県沖地震を受けて建築基準法が改正されて

所謂「新耐震基準」が制度化され、現在でも病院の安全性を評価する項目の一つとなっている。医

療救護分野では、都市部の被災により多くの死傷者か発生した阪神・淡路大震災 年 月 日

時 分 を受けて、災害時の医療救護対策に関する研究と施策がなされ、その結果、「災害拠点病

院」が制度化されている。これは、都道府県知事が二次保健医療圏に一か所を原則として指定する

ものである。

その 年後には、千葉県から青森県にわたる海溝型地震である東日本大震災 年 月 日

時 分 が発生した。この直後、内閣府と中央防災会議は、南海トラフ巨大地震（東海・東南海・

南海 連動地震）および首都直下地震に向けて防災関連対策を見直し ）、それに伴い、各自治体も

地域の独自性を踏まえて防災関連の対策を見直している。

ここで特徴的な点は、従来の防災計画に加えて、社会一般の事業者による災害時の事業継続計画

（ ）の策定が努力義務となったことである ）。病院も例外ではなく、東京都は平成 年 月、

「大規模地震発生時における災害拠点病院の事業継続計画（ ）策定ガイドライン」）を取り纏め、

都内の災害拠点病院に病院 （以下、「病院の医療機能継続計画」という。）の提出を求めた。

このような状況で、筆者は病院に対する医療機能継続計画（ ）の策定支援活動を行っており、

この計画の基本的考え方を、需要量（来院する負傷者数と残留している患者数）と供給量（在院す

る医療スタッフ等の人的リソースと診療の諸室機能や医薬品等の物的リソース）との間で生ずる過

不足を時間経過に従いシミュレーションすることであるとしている。この際に、最も曖昧な部分が

来院する負傷者数であった（注 の図表参照）。

災害拠点病院などの病院の多くは、自治体の要請もあり、現在では院内を対象とした医療機能継

続計画を充実させていることから、同計画の入り口となる、病院に来院する負傷者数を推計する手

法を確立する研究は、病院における災害時の救命活動を向上させる契機となると考えている。

また、来院負傷者数の推計は、そのプロセスにおいて「どこから何人がどのように来るか」を明

らかにすることでもある。これは、災害時における地域の医療救護計画の仕組みを確認するととも

に隠れている課題があればそれを発見できる機会となり、社会的要請への回答につながることが期

待できよう。
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表 0-1 地震の年表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

名称 期間・現象等※ 西暦 Ｍ(*1) 「地域独自の名称等」、主な被害／死者・行方不明者(*2)

貞観地震 貞観11年5月26日
陸奥国地大震動、地震に伴う津波（貞観津波）の被害が甚大で死者約1,000人（『日本

三代実録』）

元禄地震 元禄16年11月23日
関東南部に津波、死者6,700人、潰家、流家約28000軒（『楽只堂年録』）、死者20万

人とも『鸚鵡籠中記』

 宝永地震 宝永4年10月4日
死者4,900 - 2万人以上、倒潰・流出家屋6万 - 8万軒。関東から九州までの太平洋岸に

津波、地震から49日後に富士山の宝永大噴火

浜田地震 明治5年3月14日 死者 555

濃尾地震 明治24年10月28日 死者 7,273

庄内地震 明治27年10月22日 死者 726

明治三陸地震 明治29年6月15日 死者 21,959

陸羽地震 明治29年8月31日 死者 209

関東地震（関東大震災） 大正12年9月1日 死・不明 10万5千余

北但馬地震 大正14年5月23日 死者 428

北丹後地震 昭和2年3月7日 死者 2,912

北伊豆地震 昭和5年11月26日 死者 272

昭和三陸地震 昭和8年3月3日 死・不明 3,064

鳥取地震 昭和18年9月10日 死者 1,083

東南海地震 昭和19年12月7日 死・不明 1,183

三河地震 昭和20年1月13日 死者 1,961

南海地震 昭和21年12月21日 死・不明 1,443

福井地震 昭和23年6月28日 死者 3,769

チリ地震津波 昭和35年5月23日
地震の規模は観測史上最大。東北地方を中心に太平洋側で津波により大きな被害。／

死・不明 142

北美濃地震 昭和36年8月19日 震央は石川・福井・岐阜県境。山崩れや道路損壊等。

宮城県北部地震 昭和37年4月30日 鉄道の脱線、道路や橋梁等に被害。

越前岬沖地震 昭和38年3月27日 山くずれや道路亀裂、墓石の転倒等の被害。

新潟地震 昭和39年6月16日 石油タンクの火災、橋梁に被害。液状化現象発生。

松代群発地震 昭和40年8月3日～ 約５年間活発な地震活動が継続。震度１以上の地震は６万回以上。

えびの地震 昭和43年2月21日 被害を伴う地震が計４回発生。家屋等にも被害。

日向灘地震 昭和43年4月1日 高知・愛媛県を中心に津波による被害。水産施設等にも被害。

十勝沖地震 昭和43年5月16日 青森県を中心に被害。家屋や構造物に被害。山崩れ・がけ崩れ・地すべりでも被害。

八丈島東方沖地震 昭和47年12月4日 八丈島で震度６。断水や道路損壊等の被害。青ヶ島でも被害。

根室半島沖地震 昭和48年6月17日 津波により家屋、船舶等に被害。

伊豆半島沖地震 昭和49年5月9日 斜面の地すべりにより家屋の埋没等。

伊豆大島近海の地震 昭和53年1月14日 山崩れ、がけ崩れ、落石で被害。伊豆大島のほか、伊豆半島でも被害。

宮城県沖地震 昭和53年6月12日 ブロック塀の倒壊により被害多数。断水や停電等の被害。

浦河沖地震 昭和57年3月21日 浦河町（北海道）で震度６。道路橋脚に被害。

日本海中部地震 昭和58年5月26日 日本海沿岸で津波により大きな被害。液状化現象や石油タンクの被害も発生／死者 104

長野県西部地震 昭和59年9月14日 「御嶽崩れ」とも。御嶽山で大規模な山崩れ。

釧路沖地震 平成5年1月15日 震源の深さが100km 以深の被害地震。家屋や構造物に被害。

北海道南西沖地震 平成5年7月12日
「奥尻島の地震」、「奥尻島の津波」とも。津波と火災で大きな被害／死者 202・不明

北海道東方沖地震 平成6年10月4日 北方四島に大きな被害。東北地方でも津波により被害。

三陸はるか沖地震 平成6年12月28日 家屋等の建造物や道路損壊等の被害。

兵庫県南部地震 平成7年1月17日
「阪神・淡路大震災」。兵庫県内に震度７の地域。家屋の倒壊や火災により大きな被

害。高速道路や新幹線の高架にも被害／死者 6,434・不明 3

鳥取県西部地震 平成12年10月6日 家屋等の被害や山崩れ、液状化現象が発生。

芸予地震 平成13年3月24日 家屋等の被害や液状化現象が発生。

十勝沖地震 平成15年9月26日 津波により被害。石油タンクのスロッシングによる火災も発生。

新潟県中越地震 平成16年10月23日
「新潟県中越大震災」とも。川口町（現：長岡市）で震度７。規模の大きな山崩れや岩

盤崩壊が発生し、道路が寸断。河道閉塞も発生。

能登半島地震 平成19年3月25日 家屋等の被害や山崩れが発生。

新潟県中越沖地震 平成19年7月16日
家屋等の被害のほか、山崩れにより鉄道が寸断／死者68・重症633・軽症4,172（消防

庁 確定報）

岩手・宮城内陸地震 平成20年6月14日 家屋等の被害のほか、大規模な山崩れや河道閉塞が発生。

東北地方太平洋沖地震 平成23年3月11日

「東日本大震災」。栗原市（宮城県）で震度７。東北地方を中心に津波により大きな被

害。長周期地震動や液状化現象により被害も発生／死者・行方不明者は1万8,434人（警

察庁）

熊本地震 平成28年4月14日
益城町（熊本県）（4月14日、4月16日）、西原村（熊本県）（4月16日）で震度７。家

屋等の被害のほか、大規模な山崩れが発生。

北海道胆振東部地震 平成30年9月6日 厚真町（北海道）で震度７。厚真町を中心に多数の山崩れ、道内で大規模停電。

※気象庁の「気象庁が名称を定めた気象・地震・火山現象一覧」および　「明治以降1995年までに、我が国で100人以上の死者・行方不明者を出した地震・津波」（黄色）等により作成
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松代群発地震 昭和40年8月3日～ 約５年間活発な地震活動が継続。震度１以上の地震は６万回以上。

えびの地震 昭和43年2月21日 被害を伴う地震が計４回発生。家屋等にも被害。

日向灘地震 昭和43年4月1日 高知・愛媛県を中心に津波による被害。水産施設等にも被害。

十勝沖地震 昭和43年5月16日 青森県を中心に被害。家屋や構造物に被害。山崩れ・がけ崩れ・地すべりでも被害。

八丈島東方沖地震 昭和47年12月4日 八丈島で震度６。断水や道路損壊等の被害。青ヶ島でも被害。

根室半島沖地震 昭和48年6月17日 津波により家屋、船舶等に被害。

伊豆半島沖地震 昭和49年5月9日 斜面の地すべりにより家屋の埋没等。

伊豆大島近海の地震 昭和53年1月14日 山崩れ、がけ崩れ、落石で被害。伊豆大島のほか、伊豆半島でも被害。

宮城県沖地震 昭和53年6月12日 ブロック塀の倒壊により被害多数。断水や停電等の被害。

浦河沖地震 昭和57年3月21日 浦河町（北海道）で震度６。道路橋脚に被害。

日本海中部地震 昭和58年5月26日 日本海沿岸で津波により大きな被害。液状化現象や石油タンクの被害も発生／死者 104

長野県西部地震 昭和59年9月14日 「御嶽崩れ」とも。御嶽山で大規模な山崩れ。

釧路沖地震 平成5年1月15日 震源の深さが100km 以深の被害地震。家屋や構造物に被害。

北海道南西沖地震 平成5年7月12日
「奥尻島の地震」、「奥尻島の津波」とも。津波と火災で大きな被害／死者 202・不明

北海道東方沖地震 平成6年10月4日 北方四島に大きな被害。東北地方でも津波により被害。

三陸はるか沖地震 平成6年12月28日 家屋等の建造物や道路損壊等の被害。

兵庫県南部地震 平成7年1月17日
「阪神・淡路大震災」。兵庫県内に震度７の地域。家屋の倒壊や火災により大きな被

害。高速道路や新幹線の高架にも被害／死者 6,434・不明 3

鳥取県西部地震 平成12年10月6日 家屋等の被害や山崩れ、液状化現象が発生。

芸予地震 平成13年3月24日 家屋等の被害や液状化現象が発生。

十勝沖地震 平成15年9月26日 津波により被害。石油タンクのスロッシングによる火災も発生。

新潟県中越地震 平成16年10月23日
「新潟県中越大震災」とも。川口町（現：長岡市）で震度７。規模の大きな山崩れや岩

盤崩壊が発生し、道路が寸断。河道閉塞も発生。

能登半島地震 平成19年3月25日 家屋等の被害や山崩れが発生。

新潟県中越沖地震 平成19年7月16日
家屋等の被害のほか、山崩れにより鉄道が寸断／死者68・重症633・軽症4,172（消防

庁 確定報）

岩手・宮城内陸地震 平成20年6月14日 家屋等の被害のほか、大規模な山崩れや河道閉塞が発生。

東北地方太平洋沖地震 平成23年3月11日

「東日本大震災」。栗原市（宮城県）で震度７。東北地方を中心に津波により大きな被

害。長周期地震動や液状化現象により被害も発生／死者・行方不明者は1万8,434人（警

察庁）

熊本地震 平成28年4月14日
益城町（熊本県）（4月14日、4月16日）、西原村（熊本県）（4月16日）で震度７。家

屋等の被害のほか、大規模な山崩れが発生。

北海道胆振東部地震 平成30年9月6日 厚真町（北海道）で震度７。厚真町を中心に多数の山崩れ、道内で大規模停電。

※気象庁の「気象庁が名称を定めた気象・地震・火山現象一覧」および　「明治以降1995年までに、我が国で100人以上の死者・行方不明者を出した地震・津波」（黄色）等により作成
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（来院負傷者受入れの時系列推移）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（重傷者の治療・入院・院外搬送の時系列推移）

 
 
 
 
 
 
 
 

注 図表 災害時における医療機能継続計画支援ツール（抜粋）

  

５．負傷者（需要）と医療提供のバランス計算

災害概要 地域の発生負傷者 来院する負傷者 72ｈ 平常時の1日患者数災害時 他病院からの搬送 平常時1日入退院

茨城南部地震　最大震度7 重症 重症 外来 入院 ＩＣＵ等

発災日時：12月3日（水）18：00 中等症 中等症 救急車 透析 病棟

軽傷 軽傷 救急 周産期

活用施設

【救命ゾーン　来院患者】
外来等スペースを利用して対応

発生率
1日患者

数
時間区分
患者数

～24：00
10日　火

～6：00
11日　水

～12：00
11日　水

～18:00
11日　水

～24:00
11日　水

～6:00
12日　木

～12:00
12日　木

～18:00
12日　木

～24:00
12日　木

～6:00
13日　金

～12:00
13日　金

～18:00
13日　金

負傷者来院推移

来院負傷者数　（トリアージ対象）

負傷者　重症

一般救急車搬送患者数

重症患者数　合計

負傷者　中等症

一般救急患者数

中等症患者数　合計

軽症負傷者数

来院患者数　合計

【救命ゾーン　対応推移】
1時間
患者数

時間区分
対応量

災害時
係数

～24：00
10日　火

～6：00
11日　水

～12：00
11日　水

～18:00
11日　水

～24:00
11日　水

～6:00
12日　木

～12:00
12日　木

～18:00
12日　木

～24:00
12日　木

～6:00
13日　金

～12:00
13日　金

～18:00
13日　金

トリアージ　医師数（チーム数）

必要チーム数

過不足

緑　必要チーム数（周辺医療機関）

赤　患者累計

　　 救命患者

　　 応急処置患者（院外搬送）

医師数（配置チーム数）

必要チーム数

過不足

手術室利用 E～P147

重症　ＩＣＵ移動患者数

院外搬送患者数 6時間内搬送キャパ

ＩＣＵ外　院内残留患者 ＩＣＵと搬送から外れた重症

残留患者累計

ＩＣＵ

けやき　2階　①　西2 （特定）ＩＣＵ成人12床 看護

ＨＣＵに転棟

転院

ＩＣＵに受入れ 重症要観察患者から引用

けやき　2階　②　東2（特定）ＨＣＵ成人28床 8床 看護

一般病棟に転棟

転院

ＩＣＵから受入れ

ＩＣＵ等受入可能数

係数

備考

備考

0

2

4

6

8

10

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72

赤患者数

手術

ＩＣＵ受入

院外搬送

院内残留

注 1）T 大学病院と実施した、医療機能継続計画策定支援ツールは、来院した負傷者数を設定し、トリアージ・画像撮影等の診

断・手術等の治療・ICU・病棟入院といった救命プロセスに従って、各段階で必要な医療スタッフ数と消費する医薬品等

の物的リソース量、ベッド等のスペース量を計算し、医療リソースの過不足を図示するプログラムである。建物・設備が

機能不全を起こした場合は、被害の部位と程度により医療機能が低下する設定になっている。その抜粋を以下に示す。 
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第 章 研究の背景と目的 
来院する負傷者数の推計手法とその活用に関する研究を進めるために知る必要がある必須の構成

要素を整理すると、「負傷者を受け入れる医療機関」、「発生する負傷者の場所と人数」および「その

間をつなぐ搬送」である（図 1-1）。本章では、これら 3 要素を中心にそれらに付随する事項を含め

て状況を確認する。なお、広域が被災する大震災は、自治体が主導すべき多方面の対応システムが

不可欠になるため、まず、国及び自治体が策定している防災関連の各種計画を中心に確認を進める

こととする。 
また、これらを踏まえて、研究の目的、方法および手順を定める。なお、推計手法の検討は、全

国の地域および全ての負傷者を視野に入れてはいるが、本研究では、最大の人的被害が想定される

が故に防災計画等の内容が緻密で公開データが豊富である東京と救命医療を最も必要とし病院にと

っても優先度が最も高い重傷者に対象を絞って行う。 
 
災害時の医療救護体制と負傷者を受け入れる病院 

（ ）災害時の医療救護計画の策定状況 
まず、「負傷者を受け入れる医療機関」が置かれている環境について確認する。

災害時の医療救護活動は、病院単独では対応に限界があり、自治体、病院群、関連機関が組織す

る広域的体制の中で提供される。上位計画となる地域防災計画と地域保健医療計画は全ての都道府

県に備わっているが、 つの計画の対象分野が広範にわたるために、災害時の医療救護については

数ページの概要に留まっている。一方、全ての自治体ではないが、それを補完する詳細計画である

災害時の医療救護計画が策定されているため、その状況について述べる。

現行の災害時の医療救護体制は、国（厚生労働省）が自治体に向けた指針を発出しており、「阪神・

淡路大震災を契機とした災害医療体制のあり方に関する研究会」（平成 年）の調査研究 ）等を踏

まえた、「災害発生時における初期救急医療体制の充実強化について（平成 年 月 日健政発第

号健康政策局長通知）」 ）および「厚生労働省 防災業務計画（平成 年 月 日厚生労働省

発総第 号制定（最終修正）平成 年 月 日厚生労働省発社援 第 号修正）」）に基づ

いている。

特に、厚労省の防災業務計画は、「厚生労働省の所掌事務について、防災に関し講ずるべき措置及

び地域防災計画の作成の基準となるべき事項等を定め、もって防災行政事務の総合的かつ計画的な

遂行に資することを目的」としており、自治体が、地域防災計画（予防対策と応急対策）、地域保健

医療計画（ 疾病 事業の災害医療事業）および詳細計画である災害時医療救護計画を策定する際

のガイドラインとなっている。

これら自治体の計画で「定める」とされている主な項目は図 のとおりであるが、災害時の医

療救護サービスを提供する側が実施すべき「業務」内容が大半であり、需要側である負傷者に言及

した項目は、人工透析、難病の記載に留まっている。また、災害応急対策では「時間の経過」に応

じた対策を求めているが、負傷者の発生状況等は「被災地の状況把握」に含まれており、災害予防

対策の中に、発生する負傷者の想定に基づいて対策を立案するなどの記述は見られない。

なお、「被災地における保健医療の確保」では、「救護所の設置」があげられている。  
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来院する負傷者数の推計とその活用に関する研究を進めるにあたり 

状況を確認すべき主な構成要素の整理

 
①発生する負傷者数 発生する負傷者の場所と人数

②受け入れ体制 地域の医療救護体制

負傷者を受け入れる医療機関

③①と②の関係付け 救護の主体

搬送方法

④その間の負傷者の状況 容態の変化

病院の選択

 
 

図 研究を進めるために状況の確認を要する主な構成要素

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※  、広域災害救急医療情報システム

図 厚労省 防災業務計画が定める事項（災害急性期の医療部分を目次より抜粋、下線は筆者）

  

災害予防対策

◎総則

・災害対策連絡調整会議の設置

・災害の発生に備えた体制の整備（連絡体制、被害状況把握体制、物資供給体制）

・情報化の進展に対応した災害予防対策の充実

・庁舎及び関係施設の安全性の確保

・防災中枢機能等の確保、充実（庁舎耐震化、非常用発電、備蓄、職員）

◎保健医療に係る災害予防対策

・医療施設の災害に対する安全性の確保（耐震化、非常用発電、ライフライン）

・災害時における保健医療体制の整備

（自治体の体制、関係団体、災害拠点病院、 、情報網、対応マニュアル）

・災害時における救急患者等の搬送体制の確保（陸海空路、広域後方医療施設、 搬送）

・後方支援体制の確保（近隣都道府県との相互協力体制）

・医薬品等の安定供給の確保（情報網、搬送体制、供給・管理計画）

・個別疾患に係る防災体制の整備（人工透析、難病等）

災害応急対策

◎総則
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次に、都道府県における災害時の医療救護計画の策定状況 ）を概観すると、平成 年（ 年）

月時点で策定済みが 都府県であり、東日本大震災（平成 年（ 年））の翌年の平成 年

以降の計画をネット上で公開している都府県は、 である（表 ）。

総じて政令指定都市等を抱え大地震を危惧している都府県は、詳細計画を策定しているケースが

多く、東北地方の県は東日本大震災の影響なのか未策定となっている傾向がうかがえる。

例えば、東京都は、都総務局防災担当部署が策定した地域防災計画の医療教護対策および福祉保

健局の医療政策部医療安全課が担当する地域保健医療計画と関連して、医療政策部救急災害医療課

災害医療係がより具体的な「災害時医療救護活動ガイドライン」を策定し、区市町村の同計画策定

を支援する流れが築かれている。

静岡県では、昭和 年に策定した「東海地震に対する静岡県医療救護計画」を、東日本大震災や

南海トラフ巨大地震等を視野に入れて平成 年 月に全面改定（ 体制の整備、県外災害対応

を含む）をし、名称も変更して現在に至っている（本編 ページ、資料編 ページ）。

広島県では、「地域保健対策協議会、救急･災害医療体制検討専門委員会編」を表紙に付記してお

り、策定プロセスが、県の健康福祉部局を中心とした医師会や病院を含めた関係者協議によること

を表している。

なお、災害時の医療救護計画を公開あるいは策定予定を公表していても、その内容は一様ではな

く、詳細計画とは言えないケースもみられる。

例えば、愛知県は、地域保健医療計画（平成 年 月公示）の中で県の「災害時医療救護マニュ

アル」の作成を課題に掲げているが、県としての計画をネット上で公開していない一方、海部、知

多半島および西三河南部東の 次医療圏は、医療救護活動計画を公開している。西三河南部東の計

画の体制図には医療救護所の場所（小中学校等 か所）と「後方支援病院」（ か所）、「その他の

病院」（ か所）の具体的名称が記入されている。県の医療計画では各 次医療圏の計画の章があり、

次医療圏ごとの災害医療対策が記載されているが、医療圏ごとに体制図等に相違がみられる状況

である。よって、件数のカウントから外している。

同様に、京都府は、「災害医療について」というホームページを作成しているが、災害拠点病院リ

スト、災害医療チーム（ ）、災害医療コーディネーターの紹介記事にとどまっており、計画その

ものは公開していない。

災害時の医療救護計画が未公開の道県は、医療計画あるいは防災計画の中でその内容を記載して

いるが、災害医療救護は数ページの概要に留まっていることが多い。

また、自治体の計画に連動して、地域の医師会等の団体が災害時の医療救護計画・マニュアルを

策定しているケースもある。この場合、応急手当やトリアージ書類作成の図解を記載する等、医療

関係者に向けた詳細な内容を組み入れている。

以降では、災害時の医療救護計画のみを対象としたいところではあるが、都道府県全体の傾向を

把握するために防災計画と医療計画を含めて、医療救護体制と負傷者を受け入れる医療救護施設の

状況を確認する。
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表 都道府県における災害時医療教護計画の策定状況（平成 年 月時点）

 
厚生労働省防災業務計画 [6,180KB] 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055967.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎は策定年（愛知県は県の計画が未公開）、〇は部署職員用行動マニュアル  

コード JIS都道府県 災害時医療救護計画名称 以前

北海道

青森県

岩手県

宮城県 宮城県 大規模災害時医療救護活動マニュアル（改訂版） ◎

秋田県

山形県

福島県

茨城県 茨城県保健福祉部災害対策マニュアル　※（部署職員用行動マニュアル） 〇

栃木県 栃木県災害医療体制運用マニュアル ◎

群馬県

埼玉県

千葉県 千葉県災害医療救護計画（案） ◎

東京都 災害時医療救護活動ガイドライン ◎

神奈川県 神奈川県医療救護計画 ◎

新潟県 災害時医療救護活動マニュアル　 ◎

富山県

石川県 石川県災害時医療救護対応マニュアル ◎

福井県

山梨県 大規模災害時医療救護マニュアル ◎

長野県 長野県災害医療活動指針　 ◎

岐阜県 岐阜県地震災害等医療救護計画 ◎

静岡県 静岡県医療救護計画 ◎

愛知県 各2次医療圏医療救護活動計画、県医師会「災害医療救護活動マニュアル」 　※県は未発表

三重県 三重県災害医療対応マニュアル（第２版）　※（部署職員用行動マニュアル） 〇

滋賀県 滋賀県広域災害時における医療救護活動指針 ◎

京都府 京都府の災害医療体制について　※（ＨＰのみ、報告書無し）

大阪府 大阪府災害時医療救護活動マニュアル ◎

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県 鳥取県災害医療活動指針 ◎

島根県 島根県災害時医療救護実施要綱 ◎

岡山県

広島県 災害時医療救護活動マニュアル　 ◎

山口県

徳島県

香川県 香川県医療救護計画 ◎

愛媛県 災害時における医療救護活動要領　 ◎

高知県 高知県災害時医療救護計画　 ◎

福岡県 福岡県災害時医療救護マニュアル ◎

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県 宮崎県災害医療活動マニュアルの改訂について ◎

鹿児島県

沖縄県 沖縄県災害医療マニュアルについて　 ◎

合計
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（ ）災害時の医療救護体制と負傷者を受け入れる医療救護施設 
災害時の医療救護計画が定める医療救護体制の主な内容について整理すると、組織体制とエリア

の設定に大別される。組織体制は管理・統制を行う組織、医療救護の実施機関および相互の連絡系

統で構成され、エリアは被災地エリアと被災地外エリアで構成される。更に、医療救護の実施機関

は、受傷直後に負傷者が直接搬送される施設、後方支援の施設（災害拠点病院）および や医療

班等の派遣グループで構成されている。自治体が災害時の医療救護計画で記載している体制図は、

これらの組織間と施設間の関係を示しているが、連絡・連携体制に重きを置いた図が多い一方、東

京都や静岡県などの政令指定都市等を擁する都府県では、重症度別の負傷者への対応プロセスを加

えて説明しているケースが見られる。注 1 では典型的な体制図の事例を引用している。

筆者は、自治体が公表している災害時の医療救護体制図は、図 1-2 に示す 3 タイプに分類される

と考えた。一つは、医療救護所等の記載がなく災害拠点病院の機能のみを記載した「災害拠点機能

タイプ（注 1 の図△）」であり、一つは、指揮命令系統や医療班派遣を重視し重症度別プロセスに言

及していない「連絡体制タイプ（注 1 の図〇）」である。また、連絡体制図とは別に、負傷者の発生

場所から受入れまでの重症度別対応プロセスを加えて説明しているものに「治療プロセスタイプ（注

1 の図◎）」の名称を筆者が独自に付与している。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

災害拠点病院機能タイプ 連携体制タイプ 治療プロセスタイプ 

図 自治体の災害時医療体制図の分類

災害時の医療救護計画は策定主体が自治体のため、また、前述した厚労省の「防災業務計画」の

項目設定から、その組織の活動ルールが主たる内容となることは予測がつくが、自治体が提供する

サービスの受け手である死傷者（市民）の状況を想定したルールの組込みは少なく、これについて

は、例えば行政が発行する市民向けの「災害時対応マニュアル」等を以って市民に委ねている状況

が伺える。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

災害拠点病院

（機能の説明）

災害拠点病院

被災地 被災地 

医療救護所

救急医療機関

重症医療班派遣

被災地 

医療救護所

災害拠点病院

救急医療機関

医療班派遣

重症

重症・中等症・軽症

中等症

災害対策本部

要請

依頼

域外搬送
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注 1）災害急性期（数時間～48 時間あるいは 72 時間）における自治体の対応体制と治療に至るプロセスに関す

る説明図の事例を以下に示す。なお、△・〇・◎のマークは表 1-2 に対応している。 

図△ 災害拠点病院機能タイプ（医療救護所の記載なし）：富山県の地域保健医療計画（平成 25 年）p.168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図〇 連絡体制タイプ（指揮命令系統、医療班派遣を重視、中等症・軽症プロセスなし）：栃木県の医療救護計画 p.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図◎ 治療プロセスタイプ（発生場所から受入れまで、重症度別プロセスを記載）：東京都の医療救護計画 p.13 
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医療救護体制の次に、ここでは、①救命活動において重要な初動体制の時間帯設定、②負傷者に

対する意識、③受傷の直後に受け入れる医療救護施設、の三点について自治体が定めている状況を

確認する（表 ）。なお、確認する対象の計画には、医療救護計画の他に、地域保健医療計画、地

域防災計画を含めている。

まず、時間帯については、地域防災計画が全ての災害対応活動を範囲としているため、発災から

復興までのフェーズを区分し、各フェーズでの対応体制を定めている。

また、救命活動については、「 時間の壁」のように、発災直後に重傷者が集中し外科系の医療

が求められるため、災害急性期と呼ばれるフェーズでの活動が重要になる。このフェーズ設定は、

発災から 時間（ 府県）、 時間（ 県）、 週間（ 県）および不明（ 道府県）といった状況

である（表 の「時間」欄）。この時間設定の根拠は、厚労省の「防災業務計画」および救急医療

の知見と考えられるが、詳細は不明である。

なお、東京都の医療救護活動ガイドラインでは、「超急性期（発災後 ～ 時間）」の前に「発災

直後（発災～ 時間）」というフェーズを設けており、千葉県はこれを「数時間」としている。また、

厚労省の 事務局が定める対応体制では災害急性期を概ね 時間としている ）。

次に、負傷者を意識している度合いとして、計画の中に発生場所を示す「被災地」と「負傷者」

の単語が表現されているか、また、「治療のフロー（流れ図）」（注 の図◎）が記載されているかを

確認する。

医療救護所でのトリアージ後に中等症は救急病院が治療し、重傷者は後方医療施設である災害拠

点病院に搬送され、負傷者数が被災地内での収容能力を超える場合は、被災地外の災害拠点病院と

（ 、広域搬送拠点臨時医療施設）を経由して県外に搬送するという考え方は

多くの自治体に共通している一方、負傷者を起点とした搬送経路を描き、重症度別の治療プロセス

を可視化した流れ図（注 の図◎、表 の◎印）を掲載し内容を説明しているものは 都府県

で、病院の役割を記載するにとどまり「被災地」と「負傷者」の単語がないもの（注 の図〇、表

の〇印）が 道県である。

なお、連携体制図等の図（注 の図〇）は、県の医療担当部局を本部とした連絡網と指揮系統、

災害医療コーディネーターの役割、県 等の医療救護班の要請手順等を詳細に定めたサービス

供給側の業務マニュアルの要約図であり、負傷者の受け入れ対象を明示した図は少ない。

更に、受傷直後の負傷者を受け入れる医療機関については、被災地内の医療救護所および医療機

関とする記述が全国的に共通している一方、使用されている施設の名称は自治体により一様ではな

い（表 の医療施設の名称欄）。まず、医療救護所については、このほかに、救護所、応急救護所、

現地救護所の名称が使用されている。次に、病院については、平常時の救急病院が対応するとする

ケースが多いが、救急告示病院、二次救急病院の名称が使われており、また、災害時独自の名称と

して、災害医療協力病院、災害拠点連携病院、災害支援病院、広域救護病院の名称が使用されてい

る。後方支援病院については、災害拠点病院を示していると考えられる。
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表 負傷者を受け入れる医療機関の名称と負傷者の流れ図の状況

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

コード JIS都道府県 時間 救 医 防 拠点数 被災地内で負傷者に対応する医療施設の名称

北海道 不明 〇 救護所、医療機関

青森県 救護所

岩手県 不明 〇 救護所、救急告示病院

宮城県 〇 医療救護所、病院

秋田県 不明 被災地内医療機関

山形県 ◎ 医療救護所、既存医療機関

福島県 救護所、救急告示医療機関等

茨城県 〇 医療救護所、後方支援医療機関

栃木県 〇 救護所、地元医療機関等

群馬県 〇 救護所、医療機関

埼玉県 〇 医療機関

千葉県 数時間 ◎ 救護所、災害医療協力病院

東京都 ◎ 緊急医療救護所、災害拠点連携病院、災害医療支援病院

神奈川県 1週 ◎ 救護所、災害協力病院

新潟県 ◎ ◎ 救護所、医療機関

富山県 災害拠点病院以外の病院

石川県 ◎ 応急救護所、救急告示病院

福井県 〇 〇 被災現場救護所、後方支援病院

山梨県 〇 医療救護所、一般病院、災害支援病院

長野県 〇 医療救護所、救急告示病院

岐阜県 〇 救護所、救護病院

静岡県 ◎ 救護所、救護病院

愛知県 医療救護所、2次救急病院

三重県 救護所、二次救急医療機関、災害医療支援病院

滋賀県 不明 救護所、病院等

京都府 救護所

大阪府 不明 ◎ 医療救護所、災害医療協力病院

兵庫県 不明 救護所

奈良県 不明 医療救護所

和歌山県 〇 災害支援病院

鳥取県 〇 医療救護所、後方支援病院

島根県 〇 救護所、病院等

岡山県 不明 〇 救護所、救急医療機関

広島県 不明 現場救護所

山口県 〇 〇 救護所

徳島県 不明 〇 医療救護所、2次救急医療機関

香川県 〇 医療救護施設（応急救護所、救護病院、広域救護病院）

愛媛県 〇 救護所、救護病院

高知県 不明 〇 医療救護所、救護病院

福岡県 ◎ 医療救護所、救急病院、その他の医療機関

佐賀県 〇 救護、救急告示医療機関

長崎県 〇 医療救護所

熊本県 不明 救護所、医療機関

大分県 不明 ◎ 医療救護所

宮崎県 〇 救護所、病院

鹿児島県 不明 〇 現地救護所、現地医療機関

沖縄県 1週 〇 医療救護所、病院

※ 「◎」は「被災地」「負傷者」の単語とフロー図あり、 「救」は災害時医療救護計画

病院ごとの役割を明記 「医」は地域保健医療計画

「〇」は病院ごとの役割のみ明記 「防」は地域防災計画

「時間」は災害急性期フェーズの時間設定 「拠点数」は災害拠点病院数
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（ ）医療救護所と負傷者を受け入れる病院の指定

）医療救護所

全国的に共通している災害時の医療救護所について、更に位置付けを確認する。

医療救護所は、災害対策基本法の「臨時の医療施設に関する特例（第 条の ）」 ）を根拠とし

て、市区町村により必要（負傷者が病院の対応力を上回る場合）に応じて避難所や学校等に設置さ

れる医療施設であり、県 や被災地内の医療機関が派遣する医療救護班が来所して治療を行う

とされている。また、受傷場所である被災現場で展開される「現場医療救護所」の考え方も見られ

る（岩手県 ）、鹿児島県 ）等）。

例えば、東京都の「災害時医療救護活動ガイドライン」では、災害慢性期のフェーズにおいて避

難所等に併設される医療救護所に加え、「発災直後（発災～ 時間）」から「超急性期（ 時間～ 時

間）」のフェーズで機能する「緊急医療救護所」の概念を導入している。災害拠点病院や災害拠点連

携病院の近接地（病院の駐車場等を含む）に設置される緊急医療救護所の役割は、搬送されて来た

負傷者に対して門前トリアージと応急手当てを行い、病院での混乱を回避しつつ治療の最適化を図

ることである。

これに対して、設置者となる 区の地域防災計画から抽出した緊急医療救護所の指定状況を表

に示す。直接、病院そのものを指定あるいはリスト化している区は 区（病院とセットで学校

等を指定している区を含む）、病院名を示さずにその近接地であるとして小中学校を指定している

区は 区、検討中が 区であった。

緊急医療救護所の考え方は、 区の中で必ずしも一貫しておらず、過去の大震災での災害医療の

経験から、①重症度にかかわらず来院する負傷者による病院の混乱、②医療提供の不足、③被災場

所の近くでの医療救護等の複数の課題が明らかになっているが、どの課題を重視するかにより、医

療救護所の役割と設置場所について相違が生じていると考えられる。

その他の理由として、負傷者の分布は、実際に発災しなければ判明しないこともあり、常設では

ない医療救護所は予め場所を指定することが難しいことがあろう。また、緊急医療救護所の設置者

が区市町村であるため、医療機関が開設者である病院そのものを救護所に指定する場合に発生する

主体の重複を避けている事情も推測される。

なお、医療救護所の場合、発災直後から所定のルールに従い医療救護班が到着するまでにタイム

ラグが生じる一方、 時間医療スタッフが常駐している病院が病院の駐車場等の近接地にトリアー

ジ場所を設ける場合は、発災直後から救護機能を発揮することができるため、「病院の近傍」の駐車

場や公園を病院とセットにして場所を指定している区（港区など）も見られる。

 
）負傷者を受け入れる病院の指定

ここでは、災害時に負傷者を受け入れる病院の役割と根拠について確認する。

まず、災害拠点病院は、阪神・淡路大震災の経験に基づき厚労省から各都道府県知事宛に発出さ

れた通知（「災害時における初期救急医療体制の充実強化ついて」）を踏まえ、都道府県が条例で設

置要件を定め、 次保健医療圏に か所を目安に知事が指定する病院であり、基本的に後方病院お

よび派遣医療班（ ）の組成等の役割を担う。
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次に、被災場所から負傷者が直接搬送されて来る病院は、平常時の二次救急病院あるいは救急告

示病院（救急指定病院の呼称を使用するケースもある）が最も多く、救急指定のない病院（「医療機

関」等と記載されている）を含め被災地内にある診療可能な全病院が負傷者を受け入れるとするケ

ースも見られる。なお、「後方」病院と対になる用語が定められていないため、筆者はこれらを総称

する用語として「フロント」病院を使用する。

更に、災害時を想定し、平常時の救急病院に災害時特有の名称を付すケース（千葉、東京、神奈

川、山梨、三重、大阪、和歌山の 都府県）が見られる。災害拠点病院に準ずる役割を想定した「災

害支援病院」あるいは「災害協力病院」、「災害連携病院」等の名称がこれに該当する（表 ）。ま

た、特別に「災害 病院」を定めている 自治体において重症度による負傷者の流れ図との関係を

見ると、流れ図を掲載している 自治体（千葉県、東京都、神奈川県、大阪府）と、掲載のない

自治体（山梨県、三重県、和歌山県）に分かれる。いずれにせよ、これら自治体は、災害時には平

常時の救急医療体制とは別の体制に移行することを表明している。

そして、自治体は、医療救護計画や地域防災計画等の計画で、これらの病院を役割ごとに「指定」

し病院一覧を公表している。

以上を整理すると、災害医療体制図における災害拠点病院の役割について、以下の つの考え方

がみられ、負傷者の流れ図を掲載している自治体は「フロント型」となっている（図 ）。

①災害拠点病院を、他病院から搬送される重傷者を扱う後方病院とする「後方型」

②災害拠点病院も、受傷場所から搬送されてくる負傷者に対応する「フロント型」

前述の「災害医療体制のあり方に関する研究会」報告書が示す通り、災害拠点病院であっても、

被災地内にある場合は、「被災現場において最も早く医療救護活動を実施出来る病院」に変わりはな

く、フロント型に位置することになる。

なお、災害時の病院と負傷者の関係に関する既往研究として、池内らは阪神・淡路大震災の病院

調査 ）において、負傷者に直接対応した病院（ 病院）、転送負傷者を受け入れた後方病院（ 病院）

を類型化し距離との関係を分析する中で、被災地内の大型病院は両方の機能を持っていた（ 病院）

ことを明らかにしている。また、山下ら ）は、災害時の医療機関選択に関する住民アンケート調査

から、重症の場合は診療所ではなく大型病院を選択する傾向があることを分析している。

負傷者の多くは医療分野の専門家ではなく、災害拠点病院等の名称を含めて行政が定める病院の

役割を認識しているとは考えにくく、特に重傷であれば、近くの大型病院に駆け込む行動が予想さ

れる。また、直下型大震災では広域が被災地となるため、フロント型の医療体制の比重が大きくな

る。平常時の医療では、大型急性期病院がピラミッドの頂点に位置するが、災害時は、重症度別に

治療を行う役割分担はあるが、負傷者にとってはフラットな位置関係にあるといえる（図 ）。 
本研究では、以下、災害時の指定がなされた救急病院を「災害連携病院」といい、これと災害拠

点病院を合わせて「災害病院」と総称する。 
なお、治療後の重傷者をどの災害拠点病院に搬送するかという災害病院間の連携関係は災害時の

医療救護計画には記載されていない。 （ ）等で収集し

た情報に基づき、災害医療コーディネーターが判断するとのルールが公表されている状況である。  
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図 負傷者の流れ（東京都のケース）
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【負傷者の流れの想定】

①受傷場所から緊急医療救護所への搬送

②緊急医療救護所でのトリアージと中等

症の応急手当

③災害拠点連携病院（支援病院）に来た重

傷者は、応急手当後に災害拠点病院へ

搬送

④災害拠点病院に来た重傷者は、直ぐに

治療を開始し、収容
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（ ）初動期における医療救護活動

ここでは、前述したフェーズ区分に従い、医療救護班の派遣・到着までに要する時間について確

認する。

まず、医療救護所には、災害医療本部が、被災地の状況を確認し、必要と判断した場合、県

や指定病院等に医療救護班の派遣を要請し、病院から派遣されることになっている。医療救護班の

到着時間について記載した計画は少ないが、東京都では、発災直後の 時間以内に東京 が出

場して緊急医療救護所の運用が開始されることになっている注 ）。また、栃木県の医療救護計画では、

発災後 時間程度で県災害医療本部が各被災地の情報を把握し、 時間の時点で県災害対策本部宛

に、国を含めた医療救護班の派遣要請を連絡するタイムテーブルである（「栃木県災害医療体制運用

マニュアル」 ）。千葉県では、これが数時間以内となる（「千葉県災害医療救護計画（案））

）。

なお、全国 について、広島県の「災害時医療救護活動マニュアル」（ ）では、東日本大

震災時の広島 活動経緯に、 月 日 ： の発災後、 時間後の ： に宮城県と福島県か

ら派遣要請があり、 ： に海上自衛隊輸送艦で呉基地を出発、ヘリで厚木基地を経由し、 月

日 ： （約 時間後）に仙台医療センター着と記している。

熊本地震では、厚労省 事務局資料 ）によると、 月 日 ： の発災後、 ： に

事務局本部活動開始、 ： （約 分後）に熊本県庁調整本部に統括 が登庁している。 月

日 ： の本震では、 ： （ 時間後）に全 の安全が確認されている。

ちなみに、日本赤十字社の「図上シミュレーション訓練 訓練企画マニュアル 医療機関編」 ）

は、「負傷者の来院数は、発災後 ～ 分から始まり、 ～ 時間後にピークを迎え、 ～ 時間後に

おおよそ終息するように設定する。ただし、 次災害の発生状況、火災延焼の状況によっては、適

宜、時間を伸ばす。」としている。これは、東京都の「発災直後 発災～ 時間 」のフェーズに該当

する。

想定される発災後の負傷者の受療行動と前述した医療救護班の活動に至る時間を並置したタイム

テーブルを以下に示す（図 ）。

受傷時は中等症だが救出と搬送に時間がかかり、医療救護所に到着した時点で重傷になった負傷

者に対し、その到着までに医療スタッフの配置が完了していた場合は、医療救護所は機能する。一

方、受傷時に既に重傷である住民が即座に搬送されてくるケースへの対応が課題になろう。
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図 負傷者の到着と医療救護のタイムテーブル

 
 
 
 
 

東京都災害時医療救護活動ガイドライン 
（ ） より抜粋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京都地域防災計画震災編

（ ） より抜粋 
 
 

  

注 2）発災直後における自治体の意思決定と医療班派遣に至るプロセス（東京都のケース）を下図に示す。フェーズ区分では発

災直後（発災～6 時間）に被害情報を収集し、東京 DMAT が出場して、緊急医療救護所の運営が開始されることになっ

ている。一方、連携体制の図を見ると、東京都災害医療コーディネーターが指定病院に出動を要請するまでのプロセスは

かなり複雑である。また、都の災害対策本部が発災直後に立ち上がった後、区市町村と病院から各地の情報を収集してか

ら判断する時間が必要である。 

発災～1時間 7時間以降

超急性期

負傷者 救出

　搬送開始（徒歩・自家用車・救急車）

日赤訓練マニュアル 来院の始まり－－－－－→

来院ピーク－－－－－－－－－－→

　来院減少－－－－－－→ 概ね終息

県内医療救護班等 情報収集★

 （東京都ガイドライン） ★県DMAT出場－－－－－→

 （栃木県医療救護計画） 　★緊急医療救護所の運営

　傷病者等の被災地外への搬送★

　★全国DMAT活動開始

　（DMAT事務局） 　　　★被災県統括DMAT災対本部登庁

　（県DMAT） ★被災県から派遣要請

　★全国DMAT出発準備－－－－－－－－－－－－－－－→（★出発）

2時間 3時間 4時間 5時間 6時間

東京都のフェーズ：発災直後（6時間）



第１章　研究の背景と目的

20 
 

発生する負傷者数の想定

（ ）地震による被害想定調査

地域防災計画と対をなす調査が、地震被害想定調査である。本来、被害想定の需要量データに基

づき、防災計画では、災害時の対応方策と併せて被害を低減する平常時の対策が検討される構成と

なっており、災害時医療救護計画の予防対策もこれに含まれる。

負傷者に対応する医療機関は、災害時医療救護計画・防災計画・医療計画で定められる一方、災

害時に発生する死傷者数の想定は地震被害想定調査の中で人的被害として計算されている。災害時

に来院する重傷者数を検討する際に、人的被害の計算結果が根拠データの一つになるため、被害想

定調査の状況を概観する。

近年では、平成 年（ 年）の東日本大震災を契機に自治体は防災計画を見直し、併せて、

これと関連する被害想定調査が見直されている。まず内閣府が平成 年 月に発表した「南海ト

ラフ巨大地震の被害想定について（第二次報告）」および 月発表の「首都直下地震の被害想定と

対策について（最終報告）」の作業が契機となり、同時期に各自治体は地震と津波に関する被害想定

調査を見直している ）。例えば、東京都は平成 年 月 日に「首都直下地震等による東京の被

害想定」を公表している注 ）。各自治体が実施した被害想定調査の状況を表 に示す。なお、表中

の「重傷者数」欄は重傷者の公開状況を確認しており、凡例の「◎」と「〇」以外に、負傷者数の

みで重傷者数が公開されていないケース、県全体あるいは地域ごとの集計に留まるケースについて

付記している。

この調査の状況を確認すると、東日本大震災（平成 年）後に再調査を実施し、平成 年以降

に調査結果を発表している都道県は である。その他の 府県については、理由は不明ながら、

東北・北陸・近畿・九州の各地方ではそれ以前の調査にとどまっている府県が多く、調査結果の公

表や重傷者数などの人的被害想定の更新が進んでいない状況がみられる。

この中で、人的被害として重傷者数（負傷者数の内数としているケースが多い）を計算している

ものは 都道県であるが、市区町村別の重傷者数を公開しているのは 都県で、振興局別の重傷

者数が 道、地域別の重傷者数が 県、県のみの重傷者数が 県である。

また、都道府県ごとに地質が異なっていることから、想定する地震の数は一様ではなく、 地震

から 地震までの相違があり、加えて、多数の地震を想定する中で被害を計算する地震を限定して

いるケースもある。例えば、千葉県は 地震を想定しているが、公開している人的被害データを計

算している想定地震は 地震である。

  



20 
 

発生する負傷者数の想定

（ ）地震による被害想定調査

地域防災計画と対をなす調査が、地震被害想定調査である。本来、被害想定の需要量データに基

づき、防災計画では、災害時の対応方策と併せて被害を低減する平常時の対策が検討される構成と

なっており、災害時医療救護計画の予防対策もこれに含まれる。

負傷者に対応する医療機関は、災害時医療救護計画・防災計画・医療計画で定められる一方、災

害時に発生する死傷者数の想定は地震被害想定調査の中で人的被害として計算されている。災害時

に来院する重傷者数を検討する際に、人的被害の計算結果が根拠データの一つになるため、被害想

定調査の状況を概観する。

近年では、平成 年（ 年）の東日本大震災を契機に自治体は防災計画を見直し、併せて、

これと関連する被害想定調査が見直されている。まず内閣府が平成 年 月に発表した「南海ト

ラフ巨大地震の被害想定について（第二次報告）」および 月発表の「首都直下地震の被害想定と

対策について（最終報告）」の作業が契機となり、同時期に各自治体は地震と津波に関する被害想定

調査を見直している ）。例えば、東京都は平成 年 月 日に「首都直下地震等による東京の被

害想定」を公表している注 ）。各自治体が実施した被害想定調査の状況を表 に示す。なお、表中

の「重傷者数」欄は重傷者の公開状況を確認しており、凡例の「◎」と「〇」以外に、負傷者数の

みで重傷者数が公開されていないケース、県全体あるいは地域ごとの集計に留まるケースについて

付記している。

この調査の状況を確認すると、東日本大震災（平成 年）後に再調査を実施し、平成 年以降

に調査結果を発表している都道県は である。その他の 府県については、理由は不明ながら、

東北・北陸・近畿・九州の各地方ではそれ以前の調査にとどまっている府県が多く、調査結果の公

表や重傷者数などの人的被害想定の更新が進んでいない状況がみられる。

この中で、人的被害として重傷者数（負傷者数の内数としているケースが多い）を計算している

ものは 都道県であるが、市区町村別の重傷者数を公開しているのは 都県で、振興局別の重傷

者数が 道、地域別の重傷者数が 県、県のみの重傷者数が 県である。

また、都道府県ごとに地質が異なっていることから、想定する地震の数は一様ではなく、 地震

から 地震までの相違があり、加えて、多数の地震を想定する中で被害を計算する地震を限定して

いるケースもある。例えば、千葉県は 地震を想定しているが、公開している人的被害データを計

算している想定地震は 地震である。

  

21 
 

表 都道府県の地震被害想定調査の策定状況と重傷者推計

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

コード JIS都道府県 被害想定調査名称 地震数 重傷者数 以前 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年

北海道
想定地震見直しに係る検討報告書および地震被害想定等調査結果
報告書（詳細版）

振興局別 発表 発表 発表 発表 発表

青森県
平成 24・25 年度 青森県地震・津波被害想定調査　報告書 ［概要
版］

県のみ 発表

岩手県
岩手県地震・津波シミュレーション及び被害想定調査に関する報告書
（概要版）

○

宮城県
第四次地震被害想定調査は、平成22年度の第2回地震対策等専門
部会における中間報告をもって完了

秋田県 秋田県地震被害想定調査報告書 ◎ ◎

山形県
山形県地震被害想定調査～長井盆地西縁断層帯及び庄内平野東
縁断層帯～調査報告書

負傷者のみ

福島県 福島県地震・津波被害想定調査結果一覧　（重傷と市区町村なし） 県負傷者のみ 発表

茨城県 茨城県減災対策検討会議　（被害想定調査なし）

栃木県 地震被害想定調査（本編） ◎ ◎

群馬県 群馬県地震被害想定調査　報告書 ◎ ◎

埼玉県 平成24・25年度埼玉県地震被害想定調査報告書 ◎ ◎

千葉県 平成26・27年度千葉県地震被害想定調査報告書 ◎ ◎

東京都 首都直下地震等による東京の被害想定報告書 ◎ ◎

神奈川県 地震被害想定調査報告書 ◎ ◎

新潟県 新潟県地震被害想定調査報告書 県のみ

富山県 呉羽山断層帯被害想定調査の調査結果 負傷者のみ 発表

石川県 石川県地震被害想定調査報告書（概要版）　ネット掲載なし

福井県 福井県震災対策計画（福井県地域防災計画・震災対策編） 県負傷者のみ 発表

山梨県 山梨県東海地震被害想定調査報告書 ○

長野県 第３次長野県地震被害想定調査報告書 ◎ ◎

岐阜県 平成 23～24 年度　南海トラフの巨大地震等被害想定調査概要版 県のみ 発表

静岡県 静岡県第４次地震被害想定（第二次報告）報告書 ◎ ◎

愛知県
平成23年度～25年度　愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等
被害予測調査報告書

◎ ◎

三重県 三重県 地震被害想定結果 （数表等） ◎ ◎

滋賀県 滋賀県地震被害想定について 負傷者のみ 発表

京都府
京都府における地震・津波による被害想定　(HP上で市別のファイル
を公表)

○

大阪府
大阪府地震被害想定調査（大阪府自然災害総合防災対策検討（地
震被害想定）報告書）

○

兵庫県
兵庫県の地震被害想定（内陸型活断層）および地震・津波被害想定
（南海トラフ）

〇 〇

奈良県 第２次奈良県地震被害想定調査報告書 県のみ

和歌山県 和歌山県地震被害想定調査報告書 概要版 ◎ ◎

鳥取県 鳥取県地震防災調査研究報告書 県のみ

島根県 島根県地震被害想定調査報告書 負傷者のみ 発表

岡山県
断層型地震および南海トラフ巨大地震における人的・物的に関する
被害想定等について

◎ ◎

広島県 広島県地震被害想定調査報告書 ◎ ◎

山口県 山口県地震被害想定調査報告書 ○

徳島県
徳島県南海トラフ巨大地震被害想定（第一次）、中央構造線・活断層
地震被害想定の公表について

◎ ◎

香川県 香川県地震・津波被害想定調査報告書 負傷者のみ 発表

愛媛県 愛媛県地震被害想定調査　最終報告 ◎ ◎

高知県 〔高知県版〕南海トラフ巨大地震による被害想定について ◎ ◎

福岡県 福岡県内に影響を与える地震の被害想定調査報告書
要後方医療搬

送者数
発表

佐賀県 佐賀県地震被害等予測調査業務 報告書 概要版(平成 26 年度) 県負傷者のみ 発表

長崎県 長崎県地震等防災アセスメント調査報告書 ○

熊本県 熊本県 地震・津波被害想定調査結果 地域別 発表

大分県 大分県地震津波被害想定調査報告 ◎ ◎

宮崎県 宮崎県地震・津波及び被害の想定について 負傷者のみ 発表

鹿児島県 鹿児島県地震等災害被害予測調査（報告書概要版） 11最大震度 ◎ ◎

沖縄県 平成25年度沖縄県地震被害想定調査報告書 ◎ ◎

重傷者数：「◎と〇」は市区町村別の推計、「○」は東日本大震災以前の調査 件数
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（ ）発生する負傷者数の推計手法

自治体の被害想定調査では、地元の大学の各分野を代表する研究者等が委員となり、過去の震災

等で得られた専門的な知見と研究成果を用いた手法により、物的被害と人的被害（発生する死傷者

数）を推計している注 ）。

その手順は、地域での発生が予想される複数タイプの地震ごとに地震動（地盤のゆれ）、発災時刻

（多くは、 時、 時、 時）および季節・風速のシーンを設定し、 （ 分の ）地域メッシ

ュごとに建物被害（木造・非木造別、築年別）、火災、屋内落下物およびブロック塀の倒壊などの原

因別の物的被害を計算した後、これらに基づいて人的被害を計算するものである。

この人的被害は、建物倒壊（ゆれ・液状化）、急傾斜地崩壊、火災、津波浸水、屋内収容物の転倒・

落下等、ブロック塀等の転倒および屋外落下物等の原因別に （ 分の ）地域メッシュごとに

計算されている。なお、このデータは非公開で、施策への反映のし易さ等の理由から、基礎自治体

である市区町村単位で集計されたデータが公開されている。

なお、「ゆれによる重傷者数の推計手法」が用いる人口については、「木造建物内滞留人口」およ

び「非木造建物内滞留人口」が用いられている（注 図の赤線部分）。これは、①国勢調査の夜間人

口と昼間人口および国交省のパーソントリップ調査に基づいて時刻別（ 時、 時、 時）と施設

別（住宅、その他施設）の滞留者数を算出し、②住宅滞留者数を住宅・土地統計調査の木造・非木

造比率により木造建物内滞留人口と非木造建物滞留人口に区分して木造建物内滞留人口を求め、③

その他施設滞留者数と非木造住宅内滞留人口を合計して非木造建物内滞留人口を求める、とされて

いる。

注 「東京都

地震による被害想定調査」

「ゆれによる重傷者数の計算式」

（p3-27）より引用
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（p3-27）より引用
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注 3 「東京都 地震による被害想定調査」の想定手法の流れと人的被害の推計の流れを引用 
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（ ）発生する重傷者数の想定

発生する重傷者数は、設定される地震等の原因別に計算されて市区町村ごとに集計されている（注

表の赤枠部分）。ここでは、首都圏の 都 県（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）が集計した、

地震ごとの全体の死傷者数を表 に示す。重傷者数は数千人から 万人程度となっており（最大

人数を赤字で表示）、「最悪の事態」を想定している状況が伺える。

表 首都圏 都 県の人的被害想定

なお、東京都が公開している、地震および原因ごとの区市町村別の重傷者数の集計事例を、注

に示す。この表からは、重傷者数が発生する原因は、「ゆれによる建物被害（倒壊）」が一位で、次

に、都心の周辺区では「火災」が、世田谷・杉並・練馬の各区では「ブロック塀」が続いている。  

首都直下地震等による東京の被害想定　　平成24年4月18日公表　　人 平成26・27年度千葉県地震被害想定調査報告書 人

東京湾北部地震（M 7.3） 死者 千葉県北西部直下地震 死者

負傷者 （M 7 クラスの地震） 軽傷者

内重傷者 重傷者

多摩直下地震（M 7.3） 死者

負傷者 神奈川県地震被害想定調査　報告書　　平成27年3月

内重傷者   （火災の「逃げ惑い」と津波による死傷者を除く） 人

立川断層帯地震（M 7.4） 死者

負傷者 都心南部直下地震 死者

内重傷者 重症者

元禄型関東地震（M 8.2） 死者 中等症者

負傷者 軽症者

内重傷者 三浦半島断層群の地震 死者

重症者

平成24・25年度埼玉県地震被害想定調査報告書 人 中等症者

軽症者

東京湾北部地震 死者 神奈川県西部地震 死者

負傷者 重症者

内重傷者 中等症者

茨城県南部地震 死者 軽症者

負傷者 東海地震 死者

内重傷者 重症者

元禄型関東地震 死者 中等症者

負傷者 軽症者

内重傷者 南海トラフ巨大地震 死者

関東平野北西縁断層帯地震 死者 重症者

（破壊開始点：北） 負傷者 中等症者

内重傷者 軽症者

関東平野北西縁断層帯地震 死者 大正型関東地震 死者

（破壊開始点：中央） 負傷者 重症者

内重傷者 中等症者

関東平野北西縁断層帯地震 死者 軽症者

（破壊開始点：南） 負傷者 元禄型関東地震（参考） 死者

内重傷者 重症者

立川断層帯地震 死者 中等症者

（破壊開始点：北） 負傷者 軽症者

内重傷者 相模トラフ沿いの 死者

立川断層帯地震 死者 最大クラスの地震（参考） 重症者

（破壊開始点：南） 負傷者 中等症者

内重傷者 軽症者

冬、風速8m /秒、発生時刻

冬、風速8m /秒、発生時刻

冬、風速8m /秒、発生時刻

冬、風速8m /秒、発生時刻
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注 5）東京都における人的被害の集計結果の内、東京湾北部地震 5 時のケースを参考として示す。 

人的被害

死者 負傷者

うち重傷者

計
（人）

ゆれ･
液状
化
建物
被害

急傾
斜地
崩壊

火災
ブロッ
ク塀
等

屋外
落下
物

屋内
収容
物
(参考
値)

計
（人）

ゆれ･
液状化
建物被
害

急傾
斜地
崩壊

火災
ブロッ
ク塀
等

屋外
落下
物

屋内
収容
物

（参考
値）

計
（人）

ゆれ･
液状化
建物被
害

急傾
斜地
崩壊

火災
ブロッ
ク塀
等

屋外
落下
物

屋内
収容
物

（参考
値）

千代田区 千代田区

中央区 中央区

港区 港区

新宿区 新宿区

文京区 文京区

台東区 台東区

墨田区 墨田区

江東区 江東区

品川区 品川区

目黒区 目黒区

大田区 大田区

世田谷区 世田谷区

渋谷区 渋谷区

中野区 中野区

杉並区 杉並区

豊島区 豊島区

北区 北区

荒川区 荒川区

板橋区 板橋区

練馬区 練馬区

足立区 足立区

葛飾区 葛飾区

江戸川区 江戸川区

区部計 区部計

八王子市 八王子市

立川市 立川市

武蔵野市 武蔵野市

三鷹市 三鷹市

青梅市 青梅市

府中市 府中市

昭島市 昭島市

調布市 調布市

町田市 町田市

小金井市 小金井市

小平市 小平市

日野市 日野市

東村山市 東村山市

国分寺市 国分寺市

国立市 国立市

福生市 福生市

狛江市 狛江市

東大和市 東大和市

清瀬市 清瀬市

東久留米市 東久留米市

武蔵村山市 武蔵村山市

多摩市 多摩市

稲城市 稲城市

羽村市 羽村市

あきる野市 あきる野市

西東京市 西東京市

瑞穂町 瑞穂町

日の出町 日の出町

檜原村 檜原村

奥多摩町 奥多摩町

多摩計 多摩計

都計 都計

※小数点以下の四捨五入により合計は合わないことがある。 （都資料により筆者作成）

区市町村別人的被害（東京湾北部地震　冬　5時　風速8m/s　M7.3）
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医療機関等までの搬送環境

（ ）地震に関する地域危険度測定調査

発生する負傷者は、木造密集市街地などの災害時の危険性が高い地区の有無で変化する。被害想

定調査は、この点を考慮した手法として建物状況ごとの建物全壊率等を用いている。これと、類似

する調査に危険度測定調査がある。なお、防災計画および被害想定調査は、総務部の危機管理課等

の防災部局が担当する一方、都市整備部局では、定期的に（例えば、東京都の場合、「東京都震災対

策条例」に基づき、概ね５年ごと）危険度測定（判定）調査を行い、防災都市づくりに活用すると

している。 
この危険度測定調査について、例えば、東京都の「地震に関する地域危険度測定調査（第 7 回）」

（平成 25 年 9 月、市街化区域の 5,133 町丁目を対象）14）は、被害想定が想定する特定の震源では

なく、全ての地域で同条件の地震の発生を設定して、町丁目単位での危険性を調査し、危険性の度

合いを 5 段階でランキングしたものであり、危険性の測定は、建物倒壊危険度、火災危険度、災害

時活動困難度および総合危険度の 4 項目で構成されている。 
特に、第 7 回調査から導入された災害時活動困難度注 6）は、「地震により建物が倒壊したり火災が

発生したりした時には、危険地域からの避難や、消火・救助などの災害時活動のしやすさ（困難さ）

が、その後の被害の大きさに影響する。災害時活動困難度は、このような活動のしやすさ（困難さ）

を道路網の稠密さや広幅員道路の多さなど、道路基盤の整備状況に基づき測定するもの」とされて

おり、被害想定調査の道路被害（災害路の閉塞率等）との類似性を確認する必要がある。 
なお、東京都は、町丁目単位での建物倒壊の危険性（ha 当りの「建物倒壊危険量」）を公開して

おり、被害想定調査の市区町村単位より詳細なデータとなっている。ことから、地域危険度測定調

査は、負傷者が発生する場所の特徴と病院までの搬送の難易について参考となる調査であるといえ

る。 
 

（ ）道路閉塞

道路は、都市での人の移動と物品搬送を支える重要な施設であるにもかかわらず、阪神・淡路と

東日本の大震災において救護活動が直面した最大の問題が道路閉塞（通行途絶と渋滞）であった。

ここでは、自治体の道路閉塞の設定と患者搬送に関する研究を概観する。

まず、例えば、東京都の第 回危険度測定調査は、災害時活動困難度の測定方法で、①活動困難

面積率α（ ～ 、 ～ 、 ～ 、 以上の道路幅員ごとにバッファ幅を設定し、バッファ面積

合計を町丁目面積で除した割合を から減じた数値）と②道路ネットワーク稠密度β（町丁目の各

点からから 幅員道路までの到達所要時間を平均した数値を 分で除した数値）を用いて計算

（災害時活動困難度＝（α×β） ）している。そして、その値を町丁目ごとに順位付けし、５つ

のランクに分けて相対的に評価してマップで段階表示している。

しかしながら、災害時活動困難度の計算では、建物倒壊等により通行が困難になる空間の発生を

直接的には組み込んでおらず、道路幅員等の静的な都市空間データがそれを代替しているように見

られる。
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注 東京都「地震に関する地域危険度測定調査（第 回）」より抜粋
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次に、東京都の被害想定では、細街路の閉塞を推計する手法として、「幅員 未満の狭い国道、

都道及び区市町村道を細街路」とし、対象となる細街路を道路幅員別に つに区分（幅員 未満

の道路、幅員 以上 未満の道路、幅員 以上 未満の道路）して、阪神・淡路大震災

の調査データ（閉塞率は ～ 道路が ～ 、 ～ 道路が 周辺）を参考に、各区分の道路閉

塞率を算出・集計後、 メッシュごとの道路閉塞率を算出している注 ）。なお、ここでいう道路閉

塞率とは、「メッシュ内における道路結節点（交差点から交差点）を結ぶ区間を道路の区間として、

道路区間総数のうち閉塞する区間数の割合」とされ、「通行可能な道路幅員が ｍ以下になった状態」

とされている。

また、算出したメッシュごとの道路閉塞率を集計し、発生する道路閉塞の程度を３つに区分（道

路閉塞率 ％未満、 ～ ％未満、 ％以上）してマップ表示している。そして、「都内で閉塞率

％以上の地域の割合が最も高くなるのは多摩直下地震の場合で広く多摩地域を中心に約 ％発

生する」と報告している。

更に、東京消防庁は、東京都震災対策条例第 条に基づく「地域別延焼危険度測定」 を概ね

年ごとに実施しており、第 回（平成 年 月）の「 震災時の消火活動困難度」において、「震

災時の火災においては、道路閉塞などにより防火水槽等が使用できなくなると、その周辺での消火

活動を行うことが困難になります。この地図は、防火水槽等の位置、道路の幅員などから、防火水

槽等が使用できる可能性を推定し、メッシュごとに表したものです。」として困難度のマップを掲載

するとともに、測定手法の概要を示している。

また、東京消防庁が実施した「地震火災による人的被害の軽減方策 平成 年 月」 ）では、

「第 章震災時における新たな危険性の評価」で、建物倒壊による道路閉塞および建物倒壊時に発

生する瓦礫幅の計測結果を用いた道路閉塞確率による通行可能性について評価を行い、道路リンク

ごとに道路閉塞確率が算定されて通行可能性を示す、との計算手順を説明し、「東京消防庁で 年

以上活用されている震災時通行可能道路（空地や耐火構造物等に面した地域・・・ 以上の道

路）」の見直しについて触れている。

加えて、他の計算手法の事例を示すと、神奈川県茅ヶ崎市の都市政策課が作成した「地震による

地域危険度測定調査報告」 では、緊急輸送路を対象とした「道路閉塞確率」と町丁目内にある道

路を対象とした「地区内通過確率」を測定している。要因を建物全壊による瓦礫のはみだし量とし、

道路閉塞確率（歩行者の空間 以下）の発生確率を 刻みで測定し、緊急輸送路の危険性を表示

している。また、町丁目ごとの車両の移動、通過のしやすさおよび人の避難・通過のしやすさの指

標として、歩行者空間 以上による地区内通過確率を 刻みで計算し、地区の危険性（ ％以下は

赤色、 ％以上は水色）をマップ表示している。

これらの調査・研究を踏まえると、大震災における搬送環境は、平常時の救急車あるいは自家用

車による患者搬送とは異なる市街地の環境となる可能性があり、道路閉塞等が発生する場合は徒歩

による担架搬送が必要となる状況を示しているといえる。なお、道路閉塞が発生する可能性の高い

道路幅員あるいは通行可能空間の幅に関する設定は、計算手法により異なる状況ではあるが、概ね、

以下の道路は危険性が高く、 道路はある程度安全であり、 以上は通行可能な状況を想定と

していると考えられる。
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注 東京都 「地震による被害想定」 より細街路の閉塞率分布に関する部分を引用

  



第１章　研究の背景と目的

30 
 

災害時の医療救護の担い手

（ ）負傷者を救護する主体

ここでは、負傷者を救出し搬送する担い手について状況を確認する。

まず、河田恵昭（ 年）による阪神・淡路大震災の「大規模地震災害による人的被害の予測」

）で、救急隊に救助された負傷者は約 割であったことが明らかになった。また、（社）日本火災

学会（ 年）の「 年兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書」 ）においても、生埋

め・閉じ込めの救助の主体は自力約 ％・家族約 ％・友人隣人約 ％であり、救助隊は約 ％に

過ぎなかったことが報告されている。

大震災において、救出および受傷場所から災害病院に至る間の搬送は、公助（救急隊、救急車等）

を期待することには限界があり、大半は自助・共助としての「バイスタンダー（救急現場に居あわ

せた発見者、同伴者等）」が担うことを前提とする必要性が伺える。

公助の限界について、例えば、東京都の被害想定、東京消防庁の救急統計 ）および災害時医療救

護活動ガイドラインのデータ比較を表 に示す。発災直後に各所で発生する死傷者数の内の重傷

者数に限っても、約 の救急隊が 隊当り 人～ 人に対応する想定になる。また、 日当りの

出場件数（平均）約 件に対する倍率では、 倍～ 倍の重傷者が短時間の間に発生する

ことになる。緊急医療救護所数（ か所）との比較では、 か所平均ではあるが、負傷者数で

人～ 人、重傷者数で 人～ 人が来所する計算になる。

医療救護計画では、受傷場所から病院あるいは病院間の負傷者搬送は、救急車もしくは近隣住民

が搬送するとしている。被害想定レベルの負傷者が発生し、道路閉塞が起こる場合、単純な量的比

較においても救急車搬送がカバーできる人数は限られており、策定された計画間に隙間が生じてい

る可能性が伺える。

また、救急車を前提とすれば、 分程度で遠方の病院にも搬送が可能であるが、バイスタンダー

が簡易担架に重傷者を乗せて徒歩で搬送する場合、短時間で病院に到達できるエリアは限られる。

負傷者の視点に立った搬送を前提とすることは、計画間の隙間を回避する契機になると考えられる

（ ）負傷者の搬送手段の確認

前述した吉岡ら（ 年）による阪神・淡路大震災の入院患者の調査では、 日間の経日的な被

災地病院から後方病院等への搬送手段（全 件）が、救急車・病院車・公用車（ 件、 ％）、

ヘリコプター（ 件 ％）、自家用車など（ 件 ％）、不明（ 件 ％、徒歩の可能性

あり）であると報告されている。病院の管理下での域外搬送であっても、救急車等は ％程度で、

ヘリコプターは一桁のパーセンテージである。

また、神戸市消防局の阪神・淡路大震災の記録 （消防機関の対応、事故種別出動件数）では、

自然災害によるものが 月 日 件、 月 日 件、 月 日 件、 月 日 件、 月

日 件で、 月 日から 日の 日間合計は、自然災害 件、急病 件、転院搬送

件総計 件となっている。これは、同消防局がまとめた死傷者 人の である。また、

ヘリによる救急活動（ 日数件程度）は全てが転院搬送であり、ヘリ搬送の多くは物資搬送であっ

たことが述べられている。  
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表 救急隊活動と被害想定の死傷者数との比較（東京都）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

東京消防庁H Pより

救急隊数 区部

平成28年年間出場件数 多摩

1日当り出場件数（平均） 合計

被害想定の発生死傷者数 人 緊急医療救護所の受持ち人数

東京湾北部地震（M 7.3） 死者

負傷者

内重傷者

多摩直下地震（M 7.3） 死者

負傷者

内重傷者

立川断層帯地震（M 7.4） 死者

負傷者

内重傷者

元禄型関東地震（M 8.2） 死者

負傷者

内重傷者

救急隊1隊当りの受持ち人数 人

東京湾北部地震（M 7.3） 死者

負傷者

内重傷者

多摩直下地震（M 7.3） 死者

負傷者

内重傷者

立川断層帯地震（M 7.4） 死者

負傷者

内重傷者

元禄型関東地震（M 8.2） 死者

負傷者

内重傷者

発生死傷者数／1日当り出場件数　倍率 倍

東京湾北部地震（M 7.3） 死者

負傷者

内重傷者

多摩直下地震（M 7.3） 死者

負傷者

内重傷者

立川断層帯地震（M 7.4） 死者

負傷者

内重傷者

元禄型関東地震（M 8.2） 死者

負傷者

内重傷者

冬、風速8m /秒、発生時刻
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負傷者（需要側）からの発想

（ ）負傷者の状況

大震災で発生する負傷者の実態に関する調査研究は、阪神・淡路と東日本の つの大震災を中心

に多岐にわたりなされている。ここでは、厚労省の科研費による初期救急医療の実態調査と自治体

の被害想定における重傷者の定義について概観する。

）負傷者像

阪神・淡路大震災の初期救急医療の実態からみた患者像について、吉岡ら（平成 年（ 年））

）は、「震災後、被災地内外の基幹病院 施設を直接訪問し、震災後 日間に入院した全症例の

カルテを閲覧する」方法で調査し、発生した傷病「震災関連患者 例（外因 例、疾病

例）」に対して「外傷、疾病患者の発生状況、重症度、初療、集中治療および転送状況」に注目して

分析している。症例の内訳は、「軟部組織損傷、四肢骨折が 例」、「挫滅症候群、脊椎骨折、骨

盤骨折は 例以上」、「挫滅症候群では、 ％の症例に集中治療が施行され、 例が死亡、死亡率

％」、「臓器損傷例は 例で集中治療の施行率は ％、死亡率 ％（挫滅症候群を超える）」、

「外傷患者 例の集中治療施行率は ％、死亡率は ％」と分析されている。

また、震災特有の重篤な傷病は集中治療の施行率が高く死亡率も高いとされ、この調査の発災後

の外傷別の累積入院患者数の集計によると、入院患者数がほぼ ％近くに達する期間は、挫滅症

候群と臓器損傷は 日後まで、脊椎・骨盤骨折とその他は 日後までとされている。

なお、神戸市消防局による死傷者数のまとめでは、死者が 人、負傷者が 人、合計は

人である。

）重傷者の定義

来院重傷者数を論ずる際に、重傷とはどのような状態（容態、症状）かを確認する必要がある。

重傷あるいは重症が、自力歩行が可能な状態を指すケースと、生命の危機が切迫している状態を指

すケースでは、提供すべき医療救護の内容が全く異なるといえる。行政の調査報告で使用される用

語と症状の程度の定義と根拠を以下に示す。

まず、災害対策基本法を根拠とする防災関連の分野では、「重傷 者 」を用い、「 か月以上の入

院を要する状態 者 」と定義している ）。災害救助法関連の「手当」と関係した定義と考えられる。

また、内閣府および自治体の被害想定調査も、「負傷者数 内重傷者数 」を使用している。

次に、消防の救急分野では、「重症」を用い、「傷病の程度が３週間以上の入院加療を必要とする

もの」 ）と定義している。傷病の判定は医師の判定によるものであり、救急隊の判定ではないため

に医療分野の用語となる。重傷が怪我を指す一方、重症は疾病と怪我の両方の症状程度を指す。

また、一般的には、重症より重く命に係わる症状区分として、重体・重態、重篤、危篤の用語が

用いられており、救急分野の一部ではこれら区分を導入すべきとの提言 ）があるが、現在の防災関

連の活動計画ではこれら区分はほとんど見受けられない。

なお、大分県等の防災計画では、重傷と別に重篤の区分を用いており ）、神奈川県の被害想定調

査 ）では、「定量的に想定する負傷者数は、想定手法の定義から重傷者を「入院を要する負傷者数」、

軽傷者を「入院を要しない負傷者数」としている。しかし、この分類は、実際の医療対応の区分に

はそぐわないため、新たに医療対応に沿った重症者、中等症者、軽症者を設定し、負傷者数を算出
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した。」注 ）としている。

災害により発生する重傷者の定義については、今後の社会的動向を注視する必要があるが、本研

究では、防災計画関連のデータを多く使用することから、災害対策基本法の「 か月以上の入院を

要する状態」を基本に、自力歩行が不能で、速やかに医師による治療を開始すべき命に係わる状態

であるとしている。また、「重傷（者）」の表現を主に用いるとともに、症状の度合いを表す場合は

「重症度」を用いる。

 
注 8 神奈川県 「地震による被害想定調査」より引用 
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（ ）容態の変化

）重傷と救命限界時間

負傷者の視点に立った時に重要なファクターが「容体悪化」である。健常な人間でも 時間飲み

食いなしで閉じ込められた場合、生存の可能性は極めて低くなる。特に重傷者の容態は、時間経過

とともに悪化し、早期に治療を受けなければ死に至る。重傷者の救命は、容態の悪化速度と搬送速

度との戦いであり、その意味で、受傷から病院に到達するまでの時間 距離 が最重要になる。

まず、地域保健医療計画の災害医療事業では、トリアージの説明がなされているが、例えば赤タ

グの負傷者は、速やかに治療を開始する状態とされるのみで限界時間には言及されていない。病院

前トリアージの説明としては妥当であろうが、現場トリアージの場合は限界時間に触れることが求

められる。同様に、災害時の医療救護計画においても、限界時間に関する記載は見られない。

一方、救急統計は平常時における救急搬送時間を重視している。総務省消防庁の「平成 年版

救急救助の現況 Ⅰ救急編」 ）によると、平成 年中の救急自動車による病院収容所要時間（

番通報を受けてから病院に収容するまでに要した時間）は全国平均で 分であり、 分以上

分未満が ％、 分以上 分未満が ％の分布となっている。

また、「救急出動要請の覚知から医師引継ぎまでの平均所要時間を消防本部規模別でみると、覚知

から医師引継ぎまでの平均所要時間が最も早かったのは、管轄人口区分が 万人以上 万人未満

の消防本部の 分で、最も時間を要していたのは管轄人口区分が 万人以上の消防本部の

分となっている」とのことである。これらのことから、受傷から治療開始までの時間と救命率との

密接な関係は、「分単位」であることが表現されている。

これらから、バイスタンダーが簡易担架で重傷者を搬送する場合、受傷から 分ないし 時間

程度の時間内で治療開始に至れば、応急手当を除き平常時の救命救急と同等の条件であり、これで

死亡した場合は、「防ぎえなかった死」となろう。ただし、徒歩による搬送速度では、救急車とは比

較にならないほど短い到達距離になるため、搬送に関する前提の転換が必要といえよう。

）容態悪化の定量的把握

どの程度の時間経過で重傷者の生存率が限界点に達するかについて、生存率曲線による分析が報

告されている注 ）。例えば、 （ ）の生命曲線では、死亡率 と ％のレベルで、①心

肺停止 分と 分、②呼吸停止 分と 分、③多量出血 分と 時間 分であり、また、

（ ）の 報告書にある救命曲線では、呼吸停止からの蘇生率は ％が 分、 ％

が 分、 ％が 分となっている。これらは、疫学的根拠に乏しいと言われる一方、直感的理解には

有用であり、救急救命士や看護師等の初級教育で用いられている。

また、治療開始ではなく、応急手当（心肺蘇生）の開始までの時間について、米国心臓協会（ ）

の「心肺蘇生法 国際統一ガイドライン のハイライト（日本語版）」 ）では、心室細動からの

時間経過と生存退院率は、 分以内の開始で ％、 分以内で ％となっている。これについて、

総務省消防庁の「救急救助の現況」の統計では、心肺停止における心肺蘇生の開始時間と か月後

生存率との関係は、 分以内に消防隊員が心肺蘇生を開始した場合は ％台であるが、 分以降

は低減し、 分以上の開始では ％となる注 ）。
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国交省 平成 20 年度国土交通白書 ドリンカーの救命曲線（Dr. Drinker‘s Survival Curve） 
第 1 章第 2 節 p.26 コラムより ：（1966 年、アメリカ） 
カーラーの救命曲線 

 
 
 
 
 
 
 
 
総務省消防庁 平成 28 年版「救急救命の現況」、 
Ⅰ救急編 資料 救急隊が心肺蘇生を開始した時間区分別の生存率（10 ヵ年累計）、p.102 より 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

注 9）Cara M（1981）と Drinker P（1966）の生命曲線頼および総務省消防庁「救急救命の状況」から引用した「心肺停止患

者の救命のタイミングと 1 カ月後生存率」の図を示す 
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こうしてみると、救急救命が用いている各種スケール（評価法の尺度）では、重傷者の受傷時点

からの生存限界時間あるいは救命治療の開始までに要する時間について、分単位であることが示さ

れている。

そこで、被災した重傷者の容態とその変化の定量的把握について、救命救急分野の重症度判定で

用いられている、スコア形式のアルゴリズムである「予測生存率（ ）」

注 ）に着目した。しかしながら、「予測生存率」は、治療開始時点の重症度判定が主であり、受傷時

と病院到着時の判定を比較した予測生存率の低下速度に関する調査研究は少なく、また、負傷者ご

との個別性が高いために、一般的法則性を明らかにはできない状況である。

この中で、千葉県が実施した交通事故調査報告書注 ）は、予測生存率の悪化速度に関する調査結

果を掲載しており、救急隊接触時の平均が ％、治療開始時の平均が ％、病院前救護時間は平均

分 秒とされている。これらから悪化速度を単純計算すると、平均約 ポイント／ 分（

ポイント／ 分、 ポイント／ 分、 ポイント／ 分）の低下となる。なお、この調査の目

的は、治療開始時の ％以上を「防ぎえた死」とし、死亡症例中にどの程度の該当者がいたかを

明らかにすることであるとされている。

これらに対し、外傷救命分野の経験則では、受傷後 1 時間以内に決定的治療を施すとその後の感

染を軽減できる等により生存の確度が高まることから、「ゴールデンアワー」30）と称する指標があ

る。救急救命の医師等にヒアリングし、重い外傷で生存率を確保できる時間の目安は、ゴールデン

アワー同様に 1～1.5 時間であろうとの意見を得たため、救命に望まれる生存率を維持できる限界

時間を「クリティカルアワー（1 時間）」と称し、災害時に発生する重傷者に対して医療救護活動を

行う際の目安と考えることとする。 
 
なお、病院前の緊急度判定（トリアージ）を時間と関係づけたプロトコルについては、「平成

年度 緊急度判定体系実証検証事業報告書」 ）があり、緊急度の類型の「黄（準緊急）」の定義は、

「２時間を目安とした時間経過が生命予後・機能予後に影響を及ぼす病態」としている。しかしな

がら、地域保健医療計画の災害医療事業等で説明されるトリアージタグ（緑・黄・赤・黒）は、「最

大多数の幸福」の考え方に基づき、重症度に加えて災害時の限られた医療資源を配分するための緊

急性（順序）を示す相対的尺度であり、治療までの時間を記述しているものは少なく、「予測生存率」

のような絶対的尺度ではない。
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注 10）千葉県交通事故調査委員会による「平成 24 年 交通事故死亡事例調査報告書」（平成 26 年 12 月）に、予測生存率の変

化を調査した報告がなされている。該当部分を引用する。 
 

①病院前救護時間について P.15 
（２） 救急隊接触時に生命徴候を認めた 60 例の病院前救護時間 

以上を整理すると、事故発生から救急隊の患者接触までは平均 13 分 37 秒、事故発生から救急隊現場出発までは平均

28 分 15 秒、事故発生から医師の治療開始までの時間は平均 45 分 42 秒であった（図 21）。 
 
②予測生存率の変化について 

C. ISS, RTS, Ps の検討、3）予測生存率（Ps） p.18、p.19 
Ps の平均は 0.41 即ち予測生存率 41％であり、重症度が高いことを示唆している一方で、予測生存率 80％以上の症例

が 13 例存在した（図 27）。（中略）予測生存率は、救急隊が現場で患者に接触したときは 41％であったが、医師の治療

開始時には 30％まで有意に低下し、救急隊の現場活動中または搬送中に予測生存率は 11 ポイント低下していた（p＝
0.007）（図 29）。 
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）容態悪化と搬送との関係

容態は、搬送中に低下するため、最短時間で病院での治療が開始されることが望まれる。ここで

は、予測生存率（ ）の概念を用いた容態悪化速度と搬送速度の関係を説明する概念図を図 に

示す。

この図は、①受傷場所での救出後（ 時点）、バイスタンダーによる搬送速度が のケースは、

治療室到着時 （ 時点）に予測生存率が を保てる一方、②搬送速度が のケースでは、治

療室到着時 （ 時点）に予測生存率が となり救命の可能性が低くなることを表している。ま

た、③消防の救急救命士等による応急手当が施された場合は、容態の悪化にある程度対処できるが、

専門的な応急手当は経験のないバイスタンダーでは、それが期待できない。加えて、バイスタンダ

ーは、重症度を判断できるスキルを持たないため、症状如何にかかわらず、できるだけ短時間で救

出し、搬送手段を整えて、最短距離の病院に向けて搬送を開始するという考え方である。

なお、搬送速度に関する既往研究では、有友ら（ 年）による「医療機関を対象とした避難シ

ミュレーション」研究 ）において、院内実験での障害物のない廊下における担架搬送速度は ／

分と述べられている。しかしながら、災害時の屋外における徒歩での担架搬送による速度を明らか

にした研究は見られない状況である。本研究では、徒歩搬送の速度の目安を、一般的な徒歩速度

／分の ％である ／分に設定した。なお、自家用車での速度は不明である。

 
）時間の経過に伴う重傷者数の変化

被害想定調査が算出している死傷者数は、その多くが建物の倒壊によるものであるため、発災時

点の人数であるといえる。それに対して、来院重者数を推計する観点からは、救出と搬送に要する

時間内において発生する容態の変化を条件に組み込んだうえで、病院に到達する重傷者数の推移を

時系列で計算することが必要になる。

これを求めるのに必要な要因を整理すると、空間的には「受傷現場」と「搬送中」に区分され、

容態の変化では「発災時の重傷者数」と「中等症の重症化数」に区分される。

受傷現場では、①発災時の重傷者数の変化（救出、残留、死亡）、②中等症数の変化（救出、残留、

重症化、死亡）、を時系列で求め、また、救出後の搬送中の重症化については、搬送開始時点の重傷

者数に中等症者の重症化数を加えることになる。

これにより、計算される被災現場と搬送中の重傷者数を時系列で合計して、病院に到達する時系

列の重傷者数を得ることができる。

しかしながら、阪神・淡路大震災の各種調査により、建物被害と発生する負傷者数との関係を用

いた計算手法の研究が進み、その結果が被害想定等に活かされている一方、バイスタンダーによる

救出と搬送およびその間の容態悪化については統計的な記録が難しいため、この計算には限界が予

想される。
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図 時間経過と生存率に関する概念図 
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病院選択と来院負傷者数の推計

（ ）市民の病院選択行動と来院負傷者数の推計

災害時の病院選択について、山下ら（ 年）は、愛知県の 地域を対象に行ったアンケートに

より、地域住民が震災時にどの病院、診療所を選択するかを調査している 。地域住民が選択した

病院は、「概ね ～ の範囲内（徒歩限界）であり、この数値が、逆に施設側からみた患者数予

測の糸口になると考える」としている。重症度が高いあるいは家族が負傷した場合は、診療所では

なく、大型の病院を選択する傾向が示されている。

また、山下ら（ 年）による阪神・淡路大震災の被災地内の 病院を対象とした来院患者のカ

ルテ調査 では、「震災発生直後には遠方からの患者は少なく、大部分の患者が病院近くの住民で

あった事実を示している」とし、患者の受療圏域が災害時と平常時で大きく異なること、来院手段

（徒歩／自動車など）の選択肢が災害時には大きく制限されることを明らかにしている。カルテ調

査における 年 月 日の 病院データでは、累積 ％までの距離が、 ～ 、累積 ％

が ～ であり、内 病院では平常時の 倍程度の距離と推計している。しかしながら、混

乱した中での記録の不在からか、来院手段の徒歩・自家用車の割合は分析されていない。

病院までの距離と選択について、讃岐ら（ ）は、宮城県の 次救急医療施設を対象として、

受入れ拒否を組み込んだ「探索シナリオ」と予め搬送先病院を指定した「割当シナリオ」で、自家

用車による病院への到達距離（アクセシビリティ）を計算し、割当てシナリオでは を超える移

動距離のケースが減少する効果を示している 。また、移動距離ごとに シナリオの搬送人数を比

較し、割当てシナリオでは遠距離移動の人数が減少するとしている。

複数因子を用いた病院選択について、小池ら（ 年）は、病院までの距離、病院の魅力度、道

路状況を影響因子とした傷病者行動（病院選択）モデルを用いて、西宮市の中部と南部の 小学校

区を対象に病院選択と来院傷病者数の計算を行っている 。魅力度は病床数（ 床以上は と

以下は ）と病院知名度（救急指定・公立病院は係数に を加える）を用いている。 以下

の病院のポテンシャルが高く、それより遠くの病院は魅力度にかかわらずポテンシャル値が極めて

低い結果となっている。実際の来院傷病者数と計算値との比較では、高い相関を認めている。

これらの実態調査と研究から、平常時においては、市民は 以下の知名度が高く病床数の多い

病院を選択する傾向がみられ、自動車利用の場合 が転換点であるとされており、また、災害時

における病院選択の距離は 乃至 であることが示されている。いずれの研究も、病院選

択において距離や病院の内容が影響することを明らかにしているが、災害時の来院重傷者数の推計

手法としての社会的な普及には至っていない状況である。

（ ）医療分野における圏域の概念

来院重傷者数の推計は、受傷場所と受け入れ病院との 2 点間の関係を分析することから「圏域」

の考え方が重要である。ここでは、医療分野で用いられている圏域に関する用語として「医療圏」、

「診療圏」および「受療圏」を対象にそれらの背景について概観する。 
まず、「医療圏」は、医療法 36）が、第五章医療提供体制の確保・第二節医療計画の第三十条の四

において「都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医

療提供体制の確保を図るための計画（以下「医療計画」という。）を定めるものとする。」と規定す
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が ～ であり、内 病院では平常時の 倍程度の距離と推計している。しかしながら、混

乱した中での記録の不在からか、来院手段の徒歩・自家用車の割合は分析されていない。
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受入れ拒否を組み込んだ「探索シナリオ」と予め搬送先病院を指定した「割当シナリオ」で、自家

用車による病院への到達距離（アクセシビリティ）を計算し、割当てシナリオでは を超える移

動距離のケースが減少する効果を示している 。また、移動距離ごとに シナリオの搬送人数を比

較し、割当てシナリオでは遠距離移動の人数が減少するとしている。

複数因子を用いた病院選択について、小池ら（ 年）は、病院までの距離、病院の魅力度、道

路状況を影響因子とした傷病者行動（病院選択）モデルを用いて、西宮市の中部と南部の 小学校
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の病院のポテンシャルが高く、それより遠くの病院は魅力度にかかわらずポテンシャル値が極めて

低い結果となっている。実際の来院傷病者数と計算値との比較では、高い相関を認めている。

これらの実態調査と研究から、平常時においては、市民は 以下の知名度が高く病床数の多い

病院を選択する傾向がみられ、自動車利用の場合 が転換点であるとされており、また、災害時

における病院選択の距離は 乃至 であることが示されている。いずれの研究も、病院選

択において距離や病院の内容が影響することを明らかにしているが、災害時の来院重傷者数の推計

手法としての社会的な普及には至っていない状況である。

（ ）医療分野における圏域の概念

来院重傷者数の推計は、受傷場所と受け入れ病院との 2 点間の関係を分析することから「圏域」

の考え方が重要である。ここでは、医療分野で用いられている圏域に関する用語として「医療圏」、

「診療圏」および「受療圏」を対象にそれらの背景について概観する。 
まず、「医療圏」は、医療法 36）が、第五章医療提供体制の確保・第二節医療計画の第三十条の四

において「都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医

療提供体制の確保を図るための計画（以下「医療計画」という。）を定めるものとする。」と規定す
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る中で、「第二項第十二号及び第十三号に規定する区域の設定」に該当する地域的単位を指してい

る。具体的には、厚労省医政局長発・都道府県知事あての通知「医療計画について」37）に従い、都

道府県が地域保健医療計画において二次保健医療圏および三次保健医療圏を定めることになってお

り、「医療圏」は、医療政策を進めるために行政が使用する用語である。 
次に、「診療圏」は、雑誌「病院」が 1958 年 3 月号で「診療圏」を特集し、この中で吉武らが「医

療機関の地域利用についての調査」として昭和 56～57 年に実施した調査の概要を報告するととも

に、吉武らの 1950 年代の「医療機関の使われ方」調査の関連として、柳沢は 1961 年に「都市総合

病院の診療圏」を報告している 38）。また、菅野らは 1972 年から 1977 年にかけて行った「医療需

要に関する研究」および 1974 年の「医療圏域の設定に関する調査研究」39）において、筧らは 1977
年の「医療施設の地域計画に関する基礎的研究」（1977 年）40）において、松本は 1982 年の「医療

施設の地域的整備計画に関する研究」41）において「診療圏」を論じている。 
なお、近年では、地域における医療施設の配置計画の目的ではなく、病院経営の視点から、病院

を中心に置き、顧客である来院患者の分布エリアを分析する際に「診療圏」の用語を使用するケー

スが多くみられる。 
加えて、「受療圏」は、患者の受療行動に視点を当てた概念であり、患者が医療施設を利用する圏

域と解釈される。この受療行動という用語について、厚生労働省の「受療行動調査」の冒頭「調査

の沿革」 ）に、「医療に関する統計調査は、従来から患者の状況や医療施設の状況を医療施設面から

把握してきたが、人口の高齢化、疾病構造の変化等の医療をめぐる状況が年々多様化してきている

ことを踏まえて、平成 年 月に有識者からなる「医療統計のあり方に関する検討会」において、

医療の利用者側である患者側から情報を把握するための新規調査の導入が提言された。」（下線は筆

者）と述べられている。このように、利用者から発想する姿勢を持つ研究等で「受療圏」が使用さ

れるケースが見られるが、「診療圏」との具体的な相違は明らかではない。

こうしてみると、圏域を表現する用語では、医療行政の区域単位を示す「医療圏」、病院を中心と

する患者分布を示す「診療圏」、患者を中心とする病院選択エリアを示す「受療圏」、が使用されて

いると理解し、本研究では「病院に来院する重傷者の分布」を対象とするため、最も近い「診療圏」

の用語を使用することとする。 
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第 章のまとめ

第 1 章では、来院する負傷者数を推計する手法の構築とその活用に関する研究を進めるために知

る必要がある必須の構成要素は、負傷者に対応する病院、発生する負傷者の場所と人数およびその

間をつなぐ搬送の 3 点であるとして、それらおよび関連する事項の状況を確認することとした。な

お、本研究の主たる対象地域と負傷者像は、最大の人的被害が想定される東京と救命医療を最も必

要とする重傷者とした。

 
まず、負傷者を受け入れる病院については、大震災の被害が広域にわたるため、これへの対策は

公共機関が主導すべき課題になると考え、全都道府県の「地域防災計画」、「地域保健医療計画」お

よび詳細版である「災害時医療救護計画」の公表状況を概観して一覧表に整理したうえで、これら

の計画の中で自治体が指定する負傷者を受入れる病院の一覧とその環境として規定する災害時の医

療救護体制の状況を確認した。

また、 都府県が重症度に応じた負傷者のフローを定めており、重傷者は指定病院で応急手当を

施されたのちに災害拠点病院に収容されるルールであることを示した。

 
次に、発生する死傷者（内、重傷者）については、都道府県は東日本大震災を契機に全国的に見

直しを行った「地震による被害想定調査」においてその人数を計算しており、市区町村ごとに集計

した結果を公開している状況であることを確認し、策定状況の一覧表を作成した。なお、その計算

プロセスはほぼ全国共通の手法によっており、また、被害想定調査では、各都道府県に所在する各

分野の研究者が参加し最新の知見を導入するとともに「最悪の事態を想定する」点が特徴的である

ことを示した。

また、この調査は発生する負傷者数に言及したものであるが、それを受け入れる病院との関係は

明らかにしていない状況であることを指摘した。

 
更に、受傷場所から医療機関までの搬送環境について、自治体が策定する「地震に関する地域危

険度測定調査」および「地震による被害想定調査」を概観し、災害時活動困難度の測定結果および

道路閉塞の考え方と計算手法を確認した。 
そして、震災時に車両および徒歩による搬送が困難になる地域の分布を確認するとともに、計算

の対象となる道路幅員と歩行可能空間の数値が自治体により異なることを指摘した。 
加えて、搬送に関連する事項として、阪神・淡路大震災の調査等から、救護の担い手について調

べ、その多く（ 割程度）が「バイスタンダー」による自助・共助であり、救急隊等による公助では

ないことを確認した。このことについて、東京都の被害想定調査による発生死傷者数の想定と救急

隊数（ 日平均の出場件数）を比較し、公助の限界を明らかにした。また、そのことが自治体の医

療救護計画の内容に反映されていないことを指摘した。

上述した自治体の医療救護に関する計画では、需要側である負傷者の視点に立った内容が見られ

ないことから、負傷者から発想するために、震災による負傷者像、重傷の定義および重傷者の容態

悪化に関する既往研究を調べた。
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隊数（ 日平均の出場件数）を比較し、公助の限界を明らかにした。また、そのことが自治体の医

療救護計画の内容に反映されていないことを指摘した。

上述した自治体の医療救護に関する計画では、需要側である負傷者の視点に立った内容が見られ

ないことから、負傷者から発想するために、震災による負傷者像、重傷の定義および重傷者の容態

悪化に関する既往研究を調べた。
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まず、震災特有の傷病を確認するとともに、「重傷」は災害対策基本法の関連として防災計画で使

用され、「重症」は医療分野の診断で使用される用語であること、定義により重傷者数の設定が異な

る可能性があることを確認した。そして、防災計画関連の公開データの豊富さから、本研究では「重

傷」の用語を用いることとした。

次に、重傷者の容態は時々刻々悪化するため、救命には受傷から治療開始までの時間という要素

が不可欠である一方、自治体の医療救護計画はこれに触れていないことを示した。これに対し、外

傷系の救急医療分野では、「予測生存率（ ： ）」を用いて重症度を定量化

し救命の判定を行う手法がみられるが、これは個別症例への適用に限られていることを確認した。

また、一般的な救命の限界時間に関するデータが見当たらないため、救急統計で搬送時間が重要な

指標となっている状況を踏まえ、「最短時間（距離）での病院到達」が救命の確度を高めること、ま

た、救急医療の知見を参考にすると 時間以内での治療開始が望ましいこと、という新たな条件を

追加することを述べた。

 
加えて、負傷者からの発想に関連する要素として、負傷者の病院選択、来院重傷者数の推計およ

び医療分野の圏域設定について該当する既往研究を調べた。

まず、災害時の病院選択については、住民を対象としたアンケート調査から大型の病院を選択す

る傾向が示され、また、来院負傷者数の試算については、ハフモデル手法を用いた研究等から距離

との相関が示されていることを確認した。しかしながら、市民の選択判断に着目した来院負傷者数

の予測手法であるこれらの研究の成果は、社会的な普及には至っていない状況であることを指摘し

た。

次に、来院重傷者数の推計は、受傷場所と受け入れ病院との 2 点間の関係を分析することから「圏

域」の考え方が必要になる。よって、医療分野の圏域を表現する用語である「医療圏」、「診療圏」

および「受療圏」の概念について調べた。これらより、医療法を根拠とする「医療圏」、病院を中心

とする患者分布を示す「診療圏」、患者を中心とする病院選択エリアを示す「受療圏」の考え方を理

解したうえで、本研究では最も近い「診療圏」の用語を使用することとした。 
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研究の目的、方法および手順

（ ）研究の目的

第 章では、来院する負傷者数の推計とその活用に関する研究を進めるために知る必要がある必

須の構成要素を定めて状況を確認した。その過程で、それらに関連する事項と要素間の関係につい

て、①発生する重傷者の場所および人数と指定病院、②過去の大震災および災害時の医療救護計画

での救護の主体と搬送方法、③災害のフェーズ設定と医療班の配備時間、④重傷者の時間経過によ

る容態の変化、⑤重傷者の病院選択の状況を確認した。 
これらの状況確認から、来院する負傷者数を推計する際に重要な「病院の選択」が地域住民の判

断に委ねられていること、自助・共助（バイスタンダー）が主体的に活動せざるを得ない状況であ

ること、重傷者の時間経過に伴う容態の悪化が搬送および病院の選択条件として考慮されていない

こと、来院重傷者数の推計手法が社会的な普及に至っていないことが明らかになった。 
この状況に対し、上記の各種要素で構成される来院重傷者数の推計は、病院が災害時の医療機能

継続計画を検討する際に不可欠な要素であることに加え、自治体が災害時の医療救護計画をより具

体的な内容とする契機となる可能性が伺えることから、解決すべき重要な課題であると考えた。

これらの状況及び課題認識を踏まえ、本研究は、自治体が策定している災害時の被害想定調査お

よび指定病院一覧等の公開データを使用し、上述した構成要素間の整合性を確保する条件を明らか

にして、来院重傷者数を推計するシミュレーションの方法を構築するとともにその活用の方向性を

検討することを目的とすることとした。

 
（ ）研究の方法

研究の方法は、まず、公共機関が作成し社会が共有している公開データを使用する。具体的には、

震災関係では、地域防災計画（医療救護対策）、地域保健医療計画（災害医療事業）、災害時の医療

救護計画、災害時の被害想定調査（市区町村別の人的被害）および災害時の指定病院一覧等であり、

一般情報では、国勢調査（人口）および医療施設情報（国交省の国土数値情報）等を用いる。なお、

本研究では公開データの背景をなす精度の検証は行わないため、来院重傷者数を推計する際に、こ

のことによる精度の限界がある。

次に、医療救護プロセスについては、自治体が定めている医療救護体制のルールに従い、搬送先

の指定病院等でトリアージと応急手当てを受けた後に、重傷者は災害拠点病院に、中等症は災害連

携病院および救急告示病院等に収容されることを条件とする。また、負傷者の搬送については、バ

イスタンダーによる徒歩での搬送を基本とする。なお、本研究は、全国を視野に入れているが、シ

ミュレーション方法の検討における対象地域を、最大の人的被害が想定されるが故に防災計画等の

内容が緻密で公開データが豊富である東京とする。

更に、構成要素間の整合性を改善する方法では、負傷者は最短時間で救命治療が開始されること

により生存率が高まることから、受傷場所から「最短距離の病院に搬送される」ことを基本的な条

件として追加する。なお、最短距離の病院を選択することは、市民の自発的判断ではなく、生存率
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研究の目的、方法および手順

（ ）研究の目的

第 章では、来院する負傷者数の推計とその活用に関する研究を進めるために知る必要がある必

須の構成要素を定めて状況を確認した。その過程で、それらに関連する事項と要素間の関係につい

て、①発生する重傷者の場所および人数と指定病院、②過去の大震災および災害時の医療救護計画

での救護の主体と搬送方法、③災害のフェーズ設定と医療班の配備時間、④重傷者の時間経過によ

る容態の変化、⑤重傷者の病院選択の状況を確認した。 
これらの状況確認から、来院する負傷者数を推計する際に重要な「病院の選択」が地域住民の判

断に委ねられていること、自助・共助（バイスタンダー）が主体的に活動せざるを得ない状況であ

ること、重傷者の時間経過に伴う容態の悪化が搬送および病院の選択条件として考慮されていない

こと、来院重傷者数の推計手法が社会的な普及に至っていないことが明らかになった。 
この状況に対し、上記の各種要素で構成される来院重傷者数の推計は、病院が災害時の医療機能

継続計画を検討する際に不可欠な要素であることに加え、自治体が災害時の医療救護計画をより具

体的な内容とする契機となる可能性が伺えることから、解決すべき重要な課題であると考えた。

これらの状況及び課題認識を踏まえ、本研究は、自治体が策定している災害時の被害想定調査お

よび指定病院一覧等の公開データを使用し、上述した構成要素間の整合性を確保する条件を明らか

にして、来院重傷者数を推計するシミュレーションの方法を構築するとともにその活用の方向性を

検討することを目的とすることとした。

 
（ ）研究の方法

研究の方法は、まず、公共機関が作成し社会が共有している公開データを使用する。具体的には、

震災関係では、地域防災計画（医療救護対策）、地域保健医療計画（災害医療事業）、災害時の医療

救護計画、災害時の被害想定調査（市区町村別の人的被害）および災害時の指定病院一覧等であり、

一般情報では、国勢調査（人口）および医療施設情報（国交省の国土数値情報）等を用いる。なお、

本研究では公開データの背景をなす精度の検証は行わないため、来院重傷者数を推計する際に、こ

のことによる精度の限界がある。

次に、医療救護プロセスについては、自治体が定めている医療救護体制のルールに従い、搬送先

の指定病院等でトリアージと応急手当てを受けた後に、重傷者は災害拠点病院に、中等症は災害連

携病院および救急告示病院等に収容されることを条件とする。また、負傷者の搬送については、バ

イスタンダーによる徒歩での搬送を基本とする。なお、本研究は、全国を視野に入れているが、シ

ミュレーション方法の検討における対象地域を、最大の人的被害が想定されるが故に防災計画等の

内容が緻密で公開データが豊富である東京とする。

更に、構成要素間の整合性を改善する方法では、負傷者は最短時間で救命治療が開始されること

により生存率が高まることから、受傷場所から「最短距離の病院に搬送される」ことを基本的な条

件として追加する。なお、最短距離の病院を選択することは、市民の自発的判断ではなく、生存率
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向上の観点のみによるものである。また、シミュレーション方法の検討における負傷者の対象を、

救命医療を最も必要とし病院にとっても優先度が最も高い重傷者に絞って進めることとする。

なお、受傷場所と指定病院の関係等の地理情報の分析には、公開されている （地理情報シス

テム）ソフトである （ の略称、無償で地理情報の閲覧、編集、分析機能を有する

オープンソースソフトウェア、開発元は 、国交省が自治体に使用を推奨し

ている））および本研究で作成する道路距離計算ソフトを使用するとともに、地理情報については、

地域メッシュダウンロードサービス（総務省） ）、国土数値情報ダウンロードサービス（国交省）

）および地理院地図（国交省） ）等を使用する。

  



第１章　研究の背景と目的
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（ ）研究の手順

本研究は、以下の手順で行う（図 ）。

データの準備：第 章

①「第 章背景」で述べた、推計に必要なファクターの状況を確認し、課題を認識するとともに

研究の目的を定めた。また、新たな要素として「最短時間での治療到達」を加えた

来院重傷者数を推計するための基本情報の作成：第 章

②重傷者の分布データを得るために、被害想定調査から区市町村別の重傷者データを国勢調査

メッシュに結合して「重傷メッシュ」を作成する。

③指定病院の分布データを得るために、都道府県の指定病院と国土数値情報の医療機関データを

突合し指定病院データを作成する。また、東京都で発生する重傷者を受け入れる指定病院を設

定する。

道路距離計算を用いた診療圏設定と来院重傷者数の推計：第 章

④重傷者を受け入れる指定病院を特定するために、各重傷メッシュの中心と各指定病院間の道路

距離を計算して、最短距離の指定病院ごとに該当メッシュの重傷者数をグループ化し、受傷場

所から直接来院する重傷者数を集計する。また、グループ化されたメッシュ群を「災害時診療

圏」（定義は後述）として地図表示する。

⑤災害拠点病院と災害連携病院（定義は後述）を関係づけるために、各災害拠点病院と災害各連

携病院間の道路距離を計算し、最短距離の災害拠点病院ごとに該当する連携病院をグループ化

する。また、グループ化された災害連携病院群を「災害病院連携圏」（定義は後述）として地図

表示する。

⑥最終的に災害拠点病院に搬送・収容される重傷者を求めるために、グループ化された災害連携

病院の重傷者数を災害拠点病院の重傷者数に合算する。

災害時診療圏に関する分析：第 章

⑦一定時間（クリティカルアワー）内の病院到達可能メッシュ群（「自力救命圏」と称する）を抽

出し地図表示する。また、一定時間内での到達が可能な病院数（「病院選択肢」と称する）をメ

ッシュごとに算出し地図表示する。

⑧自力救命圏メッシュ群の重傷者数と災害時診療圏メッシュ群の重傷者数の比率を求め、これを

「カバー率」と称する。

 
その他の方法による来院重傷者数の推計：第 章

⑨病院を母点とするボロノイ分割による災害時診療圏の設定および地域危険度測定調査の町丁目

データを用いる重傷メッシュの設定による来院重傷者数の推計方法について考察を加える。

 
なお、来院重傷者数、自力救命圏、病院選択肢およびカバー率の計算結果の分析により得られる、

それらの活用の方向性は水色の枠内に記載している。  
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（ ）研究の手順

本研究は、以下の手順で行う（図 ）。

データの準備：第 章

①「第 章背景」で述べた、推計に必要なファクターの状況を確認し、課題を認識するとともに

研究の目的を定めた。また、新たな要素として「最短時間での治療到達」を加えた

来院重傷者数を推計するための基本情報の作成：第 章

②重傷者の分布データを得るために、被害想定調査から区市町村別の重傷者データを国勢調査

メッシュに結合して「重傷メッシュ」を作成する。

③指定病院の分布データを得るために、都道府県の指定病院と国土数値情報の医療機関データを

突合し指定病院データを作成する。また、東京都で発生する重傷者を受け入れる指定病院を設

定する。

道路距離計算を用いた診療圏設定と来院重傷者数の推計：第 章

④重傷者を受け入れる指定病院を特定するために、各重傷メッシュの中心と各指定病院間の道路

距離を計算して、最短距離の指定病院ごとに該当メッシュの重傷者数をグループ化し、受傷場

所から直接来院する重傷者数を集計する。また、グループ化されたメッシュ群を「災害時診療

圏」（定義は後述）として地図表示する。

⑤災害拠点病院と災害連携病院（定義は後述）を関係づけるために、各災害拠点病院と災害各連

携病院間の道路距離を計算し、最短距離の災害拠点病院ごとに該当する連携病院をグループ化

する。また、グループ化された災害連携病院群を「災害病院連携圏」（定義は後述）として地図

表示する。

⑥最終的に災害拠点病院に搬送・収容される重傷者を求めるために、グループ化された災害連携

病院の重傷者数を災害拠点病院の重傷者数に合算する。

災害時診療圏に関する分析：第 章

⑦一定時間（クリティカルアワー）内の病院到達可能メッシュ群（「自力救命圏」と称する）を抽

出し地図表示する。また、一定時間内での到達が可能な病院数（「病院選択肢」と称する）をメ

ッシュごとに算出し地図表示する。

⑧自力救命圏メッシュ群の重傷者数と災害時診療圏メッシュ群の重傷者数の比率を求め、これを

「カバー率」と称する。

 
その他の方法による来院重傷者数の推計：第 章

⑨病院を母点とするボロノイ分割による災害時診療圏の設定および地域危険度測定調査の町丁目

データを用いる重傷メッシュの設定による来院重傷者数の推計方法について考察を加える。

 
なお、来院重傷者数、自力救命圏、病院選択肢およびカバー率の計算結果の分析により得られる、

それらの活用の方向性は水色の枠内に記載している。  
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【第 章】推計のための基本情報の作成

 
 
 
 
 

【第 章】道路距離計算による来院重傷者数の推計 【第 章】災害時診療圏の分析 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 分析  分析 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 研究の手順

②重傷メッシュの作成・

重傷者分布のマップ化

③指定病院データの作成・

病院分布のマップ化

⑥
連携病院と拠点病院の来院重傷者数と
拠点病院に収容される重傷者数を集計

⑦
自力救命圏の
メッシュを集計

④
重傷メッシュ～災害病院

の距離を集計

最短距離の災害病院
で来院重傷者数を集計

⑤
連携病院～拠点謬院

の距離を集計

最短距離の拠点病院
で連携病院をグループ化

災害時診療圏マップ化 災害病院連携圏マップ化

⑧
自力救命圏／災害時診療圏

のカバー率を集計

病院選択肢の
メッシュを集計

①【第 章】推計に必要な要因の状況確認、
課題認識および研究の目的

自治体等の公開データとして：
人的被害想定調査、指定病院一覧

国勢調査 メッシュ、医療施設データ

新たな要素：「最短時間での治療到達」

災害病院の医療機能継続計画

への活用の可能性

災害病院の分布と

災害時診療圏の特徴

に関する状況分析

自力救命圏と病院選択肢
マップ化

災害病院間の地域連携体制

への活用の可能性

【第 章】その他の方法の考察
⑨ボロノイ分割および

地域危険度測定調査による推計
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第２章 推計のための基本情報の作成

 
 
 
 
 
 

  



第２章　推計のための基本情報の作成
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第 章 推計のための基本情報の作成

本章では、来院重傷者数を推計するにあたり基本となる要因である「発生する重傷者数」および

「それを受け入れる指定病院」の 点に関し、 で扱う地理的分布のデータを作成するための条

件設定、作成手順およびその成果について述べる。

重傷メッシュの作成

（ ）区域単位の設定

人口が密集する都市部では、一つの市区町村の中に複数の指定病院が立地している。例えば、新

宿区の指定病院は 病院、横浜市神奈川区は 病院、名古屋市中村区は 病院、大阪市阿倍野区

は 病院、広島市中区は 病院、福岡市南区は 病院、熊本市東区は 病院、熊本県荒尾市は

病院といった状況である。よって、発生する重傷者の分布を把握するにあたり、被害想定調査が集

計し公開している市区町村の区域に対してより細かい区域単位を設定する必要が生ずる。

なお、被害想定調査では、 メッシュごとに人的被害を計算しているが、この計算過程は非公

開であり市区町村単位で集計した結果が公開されている。

一方、総務省統計局が整備し独立行政法人統計センターが運用管理する「政府統計の総合窓口（

）」では、「地図で見る統計 統計 」のダウンロードサイトで、「国勢調査（人口）」につい

て、「 分の 地域メッシュ統計（ メッシュ、 次メッシュとも称する）」単位でのデータを提

供している。

これらを踏まえ、重傷者の分布データ（以下、「重傷メッシュ」という。）は、国勢調査 メッ

シュを利用して作成することとする。ちなみに、目安として都市計画運用指針 ）の「近隣住区」を

メッシュ数に換算すると、半径 の円を内包する ㎢（ × ）の正方形でとらえた場

合、 × ＝ メッシュ数となる。近隣住区は徒歩通学できる小学校区や地域コミュニティーの広さ

を表すことから、災害時の住民活動を考えるうえでの参考区域になる可能性があろう。なお、広さ

㎢（ × 、半径 の円を内包する正方形）は × ＝ メッシュ数である。

 
（ ）重傷メッシュ作成の手順

重傷者の分布は、市区町村ごとに集計されている重傷者数を人口比（メッシュ人口／市区町村人

口）で割り振り、その結果を国勢調査 メッシュに結合することにより求めている。重傷メッシ

ュの作成手順を図 に、重傷メッシュのデータ項目（ ファイルの属性データ）を表 に示

す。表 の赤線の項目が、メッシュに含まれる地震ごと、時刻ごとの重傷者数である。

なお、データソースである被害想定の重傷者数は発災時刻ごとの建物内滞留人口（ メッシュ）

を使用しており、人口の時刻変化を反映している。一方、重傷メッシュへの加工は夜間人口比（メ

ッシュ人口／区市町村人口）を用いている。建物内滞留人口と同程度の時刻による人口変化が、区

市町村全体で起こっていれば誤差は小さいが、区市町村内で偏りがある場合は誤差が発生すること

になる。被害想定において、建物内滞留人口が区市町村で集計されている以上、この誤差の回避に

は限界がある。
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第 章 推計のための基本情報の作成

本章では、来院重傷者数を推計するにあたり基本となる要因である「発生する重傷者数」および

「それを受け入れる指定病院」の 点に関し、 で扱う地理的分布のデータを作成するための条

件設定、作成手順およびその成果について述べる。

重傷メッシュの作成

（ ）区域単位の設定

人口が密集する都市部では、一つの市区町村の中に複数の指定病院が立地している。例えば、新

宿区の指定病院は 病院、横浜市神奈川区は 病院、名古屋市中村区は 病院、大阪市阿倍野区

は 病院、広島市中区は 病院、福岡市南区は 病院、熊本市東区は 病院、熊本県荒尾市は

病院といった状況である。よって、発生する重傷者の分布を把握するにあたり、被害想定調査が集

計し公開している市区町村の区域に対してより細かい区域単位を設定する必要が生ずる。

なお、被害想定調査では、 メッシュごとに人的被害を計算しているが、この計算過程は非公

開であり市区町村単位で集計した結果が公開されている。

一方、総務省統計局が整備し独立行政法人統計センターが運用管理する「政府統計の総合窓口（
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（ ）重傷メッシュ作成の手順
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SIN は、重傷者数（severely injured num ber）の意

図 重傷メッシュの作成手順

国勢調査 メッシュ
メッシュ人口
区市町村人口

重傷 メッシュ
メッシュ重傷者数

人的被害
区市町村別の重傷者数

地震・時刻
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（ ）東京都の重傷メッシュ

東京都は、「東京湾北部地震」、「多摩直下地震」、「立川断層帯地震」、「元禄型関東地震」の 地震

を想定している。各地震における発災時刻 ： 、 ： 、 ： ごとの全重傷者数（冬、風速

／ ）を表 に、重傷メッシュの分布状況を図 、図 、図 に示す。

 
表 東京都の想定地震と重傷者数（人）

 
 
 
 
 
 
 
 
東京湾北部地震が重傷者の総数で最多となるが、その分布は概ね区部にとどまっている。一方、

多摩直下地震では、多摩地域を超える区部を含めた広範囲で多くの重傷者が発生している。この分

布状況から区部の人口集積と脆弱性が伺える。多摩で発生した地震であっても、直下地震の場合は

区部の負傷者に対する対応が求められることになる。

次に、立川断層帯地震で発生する重傷者は立川市周辺に限定されており、区部の指定病院は、被

災地外の医療機関として の派遣や広域搬送されてくる負傷者の受け入れ等の支援体制を整え

ることになる。

また、相模トラフを震源とする元禄型関東地震では、神奈川県に近接する区部および多摩の南部

に首都直下地震並みの規模の重傷者が分布しており、都の北側および県境をまたいだ指定病院への

搬送体制が求められよう。

指定病院は、最悪のケースを想定するのみでなく、「地震により重傷者の発生数と分布は異なり、

搬送や病院の役割が変化する」という設定に基づいた対応計画を策定する必要があろう。

東京都の重傷メッシュで用いたレンジ設定を表 に示す。

 
表 重傷者数表示のレンジ設定

レンジ メッシュ当り重傷者数 四方（ メッシュ）の重傷者数

～ ～ 人

～ ～ 人

～ ～ 人

～ ～ 人

～ ～ 人

～ 人以上

  

区部 多摩 計 区部 多摩 計 区部 多摩 計

東京湾北部地震

多摩直下地震

立川断層帯地震

元禄型関東地震

想定地震
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災害病院の設定

（ ）全国共通の災害病院リスト作成の試み

第 章で示したように、都道府県は、地域防災計画および地域保健医療計画に基づき、発災直後

（災害の「超急性期」）に発生する負傷者に対応する病院を指定している。しかしながら、指定のル

ールは一様ではない。本研究では、指定された病院を「災害病院」と総称することとし、災害病院

の区分を整理して全国共通のルール化を図ったうえで災害病院リストを作成する。このリストが受

け入れ（医療供給）側の基本情報となる。

阪神・淡路大震災を契機に制度化された災害拠点病院は、厚労省のルールに基づき、都道府県が

次保健医療圏に か所を原則に指定している。災害拠点病院が災害時医療の中核的機能を担う一

方、より身近な地域での初動期の対応が必要となるため、自治体の災害時医療救護計画は、平常時

の救急医療機関にその役割を担わせ、災害拠点病院と連携する 段階の受け入れ体制を構築してい

る。

その中で、自治体は、災害拠点病院と連携する医療機関について異なった名称を使用している。

大きくは、災害医療に関する独自の名称を付している自治体と、平常時の救急医療体制注 ）に基づ

いて 次救急病院注 ）あるいは救急告示（指定）病院が災害時の負傷者に対応するとしている自治

体に二分されている。例えば、災害拠点病院と連携する災害時の病院の独自名称は、東京都では災

害拠点連携病院・災害医療支援病院、千葉県と大阪府は災害医療協力病院、神奈川県は災害協力病

院、三重県は災害医療支援病院である。

試みとして全国共通の名称と役割を表 に示す。本研究では、「災害拠点病院」と「災害連携病

院」の タイプによる構成とし、その総称として「災害病院」を用いることとする。

なお、救急病院が負傷者に対応することに変わりはないが、災害時には平常時の救急医療体制と

は異なる体制が立ち上がり病院の役割も変化することから、複数の自治体が独自の名称を使用して

いると考えられる。

また、災害時医療救護計画に記載されている医療救護所は、トリアージと応急手当のための仮設

場所であり、救急診療所は 時間体制ではないため、この 施設はリスト作成の対象から除外し

ている。 次救急病院については輪番制が多く、発災直後では医師が不足する病院が存在するとの

指摘も考えられるが、設備は整っておりスタッフの登院（自動参集）により負傷者対応は可能と考

えリストに含めることとする。

 
表 自治体の災害時の病院指定状況

本研究での病院区分と名称 受入時 治療後 最終的収容

災害病院 災害拠点病院

トリアージ

応急手当

中等症を搬出 重傷

災害連携病院 災害協力病院

重傷を搬出 中等症救急病院 次救急病院

救急告示病院

※太字は筆者が独自に設定した名称
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（ ）データ項目の選定とコードの追加

全国共通のルールにより を用いて災害病院の分布等を分析するには、病院に属するデータ項

目の設定が重要である。公開データ項目と追加する独自データ項目について述べる。

公開データの項目は、国土数値情報ダウンロードサービス（国土交通省国土政策局国土情報課）

（注 ）が提供する「医療機関データ（点データ）」注 ）および都道府県が公開する災害病院の一覧に記
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図 災害病院の区分と略号
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なお、国土数値情報の「医療機関データ（点データ）」の属性情報は病院の位置座標を含めていな
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（ ）災害病院データファイルの作成

前述した国土数値情報ダウンロードサービスの「医療機関」データ注 ）と都道府県の災害病院一

覧を用いて災害病院データファイルを作成する手順を図 に、属性情報を表 に、分布図を図

に示す。筆者が独自に追加した項目を表 中に赤線で示す。なお、 の座標系は、全国を

対象とするため緯度経度（世界測地系、日本測地系 、 ）を用いる。

また、各病院リストをデータベースソフトで紐づけたいところではあるが、全てに共通するキー

コードが病院の公開データに含まれていないため、災害病院の選択と加工は手動で行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
表 災害病院データファイルの属性情報

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図 重傷メッシュの作成手順

属性データ項目 内容 出典 事例

医療機関の位置 国土数値情報 Point (139.72167・・・)

略号 筆者の独自付与

施設名称 国土数値情報 東京都立広尾病院

施設名称② 筆者の独自付与 13_B 37東京都立広尾病院

区分 筆者の独自付与

所在地 国土数値情報 東京都渋谷区恵比寿２－３４－１０

開設者分類 国土数値情報

経度座標 筆者の独自付与

緯度座標 筆者の独自付与

市区町村コード esri社全国市区町村界データ

都道府県 esri社全国市区町村界データ 東京都

市区町村 esri社全国市区町村界データ 渋谷区

市区町村人口 esri社全国市区町村界データ

国土数値情報
医療施設データ

自治体の
災害病院一覧

厚生局の保健医療機関一覧
自治体の病院一覧

災害病院を選択し
独自コードを追加

災害病院
データファイル

参照
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図 災害病院の分布図（市区町村別の重傷データを公開している都道府県）
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（ ）都道府県ごとの災害病院の選定

被害想定調査は都道府県単位で実施されているため、重傷メッシュを使用した来院重傷者数の推

計は都道府県ごとに行うことになる。しかしながら、推計対象の都道府県の行政界付近で発生する

負傷者は、隣接県の災害病院に搬送される事態が発生することから、 で県境からバッファを描

き、その範囲に含まれる災害病院を搬送先病院とする。バッファ距離は任意に設定できるが、搬送

手段（救急車、自家用車、簡易担架での徒歩等）や河川等を含めた県境の状況に応じて距離を設定

する。

東京都の県境バッファ のエリアを設定し、選定した搬送先の災害病院の分布を図 に示す。 
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第６次徳島県保健医療計画、平成 25 年 4 月、p.107 

 

 

 

 

 

 

 

  

注 平常時の救急医療体制の説明図を示す。救急告示病院は、消防法（昭和 年法律第 号）第２条第

９項に規定する「救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担当する医療機関で、救急病院等を定

める省令（昭和 年厚生省令第 号）に規定された基準に該当する病院又は診療所から都道府県知事が

告示し指定する病院」（救急指定病院ともいう）で、 次救急病院（地域保健医療計画の救急医療体制で

定める病院）とは必ずしも一致しない。
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第６次徳島県保健医療計画、平成 25 年 4 月、p.107 

 

 

 

 

 

 

 

  

注 平常時の救急医療体制の説明図を示す。救急告示病院は、消防法（昭和 年法律第 号）第２条第
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注 国土数値情報ダウンロードサービス：医療機関 第 版、閲覧

関連する法律：医療法 昭和 年法律第 号

原典資料（原典表示）：平成 年 月時点：各都道府県からの提供資料

作成方法：各都道府県から収集した医療機関一覧などの資料から位置情報を取得し、「数値地図 （地

図画像）」、「電子地形図（タイル）」を基に位置を定めた。位置情報以外については、資料に記載

の情報を基に作成した。

 

注 2 二次救急について、千葉県の説明を以下に引用する。

県民の質問「千葉県の救急体制について教えてください。」への回答：千葉県健康福祉部健康福祉指導課企画情

報班 平成 年 月 日

救急医療体制は各都道府県、各郡市町村のそれぞれの医療事情によりかなり違いがあります。従って一概に全

国共通の方式というのはありませんが、救急体制をとっている病院や患者さんの緊急度、重症度などによって

ある程度分けることができます。千葉県を例に取ってみると次のように分けられます。

・第 次救急医療体制；休日や夜間の救急患者の診療をします。入院設備がないことが多く、手術や入院が必

要なときには 次救急医療機関に転送します。千葉県では の夜間休日急病診療所 うち、歯科のみ と

地区の医師会が在宅当番医制をとっています。新聞の地方欄や市町村からの広報、 ページ「ちば救急

医療ネット」にその日の当番医や急病診療所の連絡先が載っています。

・第 次救急医療体制；救急車により直接、または 次救急医療機関から転送されてくる重症救急患者に対応

します。千葉県では県が認定する救急病院・救急診療所（救急告示医療機関）や、 地区の 病院（同一

病院が複数地域に参加する場合も含む）が輪番制で対応しています。また、救急基幹センターとして 病院

が 次救急医療機関の機能の一部を代行しています。

・第 次救急医療体制；重篤の救急患者の対応に当たります。千葉県では、 次救命救急センターとして千葉県

救急医療センター、旭中央病院、君津中央病院、亀田総合病院、松戸市立総合医療センター、成田赤十字病

院、船橋市立医療センター、日本医科大学千葉北総病院、順天堂大学医学部附属浦安病院、東京慈恵会医科

大学附属柏病院、東千葉メディカルセンター、東京女子医科大学附属八千代医療センター、帝京大学ちば総

合医療センターの 病院が担当しています。特に千葉県救急医療センターは独立した 次救命救急センタ

ーで、一般診療は原則として行っていません。

急病の時には、まず 次医療機関を受診し、必要があればさらに高次の救急医療機関に転送されるのが原則で

す。
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第 章 道路距離計算による来院重傷者数の推計

道路距離計算の考え方

（ ）重傷者を起点とする道路距離計算を用いる理由

患者と病院との関係を分析する際に、従来、救急医療の分析等で使用されている病院を母点とす

る到達圏として診療圏を描く手法、例えば円バッファや道路到達圏といった手法（図 ）では、

例えば、患者 および のように何れかの病院の圏域に含まれている場合、特定の病院との関係を

識別し易い。しかしながら、患者ａのように到達圏に含まれていない場合、背景となる全体の病院

との位置関係を示すことは難しい。また、各病院からの細かい等高線を描くのでなければ病院との

距離を測ることはできない。

一方、患者を起点とした全病院までの道路距離を計算する方法であれば、距離という条件に限ら

れはするが、患者と全ての病院との位置関係の測定が容易である。また、例えば、最短距離の病院

が被災して機能不全となっていることを追加条件とした場合、次に近い病院を 番目の選択肢とし

て示すことができる等の使い方が可能であるが、到達圏の地図表現ではこのような検討は難しい。

一般的に、病院までの距離あるいは時間が病院選択の重要な要素であり、また、災害で発生する

重傷者の場合は、日常的な疾病に比べて距離の重要性が増すことから、次に示すステップを踏むこ

とで、重傷者の病院選択を組み入れる方法を構築する。

ステップ－ ：メッシュ （重傷者 、 ）から全病院（ ）までの距離を計算し（

一対 多）、それを全メッシュで行うことで、重傷者を母点とした基本条件

（道路距離）を記載した表（ 多対 多）を作成する（図 ）

ステップ－ ：最短距離の病院で、該当するメッシュ群をソートして、病院ごとにくくり

なおした表（ 多対 一の集計表）を作成する

ここにおいて、東京都（平成 年時点）におけるデータ量は、重傷メッシュ数は メッシ

ュ（縦軸、メッシュ人口が 人以上のメッシュは メッシュ（ ％））、災害病院数は災害拠

点病院 病院で連携病院 病院、合計 病院（横軸）である。また、この計算を実施するため

に、道路距離計算のソフトを作成しており、このソフトの仕様は、道路閉塞等の通行可能な道路条

件の設定ができること、搬送速度を指定して時間条件での到達病院の選定が可能になること等とし

ている。

なお、ステップ－ の集計表は、重傷者から発想する意味での「受療圏」の概念に基づいており

（距離という一つの受療行動条件のみで病院を選択）、ステップ－ の集計表は「診療圏」の概念に

近いといえる。なお、本研究が目指す「来院重傷者数の推計」は、病院ごとに人数を求めることか

ら、計算のプロセスで使用する用語は「診療圏」とする。

加えて、この「多対多」の考え方を拡張する使い方について述べる。例えばがんなどの特定の疾

病を持つ患者においては診療が可能な病院が限定され、また、複数の医療機関での診療プロセスが

求められる社会状況であるように、患者が有する固有の要求条件を考慮した病院選択を明らかにす

るケースにおいて、患者群と病院群を関係づける方法としての展開があり得ると考えられる。
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（距離という一つの受療行動条件のみで病院を選択）、ステップ－ の集計表は「診療圏」の概念に

近いといえる。なお、本研究が目指す「来院重傷者数の推計」は、病院ごとに人数を求めることか

ら、計算のプロセスで使用する用語は「診療圏」とする。

加えて、この「多対多」の考え方を拡張する使い方について述べる。例えばがんなどの特定の疾

病を持つ患者においては診療が可能な病院が限定され、また、複数の医療機関での診療プロセスが

求められる社会状況であるように、患者が有する固有の要求条件を考慮した病院選択を明らかにす

るケースにおいて、患者群と病院群を関係づける方法としての展開があり得ると考えられる。

67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図 病院を中心とした道路到達圏（診療圏）
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図 重傷者を母点とする基本データソースの概念図
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まず、患者の要求条件（本研究では最短時間）を設定し、これに対する各病院の評価点を求めて

患者の行で各病院の評価点を記入する。これを全患者について行い集計表を作成する（「受療行動テ

ーブル」という。）。次に、病院で集計表をソートしてくくり直す等により、特定の要求に対応する

病院群あるいは診療プロセスを明らかにすることが可能になる。この方法は、病院群にとっては、

距離条件に診療プロセスを加えた現実的な診療圏を理解する方法にもなり得よう。

（ ）道路距離計算ソフトの概要

重傷メッシュ中心（ ）から災害病院（ ）までの 点間の道路距離を計算するためのソフト

の概要を述べる。このソフトには、①重傷メッシュと災害病院の ファイル（ ）を入力して全メ

ッシュから全病院までの道路距離を出力する機能を基本に、②道路距離が短い順に災害病院を集計

する、③災害病院ファイルから災害病院間の道路距離を出力する、④搬送速度を指定し一定時間内

に到達できる災害病院数（以下、「病院選択肢」という。詳細は後述）を出力する、という 種類の

計算機能を組み込んでいる。

なお、病院選択肢は、徒歩あるいは自家用車による搬送速度の相違を想定するとともに。それが

以上の場合にはそのメッシュの重傷者は複数の病院を選択できることを表す一方、 未満の場合

は一定時間内に病院到達が困難なメッシュであることを表す指標である。

作業手順を図 に操作画面を図 に示す。道路ネットワークデータは、 社のサーバー上

に設置されるクラウドサービスを使用している。道路のパラメータ（幅員、一方通行、専用道路等）

を変化させることで、簡易的な道路閉塞状況を設定できる。今回は、幅員 以上の道路で計算し

ている。入力するファイルの位置データは、世界測地系の緯度経度である。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 道路距離の作業手順
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図 重傷者を母点とする全災害病院への道路距離計算の概念図 
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災害時診療圏と災害病院連携圏の設定

重傷メッシュ～最短距離病院の道路距離集計表を、最短距離の災害病院でソートして、災害病院

ごとにメッシュをグループ化する。このメッシュ群を「災害時診療圏」という。

また、来院した段階で負傷者はトリアージと応急手当を受けた後、重傷者は災害拠点病院に搬送

されて収容されるルールであるため、最短距離である災害拠点病院で災害連携病院をグループ化す

る。この災害病院群を「災害病院連携圏」という。

図 および図 に、 病院を事例とした災害時診療圏と災害病院連携圏（ と

・ ・ ・ ・ ・ の災害時診療圏の合計）の地図表示を示す。なお、図

に 病院の災害時診療圏と災害病院連携圏を示すが、災害病院が近接している状況では最短

距離での災害時診療圏が半円の形状になり、不自然な印象を与えている。このようなケースでは最

短距離以外の設定が必要になろう。

なお、災害拠点病院と災害連携病院との間の固有名詞での関係は、災害時医療救護計画等では公

表されていない。ルールでは、地域災害医療コーディネーターが状況に応じて連携体制を判断する

ことになっており、この圏域は最短時間（距離）という限定的な設定によるものではあるが、災害

病院連携圏は、病院間の連携を具体的に議論する材料となると考えられる。

更に、災害時診療圏の活用については、例えば、市民が自宅や職場等と災害病院との位置関係を

得ることができ、また、災害病院は、平常時における診療圏と防災コミュニケーションが望まれる

エリアとの関係を視覚的に理解できるなどの方向性が考えられる。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 災害病院ごとの災害時診療圏の描画（赤枠は図 および図 の範囲を示す）

  

病院

病院
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病院の災害時診療圏

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

病院の災害病院連携圏

（赤色の と黄色の ・ ・ ・ ・ ・ の災害時診療圏の合計）

図 災害拠点病院ごとの災害病院連携圏の描画
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病院の災害時診療圏

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

病院の災害病院連携圏
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図 病院の災害時診療圏と災害病院連携圏の描画
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病院の災害病院連携圏
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図 病院の災害時診療圏と災害病院連携圏の描画
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来院重傷者数の推計

前述した災害時診療圏の重傷者数を集計した結果が来院する重傷者になる。また、重傷者のプロ

セスから、災害拠点病院の来院重傷者数は、受傷場所から直接来院する人数と災害連携病院を経由

する人数の合計になる。計算の手順を図 および表 に、東京都の集計を表 示す。

図 来院重傷者数の計算手順

 
表 来院重傷者数の集計の考え方

病院分類・名称 来院重傷者数 受傷場所

災害拠点病院（ ） ∑ 重傷者数 （自院とグループ病院）

災害拠点病院（ ） 来院重傷者数 災害時診療圏

災害連携病院（ ） 来院重傷者数 災害時診療圏

災害連携病院（ ） 来院重傷者数 災害時診療圏

災害連携病院（ ） 来院重傷者数 災害時診療圏

災害連携病院（ ） 来院重傷者数 災害時診療圏

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

属性データ項目 出典 内容 データ例

e-Statの境界データ メッシュ位置のベクターデータの格納

e-Statの境界データ 5次メッシュコード M ESH 1～5_ID  

e-Statの国調統計データ 5次メッシュ人口

esri社全国市区町村界データ 市区町村コード、5 桁の JIS コード

esri社全国市区町村界データ 都道府県名 東京都

esri社全国市区町村界データ 市区町村名、政令指定都市の場合は区名 北区

esri社全国市区町村界データ 総務省の住民基本台帳に基づく人口

筆者の計算 メッシュ人口比率（項目7÷項目3）

SIN _①05 筆者の計算　※ 想定地震①05時のメッシュ重傷者数

SIN _①12 筆者の計算　※ 想定地震①12時のメッシュ重傷者数

SIN _①18 筆者の計算　※ 想定地震①18時のメッシュ重傷者数

SIN _②05 筆者の計算　※ 想定地震②05時のメッシュ重傷者数

SIN _②12 筆者の計算　※ 想定地震②12時のメッシュ重傷者数

SIN _②18 筆者の計算　※ 想定地震②18時のメッシュ重傷者数

SIN _③05 筆者の計算　※ 想定地震③05時のメッシュ重傷者数

SIN _③12 筆者の計算　※ 想定地震③12時のメッシュ重傷者数

SIN _③18 筆者の計算　※ 想定地震③18時のメッシュ重傷者数

SIN _④05 筆者の計算　※ 想定地震④05時のメッシュ重傷者数

SIN _④12 筆者の計算　※ 想定地震④12時のメッシュ重傷者数

SIN _④18 筆者の計算　※ 想定地震④18時のメッシュ重傷者数

※ メッシュ重傷者数＝市区町村の重傷者数（自治体データから別に集計表を作成）×メッシュ人口比率（項目8）

SIN は、重傷者数（severely injured num ber）の意

各災害病院の
災害時診療圏内
のメッシュ群

メッシュ群の
重傷者を集計
→来院重傷者数

連携病院の
来院重傷者数

拠点病院の
来院重傷者数

拠点病院ごとに
グループ化される

連携病院群
（最短距離）

合算

災害時診療圏
内のメッシュ

メッシュが格納する
想定地震・時刻ごとの

重傷者数

重傷メッシュ
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推計結果から、災害時診療圏での上位 病院の来院重傷者数を表 に、災害拠点病院に収容

される重傷者数の上位 病院を表 に示す（いずれも 地震、朝 時）。まず、災害時診療圏の

ケースでは、最大数は東京湾北部地震で 病院の 人で、多摩直下地震の 人台を除け

ば、いずれも ～ 人が、受傷場所から上位 病院には来院することになる。これは、数時間

内に、救急車搬送レベルの重傷者が 人～ 人集中するイメージといえよう。

次に、災害拠点病院に最終的に収容される重傷者数の上位 病院を表 に示す。グループの

災害連携病院が多いケース、例えば、東京湾北部地震の 病院は 人を超えており、

病院は自院のみ来院の約 倍が来院することになる。いずれのケースでも、 人～ 人規模

の来院重傷者数になっている。
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桁代である。相模トラフを震源とする元禄型関東地震では、城南から多摩南部エリアの病院の来院

重傷者数が多い傾向が示されている。 
なお、来院重傷者数は、基本的には、重傷者の分布（図 ～ ）と同様な傾向を示すと考えら

れるが、多摩直下地震ではこれ以外の要因が伺える。多摩直下地震では、東京湾北部地震より人数

台東区 八王子市 東大和市 大田区

江東区 小平市 小平市 品川区

荒川区 東大和市 府中市 町田市

大田区 日野市 武蔵村山市 品川区

品川区 多摩市 日野市 町田市

品川区 多摩市 昭島市 大田区

墨田区 練馬区 昭島市 大田区

江東区 台東区 日野市 大田区

千代田区 世田谷区 立川市 町田市

荒川区 荒川区 立川市 大田区

東京湾北部　5：00 多摩直下　5：00 立川断層帯　5：00 元禄型関東　5：00

墨田区 日野市 立川市 大田区

墨田区 小平市 東大和市 大田区

荒川区 墨田区 福生市 町田市

江戸川区 世田谷区 日野市 大田区

江東区 八王子市 小平市 品川区

江東区 八王子市 府中市 墨田区

江戸川区 墨田区 八王子市 世田谷区

大田区 荒川区 八王子市 大田区

世田谷区 立川市 多摩市 墨田区

目黒区 東大和市 東村山市 目黒区

東京湾北部　5：00 多摩直下　5：00 立川断層帯　5：00 元禄型関東　5：00
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推計結果から、災害時診療圏での上位 病院の来院重傷者数を表 に、災害拠点病院に収容

される重傷者数の上位 病院を表 に示す（いずれも 地震、朝 時）。まず、災害時診療圏の

ケースでは、最大数は東京湾北部地震で 病院の 人で、多摩直下地震の 人台を除け

ば、いずれも ～ 人が、受傷場所から上位 病院には来院することになる。これは、数時間

内に、救急車搬送レベルの重傷者が 人～ 人集中するイメージといえよう。
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の来院重傷者数になっている。
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地域的な傾向では、東京湾北部地震では区部全体の病院に重傷者が集中し、特に城東エリアの病

院の来院数が多い。局所地震である立川断層帯地震では立川市周辺の病院で多く、区部の病院は一

桁代である。相模トラフを震源とする元禄型関東地震では、城南から多摩南部エリアの病院の来院

重傷者数が多い傾向が示されている。 
なお、来院重傷者数は、基本的には、重傷者の分布（図 ～ ）と同様な傾向を示すと考えら

れるが、多摩直下地震ではこれ以外の要因が伺える。多摩直下地震では、東京湾北部地震より人数

台東区 八王子市 東大和市 大田区

江東区 小平市 小平市 品川区

荒川区 東大和市 府中市 町田市

大田区 日野市 武蔵村山市 品川区

品川区 多摩市 日野市 町田市

品川区 多摩市 昭島市 大田区

墨田区 練馬区 昭島市 大田区

江東区 台東区 日野市 大田区

千代田区 世田谷区 立川市 町田市

荒川区 荒川区 立川市 大田区

東京湾北部　5：00 多摩直下　5：00 立川断層帯　5：00 元禄型関東　5：00

墨田区 日野市 立川市 大田区

墨田区 小平市 東大和市 大田区

荒川区 墨田区 福生市 町田市

江戸川区 世田谷区 日野市 大田区

江東区 八王子市 小平市 品川区

江東区 八王子市 府中市 墨田区

江戸川区 墨田区 八王子市 世田谷区

大田区 荒川区 八王子市 大田区

世田谷区 立川市 多摩市 墨田区

目黒区 東大和市 東村山市 目黒区

東京湾北部　5：00 多摩直下　5：00 立川断層帯　5：00 元禄型関東　5：00
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は半数程度であるが、多摩エリアにとどまらず区部の病院でも多くの来院重傷者が見られる。特に、

災害時診療圏では多摩エリアの病院が上位を占めているが、災害拠点病院では墨田区の 病

院と世田谷区の 病院が上位に位置している。これは、直下型地震の被災エリアの広さおよび

城東エリア等の市街地の脆弱性に加え、このエリアの災害病院連携圏、即ち、グループ化する病院

数あるいは病院密度との関係を示していると考えられる（表 の赤線部分）。

また、東京湾北部、多摩直下および立川断層帯の 3 地震における災害拠点病院（80 病院）の来院

重傷者数のグラフを図 3-10 に示す。これにおいても、上述した来院重傷者数の傾向がみられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

：千代田・中央・港・新宿・文京 ：豊島・北・荒川・板橋・練馬

：台東・墨田・江東 ：足立・葛飾・江戸川

：品川・目黒・大田 ：多摩エリア

：世田谷・渋谷・中野・杉並

図 災害拠点病院の来院重傷者数
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表 道路距離計算を用いた来院重傷者数の推計（東京都）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

略号
千代田区

千代田区

千代田区

千代田区

墨田区

中央区

中央区

中央区

港区

港区

港区

港区

港区

港区

港区

港区

新宿区

新宿区

新宿区

新宿区

新宿区

新宿区

新宿区

新宿区

新宿区

新宿区

渋谷区

渋谷区

渋谷区

新宿区

新宿区

新宿区

新宿区

千代田区

新宿区

新宿区

豊島区

新宿区

新宿区

文京区

文京区

文京区

文京区

千代田区

文京区

文京区

文京区

文京区

北区

文京区

文京区

台東区

台東区

台東区

墨田区

墨田区

墨田区

墨田区

墨田区

荒川区

台東区

足立区

墨田区

足立区

墨田区

墨田区

江東区

江東区

墨田区

江東区

墨田区

グループ化する病院数の多少と 
災害拠点病院の収容重傷者数 
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千代田区

千代田区

千代田区

千代田区

墨田区

中央区

中央区

中央区
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港区

港区

港区

港区

港区

港区

港区

新宿区

新宿区

新宿区

新宿区

新宿区

新宿区

新宿区

新宿区

新宿区

新宿区

渋谷区

渋谷区

渋谷区

新宿区

新宿区

新宿区

新宿区

千代田区

新宿区

新宿区

豊島区

新宿区

新宿区

文京区

文京区

文京区

文京区

千代田区

文京区

文京区

文京区

文京区

北区

文京区

文京区

台東区

台東区

台東区

墨田区

墨田区

墨田区

墨田区

墨田区

荒川区

台東区

足立区

墨田区

足立区

墨田区

墨田区

江東区

江東区

墨田区

江東区

墨田区

グループ化する病院数の多少と 
災害拠点病院の収容重傷者数 
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（続き）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

江東区

江東区

江東区

江東区

江東区

江戸川区

江戸川区

江東区

江東区

江東区

江東区

江東区

江東区

江東区

品川区

品川区

港区

品川区

品川区

品川区

品川区

大田区

目黒区

目黒区

目黒区

世田谷区

目黒区

目黒区

目黒区

世田谷区

世田谷区

大田区

大田区

大田区

大田区

大田区

大田区

大田区

世田谷区

世田谷区

大田区

大田区

大田区

大田区

大田区

品川区

大田区

大田区

大田区

大田区

大田区

大田区

世田谷区

世田谷区

世田谷区

世田谷区

世田谷区

世田谷区

世田谷区

世田谷区

世田谷区

杉並区

世田谷区

世田谷区

杉並区

杉並区

渋谷区

渋谷区

目黒区

目黒区
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（続き）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

渋谷区

渋谷区

目黒区

中野区

中野区

中野区

中野区

杉並区

杉並区

中野区

中野区

中野区

中野区

杉並区

杉並区

渋谷区

杉並区

杉並区

杉並区

杉並区

杉並区

豊島区

練馬区

武蔵野市

豊島区

豊島区

豊島区

豊島区

豊島区

豊島区

北区

北区

北区

北区

板橋区

板橋区

北区

板橋区

板橋区

荒川区

荒川区

荒川区

荒川区

荒川区

板橋区

板橋区

板橋区

北区

北区

北区

板橋区

板橋区

板橋区

板橋区

豊島区

板橋区

豊島区

板橋区

板橋区

板橋区

板橋区

練馬区

練馬区

練馬区

練馬区

練馬区
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（続き）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

渋谷区

渋谷区

目黒区

中野区

中野区

中野区

中野区

杉並区

杉並区

中野区

中野区

中野区

中野区

杉並区

杉並区

渋谷区

杉並区

杉並区

杉並区

杉並区

杉並区

豊島区

練馬区

武蔵野市

豊島区

豊島区

豊島区

豊島区

豊島区

豊島区

北区

北区

北区

北区

板橋区

板橋区

北区

板橋区

板橋区

荒川区

荒川区

荒川区

荒川区

荒川区

板橋区

板橋区

板橋区

北区

北区

北区

板橋区

板橋区

板橋区

板橋区

豊島区

板橋区

豊島区

板橋区

板橋区

板橋区

板橋区

練馬区

練馬区

練馬区

練馬区

練馬区
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（続き）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

練馬区

練馬区

板橋区

板橋区

板橋区

板橋区

足立区

足立区

足立区

足立区

足立区

足立区

足立区

足立区

足立区

足立区

足立区

足立区

足立区

足立区

足立区

足立区

葛飾区

葛飾区

葛飾区

葛飾区

葛飾区

葛飾区

葛飾区

葛飾区

葛飾区

足立区

足立区

足立区

葛飾区

葛飾区

葛飾区

葛飾区

葛飾区

葛飾区

江戸川区

江戸川区

江戸川区

江戸川区

江戸川区

江戸川区

江戸川区

江戸川区

江戸川区

江戸川区

江戸川区

八王子市

八王子市

八王子市

八王子市

八王子市

八王子市

八王子市

八王子市

八王子市

八王子市

八王子市

立川市

立川市

立川市

立川市

立川市

立川市

昭島市
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武蔵野市

武蔵野市

三鷹市

武蔵野市

武蔵野市

三鷹市

三鷹市

三鷹市

青梅市

青梅市

青梅市

奥多摩町

府中市

府中市

府中市

府中市

町田市

町田市

町田市

町田市

町田市

町田市

町田市

小平市

小平市

小平市

小金井市

日野市

日野市

日野市

八王子市

東村山市

東村山市

東村山市

東村山市

福生市

福生市

福生市

福生市

昭島市

八王子市

昭島市

狛江市

狛江市

調布市

調布市

府中市

府中市

東大和市

武蔵村山市

清瀬市

清瀬市

清瀬市

東久留米市

多摩市

多摩市

町田市

多摩市

多摩市

府中市

町田市

稲城市

稲城市

あきる野市

あきる野市

西東京市

西東京市

西東京市

西東京市
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（続き）

東京都の重傷メッシュから、隣接県の災害病院に搬送される来院重傷者数

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※タイトルの表示

略号 ：災害病院の略号

：メッシュ人口合計

：メッシュ数

発災時刻
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：東京湾北部地震 ：

：多摩直下地震 ：
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：元禄型関東地震

：市区町村コード
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被害想定と実態地震での重傷者数の比較

本項では、 年（平成 年）に発生した熊本地震を事例に、来院重傷者数の推計に必要な要

因について、熊本県防災計画の人的被害想定等との比較を行い、推計に与える影響を考察する。な

お、これは、筆者らが行った「病院の災害時診療圏を設定し来院負傷者数を推計する方法」（日本建

築学会計画系論文集 ・ 収載 ）１）を再構成している。

（ ）発生する重傷者数と分布

基本的要因である発生する重傷者の人数と分布に関し、熊本県防災計画（ ）、被害想定の重傷者

発生率を用いた計算（ ）および熊本地震の資料（ ）の ケースを比較する（表 ）。これら ケ

ースの設定は次のとおりである。

：熊本県防災計画の、熊本地震の震源に最も近い「布田川・日奈久断層帯、中部・南西部

連動型、Ｍ 、ケース 」における人的被害を使用するケース。なお、重傷者数の想定

が県全体であるため、その重傷者数を震度 と 強の市区町村に人口比率で配分してい

る。注 ）

：熊本地震で震度 と 強の市区町村の人口に対して、東京都防災計画の重傷者発生率

（震度 強の区で想定された発生率から低位の ％を選択）を乗じて重傷者数を推計

するケース。人口に比例して重傷者が発生する設定になる。注 ）

：各市町村が、 月 日 ： 時点で県の災害対策本部に報告 ）した市町村ごとの実際

の重傷者数を使用するケース注 ）。この人数を人口で除した重傷者発生率を用いて計算し

ている。同じ震度の市町村であっても重傷者発生率に大きな相違がみられる（図 ）。

なお、自治体が重傷者数を把握するルールについては不明である。

次に、 ケースの市区町村ごとの重傷者数を、市区町村との人口比により平成 年国勢調査

メッシュに配分して、重傷者メッシュを作成している。

（ ）受け入れる病院と災害時診療圏の設定

負傷者を受け入れる病院については、熊本県の病院一覧から、県および熊本市の災害対策本部会

議資料に掲載されている病院状況報告の対象となった病院および災害拠点病院の指定をもとに設定

している。

ちなみに、重傷者への対応能力と自治体の病院指定との関係をみるために、平常時の救急患者数、

救急車搬送件数および全身麻酔件数に着目し、病院がホームページで公表している病院年報等でそ

れらの実績を整理している（表 ）。これらから、災害拠点病院の中には平常時の救急医療の実績

が多くない病院が含まれる一方、救急告示病院で災害拠点病院と同等の救急実績を有する病院がみ

られる。災害時の重傷者は、平常時の中で突然発生する現象であることから、平常時の救急医療実

績を踏まえた病院連携の検討が求められるのではないか。
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表 重傷者数のケース比較

※ 重傷数は 月 日 ： 市町村報告

※ ドットは震度 と 強の市町村の メッシュ重心

図 熊本地震 重傷者数分布

表 災害病院の重症患者対応実績の状況

Aケース Bケース Cケース

防災計画 重傷発生率 熊本地震

中央区 ◎/459 〇/129 〇/72

東区 ◎/468 〇/132 〇/73

西区 ◎/233 〇/66 〇/37

南区 ◎/305 6弱 6弱

北区 ◎/362 6弱 6弱

熊本市 ◎/1,827 〇/326 〇/182

益城町 ◎/81 ◎/65 ◎/3

甲佐町 ◎/28 5強 5強

宇土市 ◎/94 〇/26 〇/0

上天草市 ◎/74 6弱 6弱

宇城市 ◎/154 〇/43 〇/7

天草市 ◎/222 6弱 6弱

八代市 〇/329 6弱 6弱

水俣市 〇/67 5弱 5弱

美里町 〇/28 6弱 6弱

大津町 〇/78 〇/22 〇/3

西原村 〇/17 ◎/14 ◎/56

御船町 〇/45 6弱 6弱

嘉島町 〇/22 〇/6 〇/0

山都町 〇/42 6弱 6弱

氷川町 〇/32 6弱 6弱

芦北町 〇/48 5強 5強

津奈木町 〇/13 5弱 5弱

菊池市 6弱 〇/35 〇/1

合志市 6弱 〇/39 〇/1

南阿蘇村 6弱 〇/8 〇/36

合計

　※ ◎は震度7、〇は震度6強

　※ 熊本地震は市町村が把握した重傷者数（4/18）

市区町村

救急患者 救急車 全身麻酔 年度

済生会熊本病院　 拠

熊本医療センター　 拠

熊本日赤病院　 拠

熊本市民病院

熊本労災病院　 拠

人吉医療センター　 拠

熊本総合病院

公立玉名中央病院　 拠

荒尾市民病院

熊本大学病院

熊本地域医療センター

熊本機能病院

水俣市立総合医療センター 拠

熊本中央病院

山鹿市民医療センター　 拠

熊本整形外科病院 不明 不明

病院名称

※ 「拠」は災害拠点病院

※ 救急車搬送件数により降順で並び替え

※ 年度は、病院年報等の公表年度
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次に、災害病院の設定に基づく災害時診療圏の設定について述べる。ここでは、災害病院を母点

としたボロノイ分割により災害時診療圏を設定している。しかしながら、熊本市内に病院が集積す

る一方、市外エリアでは病院が少ない立地環境にあるため、個々の病院ごとのボロノイ分割では、

細長い不自然なポリゴン（災害時診療圏）が発生する。よって、熊本市内に集中する災害病院群に

ついて、近接する災害病院をグループ化する試みを行っている。

例えば、益城町の震度 の住宅地のように、熊本市南東の病院群まで 程度離れた立地の場

合、到達時間に大きな差がないため、被災場所のフロントに位置する「熊本市民病院・熊本中央病

院」、「熊本医療センター・熊本大学病院・熊本整形外科病院・熊本地域医療センター」および「熊

本労災病院・熊本総合病院」は各々グループを形成するものとして災害時診療圏を設定することに

している（図 、図 ）。

この理由の一つは、熊本市内の病院群を除くと、病院間の距離が大きく（ 以上）、徒歩搬送の

限度を超える一方、人口密度（家屋倒壊による道路閉塞の危険性）が低い熊本市外からは自家用車

を利用する可能性があると考えたためである。

（ ）来院重傷者数の推計と比較

前述した ケースの重傷メッシュと災害病院とを用いて、設定した災害病院に来院する重傷者数

を計算するとともに、熊本地震において各病院に来院した重傷者数の実態データと比較する。

また、災害時診療圏が有する重傷者数を通してその分布傾向を理解するために、「受入れ率」と名

付けた指標を試行している。受入れ率は、発生する全重傷者数に占める各災害病院の来院重傷者数

の割合でもあり（災害時診療圏の重傷者数＝来院重傷者数）、災害病院に掛かる負荷の軽重を示すも

のと考えている。

推計により求めた来院重傷者数とその比較を、次ページの表 に示す。

ケース の地域防災計画の想定では、人口が集中する熊本市を始め、県の南西部に位置する広範

囲な市町村が震度 となるため、重傷者数が 人を超え、各災害病院に ～ 人が来院す

る計算になる。特に、熊本市内で発生する重傷者が約 割を占めるため、区部に位置する病院の負

担が大きい。また、熊本市内の災害病院の受入率はほぼ均等に分布（病院ごとに ～ ％）してい

る。

ケース の熊本地震の被災市区町村を対象に重傷者発生率（人口対 ％）を用いる推計では、

重傷者の総数は 人である。また、被災地域が防災計画の想定より熊本市東南部とその周辺市町

村に偏るため、東区に位置する熊本日赤病院に 人が来院し、受入率は である。他の病院（群）

の来院数は 人前後で、受入率は ～ ％である。

ケース の市町村が県に報告した重傷者数を用いた推計では、重傷者の総数は 人である。ま

た、ケース 以上に熊本日赤病院への集中がおこり、来院数が 人・受入率が である。次い

で、熊本医療センター群が 人・ 、熊本市民病院群が 人・ ％である。
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た、ケース 以上に熊本日赤病院への集中がおこり、来院数が 人・受入率が である。次い

で、熊本医療センター群が 人・ 、熊本市民病院群が 人・ ％である。
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※ 濃色は熊本地震、薄色は地域防災計画の想定

図 震度 と 強の被災市区町村と災害時診療圏

※ 図 の四画で示す範囲を拡大、災害病院が市街地内に高密度で分布

図 熊本市区部の災害病院配置と災害時診療圏
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次に、熊本地震の来院重傷者数の実態との比較を行う。

熊本県と熊本市は、ホームページ上で公開している災害対策本部会議記録において、主要病院に

来院した負傷者数を発表している。これの 月 日 ： と 月 日 ： 時点の報告に記され

た来院重傷者数と推計のケース ・ ・ との比較を表 に示す。

まず、来院重傷者の発生規模（総数）については、ケース の 人に対し、熊本地震は

～ 人（熊本大学病院に移送された熊本市民病院からの残留入院患者を除く）、約 ％である。ま

た、ケース は 人、約 ％、ケース は 人、約 ％になる。なお、ケース における重傷

者発生率 ％に対し、熊本地震では人口が多い熊本市区部で ％である（図 ）。

また、表中の熊本日赤病院から熊本地域医療センターまでの各病院における来院重傷者数の比較

では、ケース は熊本地震に対し、概ね 倍となっており、受入れ率は同じ傾向である。

ケース では、熊本日赤病院が 人対 人（対実態割合 倍）、済生会熊本病院が 人対

人（ 倍）であり、受入れ率は熊本日赤病院が大きい傾向がみられる。ケース との比較では、

熊本日赤病院が 人対 人（ 倍）、済生会熊本病院が 人対 人（ 倍）であり、受入れ

率は熊本日赤病院への集中が発生している。

以上、各種条件を設定しての推計 ケースと熊本地震との比較を通じて明らかになった点および

留意が必要な点について触れておく。

まず、災害病院の立地と災害時診療圏は物理的な要因であり変化しないが、地震の内容により発

生する重傷者数とその分布は大きく変化し、その結果として来院重傷者数が大きく異なる点が示さ

れている。自治体が策定する複数の被害想定のデータソースに加え、自院の近傍で発生を予測する

地震のケースについては、更に複数の震度（重傷メッシュ）を想定する準備が有効であろう。なお、

災害時診療圏が一定のため、重傷者分布が同種の場合には、受入れ率は同様の傾向を示している。

また、これらケースの比較において、例えば、受入れ率等からみて、市民の病院選択と災害時診

療圏の設定が大きく相違してはいないと考えられるが、更なる検討が必要である。

次に、留意すべき点として、①病院及び自治体が公表する重傷者数データの信頼性（重症度判定

規準の共通性、混乱した中での記録等）、②災害病院の配置状況に伴うグループ化の方法の検討、③

災害病院間の受入れ調整の可能性、等があげられる。

なお、熊本地震では、被災地のフロントに位置する熊本市民病院が被災して機能不全となった結

果、災害時診療圏が変化しており、この要素の組込みも留意する必要がある。
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表 3-7 災害時診療圏による来院重傷者数の推計と熊本地震における来院重傷者数との比較 
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注 1) 熊本県地域防災計画（第 1 章第 5 節被害想定）p.20 

 

注 2) 市区町村人口から重傷数を推計する方法 

重傷数は、250m メッシュで求めることが望ましいが、熊本県は市区町村の人的被害データを公表していない。そのため、東京

都「首都直下地震等による東京の被害想定調査」の人的被害想定を用い、震度 6 強以上の区の重傷者数を区の夜間人口で除して

発生率を算出した。 

0.11％から 0.83％に分布した発生率から、平均値に近い 0.2％を選び、熊本地震の震度 7 および 6 強の市区町村の夜間人口にそ

れを乗じて市区町村別の重傷者数を簡易に計算した。 

 
注 3) 熊本県ホームページ、熊本県および熊本市の災害対策本部が公表している「平成 28 年熊本地震に関する災害対策本部会議

資料（最新資料は緊急情報に掲載）」からデータ抽出 (https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15459.html) 
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第 章 自力救命圏と病院選択肢

自力救命圏とカバー率

（ ） 時間（クリティカルアワー）以内での治療開始

第 章第 項でバイスタンダーによる救護と搬送および重傷者の救命限界時間について述べた。

これらを踏まえ、一定時間内に災害病院に到達し治療を開始できる圏域を「自力救命圏」と名付け、

自力救命圏と災害病院の立地環境との関係を分析する。

まず、バイスタンダーによる徒歩の担架搬送で受傷後概ね 時間（クリティカルアワー）以内に

治療が開始されることを、生存率を確保するための条件とする。

搬送速度は、通常の徒歩の速度である ／分の ％とした場合、 ／分となり、 時間の内、

搬送前の救出等と到着時の病院前トリアージ等にかかる時間を 分、搬送自体を 分とすると、

搬送する道路距離は となる（写真 ）。災害病院からこの距離以内のエリア（メッシュ群）

を「自力救命圏（徒歩）」という。

なお、道路距離計算ソフトに、速度と搬送時間（例えば、速度 ／分・搬送時間 分）を指定

して、該当するメッシュを出力する機能を付加している（図 のメッシュ別病院選択肢ボタン）。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 徒歩による搬送イメージ（イタリア地震 日経記事より）

 
（ ）自力救命圏（徒歩）

搬送時間 分で、搬送速度 ／分（道路距離 ）と搬送速度 ／分（道路距離 ）

の自力救命圏（徒歩）の状況を図 に示す。この図から、 ／分の場合、病院密度が高い都心部

では自力救命圏がほぼカバーしているが、都心周辺の区部では困難エリアが発生するとともに、多

摩エリアでは困難エリアのメッシュが多くなる状況が明らかである。なお、この場合は隣接県の災

害病院に含まれる自力救命圏は多くない。

その一方、搬送速度が ／分の場合は、ほぼ東京都全域のメッシュが自力救命圏に含まれてい

る状況がみられる。このことから、搬送速度が 倍以上の搬送手段、例えば自家用車等の利用等で

あれば、多くの重傷者の救命率を確保できることが分かる。また、自力救命圏が災害病院の立地状

況と搬送手段を理解するための有効な手段になると考えている。 
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図 自力救命圏（徒歩）の状況
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（ ）カバー率とその状況

）カバー率の定義と計算方法

自力救命圏の状況を定量的に理解するために、災害病院ごとに来院する重傷者数に占める自力救

命圏（徒歩）の重傷者数の割合を「カバー率」と名付け、その活用を試行する。

病院を例にしたカバー率の計算方法を表 に、メッシュから災害病院までの距離の分散

状況を図 に示す。距離が 以内を自力救命圏とし、そこに含まれるメッシュの人口、 地

震の重傷者数およびメッシュ数を集計する。これらと災害時診療圏内の人口、重傷者数合計および

メッシュ数との比を求め、災害病院ごとのカバー率としている。

カバー率が の場合は、全ての重傷者がクリティカルアワー内で災害病院に到達できる一方、

カバー率が低いほど、来院した時点で容態が悪化している重傷者が多くなるといえる。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※横軸はメッシュから病院までの距離に基づく順番の数値

図 病院の災害時診療圏内のメッシュから病院までの距離

 
 
 
 
）カバー率を用いる災害時診療圏の状況分析

全ての災害病院（ 病院）について、上記の方法で計算した東京湾北部地震・朝 時のカバー

率を降順に集計した結果を表 に示す。この表中では、白色はカバー率が ％で、段階表示が

赤くなるにつれてカバー率が低くなる設定としており、災害病院が立地する区市町村を付記してい

る。カバー率が低い災害時診療圏およびそれが集合する地域は救命に関する課題を抱えていること

になる。また、このカバー率の分散状況を図 に示す。
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表 病院におけるカバー率の計算方法

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
タイトル： ：メッシュコード ～ ：地震動モデルの重傷者数

：最短距離（最寄り ）病院までの距離 ：メッシュ数

：病院の略号 ：メッシュの市区町村コード

：メッシュ人口 ：メッシュの区市町村名称

  

新宿区

新宿区

港区

新宿区

新宿区

新宿区

港区

新宿区

港区

新宿区

港区

港区

新宿区

新宿区

港区

港区

新宿区

新宿区

新宿区

新宿区

新宿区

新宿区

新宿区

港区

自力

港区

新宿区

港区

港区

港区

港区

港区

港区

新宿区
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港区

港区

港区
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港区

新宿区

港区

千代田区

港区

港区

千代田区

港区

自力外

カバー率

病院までの距離が 
1,200m 以内のメッシュ群 

メッシュ群の合計 

病院までの距離が 
1,200m 以上のメッシュ群 

地震ごとの 
重傷者数のカバー率 

メッシュ数の 
カバー率 

メッシュ人口の 
カバー率 
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まず、分布の特徴について、図 は、カバー率が ％から ％までなだらかに分布しており特

定の集団が形成されていない状況を示している。

 
図 災害病院が形成する災害時診療圏のカバー率の分布（平均 ％、東京湾北部地震朝 時のケース） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次に、災害病院の所在地との関係を表 および図 に示す。ここでは、千代田・中央・港・

新宿・文京・渋谷・豊島の 区（いわゆる都心・副都心の特別区、表中の緑）、その他の 区（表

中の薄緑）および多摩エリアの市町村（表中の白）の 分類で集計している。

表 および図 は、 区および 区に立地する災害病院はカバー率が高いケースが多く、多

摩エリアに立地する災害病院はカバー率が低いケースが多いという概ねの傾向を示している。しか

しながら、 区の災害病院の ％がカバー率 ％以下であるなど、この傾向に該当しないケースが

見られることから、災害病院の所在地は病院密度に由来する立地環境の特徴を示す一方、個々の災

害時診療圏のカバー率を規定するのではないといえる。 
 

表 災害病院の所在区とカバー率の関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 カバー率区分ごと立地区ごとの災害病院件数  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

0 50 100 150 200 250 300

カ
バ
ー
率

災害病院件数

災害病院のカバー率分布（ 降順 東京湾北部05）

平均 65％ 

カバー率 7区 16区 市町村 合計

80～100％

60～79％

40～59％

20～39％

0～19％

合計

80～100％

60～79％

40～59％

20～39％

0～19％

7区：千代田区、中央区、港区、新宿区、

　　  文京区、渋谷区、豊島区

市町村：多摩エリア

24

11

6

1 0

66

50

26

14

0
3

9

14

28

14

0

10

20

30

40

50

60

70

80～100％ 60～79％ 40～59％ 20～39％ 0～19％

災
害
病
院
数

カバー率

カバー率別の災害病院数

7区

16区

市町村



94 
 

まず、分布の特徴について、図 は、カバー率が ％から ％までなだらかに分布しており特

定の集団が形成されていない状況を示している。

 
図 災害病院が形成する災害時診療圏のカバー率の分布（平均 ％、東京湾北部地震朝 時のケース） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次に、災害病院の所在地との関係を表 および図 に示す。ここでは、千代田・中央・港・

新宿・文京・渋谷・豊島の 区（いわゆる都心・副都心の特別区、表中の緑）、その他の 区（表

中の薄緑）および多摩エリアの市町村（表中の白）の 分類で集計している。

表 および図 は、 区および 区に立地する災害病院はカバー率が高いケースが多く、多

摩エリアに立地する災害病院はカバー率が低いケースが多いという概ねの傾向を示している。しか

しながら、 区の災害病院の ％がカバー率 ％以下であるなど、この傾向に該当しないケースが

見られることから、災害病院の所在地は病院密度に由来する立地環境の特徴を示す一方、個々の災

害時診療圏のカバー率を規定するのではないといえる。 
 

表 災害病院の所在区とカバー率の関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 カバー率区分ごと立地区ごとの災害病院件数  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

0 50 100 150 200 250 300

カ
バ
ー
率

災害病院件数

災害病院のカバー率分布（ 降順 東京湾北部05）

平均 65％ 

カバー率 7区 16区 市町村 合計

80～100％

60～79％

40～59％

20～39％

0～19％

合計

80～100％

60～79％

40～59％

20～39％

0～19％

7区：千代田区、中央区、港区、新宿区、

　　  文京区、渋谷区、豊島区

市町村：多摩エリア

24

11

6

1 0

66

50

26

14

0
3

9

14

28

14

0

10

20

30

40

50

60

70

80～100％ 60～79％ 40～59％ 20～39％ 0～19％

災
害
病
院
数

カバー率

カバー率別の災害病院数

7区

16区

市町村

95 
 

表 災害病院が形成する災害時診療圏のカバー率 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

病院 人口 湾北05 湾北12 湾北18 多摩05 多摩12 多摩18 立川05 立川12 立川18 元禄05 元禄12 元禄18

新宿区

文京区

渋谷区

千代田区

新宿区

豊島区

豊島区

豊島区

墨田区

大田区

北区

板橋区

大田区

中野区

北区

板橋区

葛飾区

大田区

足立区

足立区

葛飾区

目黒区

葛飾区

荒川区

足立区

墨田区

台東区

板橋区

板橋区

江東区

港区

文京区

渋谷区
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墨田区

江東区

杉並区

新宿区

豊島区

豊島区

北区

江東区

港区

新宿区

豊島区

大田区

葛飾区

足立区

葛飾区

江戸川区

葛飾区

新宿区

台東区

大田区

北区

荒川区

板橋区
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墨田区

葛飾区

八王子市

江東区

杉並区

板橋区

文京区

目黒区

足立区

港区

江戸川区

渋谷区

北区

台東区

板橋区

墨田区

板橋区

杉並区

中野区

足立区

葛飾区

杉並区

立川市

文京区

荒川区

江東区

世田谷区
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（続き） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

病院 人口 湾北05 湾北12 湾北18 多摩05 多摩12 多摩18 立川05 立川12 立川18 元禄05 元禄12 元禄18

千代田区

足立区

町田市

世田谷区

江東区

港区

練馬区

荒川区

三鷹市

八王子市

新宿区

板橋区

北区

中野区

荒川区

豊島区

目黒区

江東区

武蔵野市

清瀬市

目黒区

渋谷区

目黒区

足立区

中野区

目黒区

江東区

世田谷区

大田区

新宿区

足立区

江戸川区

墨田区

杉並区

世田谷区

江東区

足立区

杉並区

足立区

江東区

三鷹市

大田区

練馬区

目黒区

文京区

渋谷区

足立区

武蔵野市

足立区

板橋区

目黒区

新宿区

中野区

杉並区

品川区

江戸川区
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）カバー率を用いる行政区域の状況分析

重傷メッシュは、メッシュごとに病院までの距離データ、人口データおよび区市町村データを保

有しているため、自力救命圏内の人口、メッシュ数およびそれらのカバー率を区市町村でソートす

る集計が可能である。

災害時の地域医療体制は、例えば緊急医療救護所の設置あるいは災害病院の指定等、基礎自治体

が担う分野が多いため、ここでは、重傷メッシュが保有するこれらのデータおよびカバー率を行政

区域で活用する方向性について検討を加える。なお、行政区域のカバー率は、前述した災害病院が

形成する災害時診療圏の背景をなすとともに、居住者および就労者の所在する地域環境が抱える救

命の特徴を表現するものと考えられる。

まず、区部の区単位で集計した人口およびメッシュ数とそれらのカバー率を表 に示す。人口

比のカバー率は ～ ％に、メッシュ数（広さ、 メッシュは ）比のカバー率は ～ ％に

分布している。メッシュ当り人口（人口密度）は一定ではないため、人口比とメッシュ数比のカバ

ー率は一致しない。

次に、人口比およびメッシュ数比のカバー率を降順で並び替えたグラフを図 と図 に示す。

区では、中央・港・千代田・文京の各区が つの集計で ％以下となっている。また、 区は人

口が多くないが、大田・杉並・江戸川・世田谷・練馬の各区は人口が 万人を超える中でカバー率

が ～ ％となっており、クリティカルアワー内での災害病院到達が難しい居住者が多い状況がみ

られる（世田谷区、練馬区では約 万人）。なお、カバー率の低さの理由は、区域の広さに対する

病院密度の低さにあると推測されるが、カバー率のみでは具体的な分析は難しいため、別の分析に

より行うこととする。

 
表 東京都区部における人口、メッシュ数（広さ）およびカバー率の状況 
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図 東京都区部における自力救命圏の状況（メッシュ人口比のカバー率）
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）カバー率を用いる災害病院分布の分析

自力救命圏の地図表現では、災害病院の密度は都心エリアで高く、周辺区から多摩エリアにかけ

て低下する傾向が明らかであり、また、全災害病院の災害時診療圏におけるカバー率の状況を見る

中でも、都心・副都心エリアから密度が低い多摩エリアに向けて、全体的にはカバー率が低下する

傾向が見られている。よって、災害病院の立地（災害時診療圏）の特徴を、カバー率（自力救命圏）

による地域タイプで分類する方法が予想される一方、都心・副都心エリアにおいてカバー率が低い

災害時診療圏が発生しているおり、かつ、都心エリアの 区の行政区域でのカバー率も高くない状

況であるため、地域の区分で一律的に災害病院の立地を特徴づけるのは難しいと考えられる。

これらに対し、本項では、同一のエリアにおいてカバー率の相違が発生する理由について、図

に示す自力救命圏の拡大地図をもとに分析する。この図は、災害病院の密度が高い都心エリアではあ

るが、中央区（メッシュ数比カバー率 ％）では区域の中央のみに災害病院が立地する状況であり、

港区（ ％）は北西および南東のエリアに災害病院が立地しない状況であるためにカバー率が低下す

ることを示している。また、千代田区（ ％）、文京区（ ％）および渋谷区（ ％）は区境に災害

病院が集中し、新宿区（ ％）は均等に分布している状況である。

更に、練馬・杉並・世田谷区および東村山市から狛江市にかけてのエリアでは、災害病院間の距

離が大きくなり自力救命圏の重複は少なくなる（図 ）。加えて、以西の多摩エリアでは、災害病

院間の距離がより大きくなり圏外メッシュの比率が高くなる状況が見られる（図 ）。

よって、行政区域を指標とする特徴の分析は、重傷メッシュの設定（ メッシュ）の節で述べ

たように、区市町村内には複数の災害病院が立地しており、また、災害病院が行政区域単位で規則

性を持って配置されているのではなく、行政境とは無関係な要因（歴史、敷地の確保、人口分布、

交通アクセス等）で立地が決定されていることから、粗い分析になる。また、面積、人口および形

状等において行政区域そのものに規則性がないことも影響している。

これらの分析から、①都道府県レベルのマクロ的な視点では地域エリアのカバー率の傾向は地域

ごとに抱える課題を示す、②区市町村レベルのカバー率の傾向は災害時の医療救護を担う基礎自治

体に検討材料を提供する、③個々の災害病院のミクロ的な視点でのカバー率は各々の災害時診療圏

で発生する来院重傷者数の「質（来院の時間推移と来院時の重症度）」を表現している、という指標

としての使い方を示していると言える。

加えて、行政境は、重傷者の搬送を阻害する地物ではないことから、災害病院を母点とする災害

時診療圏の分析においては補助的な情報に位置付けられる（図 の右図）。

なお、カバー率は災害時診療圏の空間的特徴を数値で表現する指標であるが、災害時診療圏が持

つ様々な特徴を一体的に把握する際には、カバー率に加えて地図表現や来院重傷者数等の複数のデ

ータを一体的の用いる必要がある。
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ータを一体的の用いる必要がある。
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図 都心エリアでの自力救命圏の状況（①左図は行政界あり、②右図は行政界無し）

図 周辺区での自力救命圏 図 多摩エリアの自力救命圏
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（ ）推計プロセスで蓄積されるデータを活用する災害時診療圏の分析

）災害拠点病院の来院重傷者数とその特徴

ここでは、災害病院連携圏から搬送され、最終的に災害拠点病院（ 病院）が収容する重傷者数

を対象に、推計手法の活用として、来院重傷者の特徴に関する分析を行う。災害拠点病院に来院す

る東京湾北部地震朝 時の来院重傷者数を自力救命圏内と自力救命圏外とで分けた集計（カバー率

の降順）を表 に、そのグラフを図 に示す。なお、想定地震の被害が区部に集中するため、

多摩エリアの来院重傷者数は少なくなっている。

表 の赤字は 人以上で図 の赤丸は 人以上の自力救命圏外重傷者数、即ち、病院に

到達した時点で重症化している可能性が高い重傷者の割合を示しており、 人超の病院が 病院

あり、 病院の ％に該当する。また、これらの図表は、 病院、 病院および 病院のよ

うにカバー率が ％以上であっても圏外の重傷者数が 人を超えるケースが発生しており、重傷

者数の絶対値が重要な要因であることを示している。このことは、カバー率の低下に伴いより顕著

になり、カバー率が ～ ％の周辺区に立地する災害拠点病院では半数以上が 人を超え、それ

以下のカバー率では、 病院が 人の、 病院が 人の圏外重傷者数となっている。

加えて、これら集計は、全体では 人以上、全重傷者の ％の重傷者が自力救命圏外に位置

する災害病院の分布であることを示している。

表 災害拠点病院に収容される重傷者数、カバー率および自力救命圏外の重傷者数の状況

※ 赤字は 人以上の自力救命圏外の重傷者数を示す  

病院 湾北05 自力圏 カバー率 圏外数 病院 湾北05 自力圏 カバー率 圏外数 病院 湾北05 自力圏 カバー率 圏外数

合計
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図 災害拠点病院における災害時診療圏と自力救命圏のメッシュ人口およびカバー率（カバー率の降順）
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）蓄積データを活用する災害病院連携圏の分析

本項では、来院重傷者数の推計手法に関し、その活用の方向性の例について述べる。

まず、来院重傷者数を推計するプロセスにおいて、災害拠点病院ごとに蓄積されるデータ群を表

に示す。この表では、災害拠点病院単独の来院重傷者数、災害病院連携圏の来院重傷者数、災

害病院連携圏の広さ（メッシュ数）と人口を集計するとともに、補助情報としてメッシュ当りの人

口、重傷者発生率（重傷者数÷人口、地域の危険性を表す）、 、区市町村および各カバー率を

記載している。表中の彩色段階表示の濃色は、重傷者数等の数値については降順（大きい数値が濃

色）とし、カバー率については昇順（小さい数値が濃色）としている。なお、想定地震とシーンは、

東京湾北部地震朝 時のケースである。

次に、この表は、災害拠点病院の医療機能継続に影響する事項として、直接来院する重傷者数、

転送されて来る重傷者数、来院の時系列推移および重症度変化に加え、その背景である人口の規模、

災害病院連携圏の規模および地域の災害危険性を定量的に示しており、これら診療圏データの一覧

的把握は、地図表現を併用することにより災害時の医療機能継続計画を検討するにあたり有用な情

報と考えられる（表 ）。

表 災害拠点病院ごとの来院重傷者数等の諸元表 案

更に、これらの情報は、災害拠点病院が、自己防衛的な方策として、重傷者を受け入れる中継拠

点の設置あるいは発生する重傷者を低減するための市街地の耐震化・不燃化等を関係機関と協議す

る際の材料にもなり得よう。

災害拠点病院

災害病院連携圏 災害病院連携圏 災害病院連携圏

自力救命圏 自力救命圏 自力救命圏

カバー率 カバー率 カバー率

ﾒｯｼｭ人口密度

墨田区 重傷者発生率

（重傷者発生率＝新利用権の重傷者数÷人口）

来院重傷者数　BN 05 広さ（メッシュ数） 圏域の人口

所在地 補助データ
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表 災害拠点病院の来院重傷者数を推計するプロセスで蓄積されるデータ
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病院選択肢

負傷者の救命活動を向上する上で、各メッシュの負傷者が一定時間内に到達可能な災害病院数を

知ることは重要である。そこで、道路距離計算ソフトに到達可能な災害病院数を出力する機能を持

たせ、これを「病院選択肢」と名付けている。初期の設定は、クリティカルアワーの考え方に基づ

き、搬送時間 分で搬送速度 ／分の搬送距離 としている。

この場合、病院選択肢がゼロのメッシュ（負傷者）は自力救命圏の圏外に位置し、 以上のメッ

シュは自力救命圏内に位置することを表しており、また、 以上のメッシュは、クリティカルアワ

ー内で複数の病院での治療開始が可能であり、病院選択という新たな要素が加わることになる。

まず、東京都における病院選択肢の分布状況（ ～ の段階表示）を図 に示す。この地図表示

からは、都心部、その周辺部および多摩エリアにおける災害病院の密度が高いエリアで病院選択肢

が多くなる傾向が伺える。病院選択肢がゼロのメッシュが多く存在する一方、複数の病院選択が可

能なメッシュが点在することは、災害病院の配置が偏在していることを示していると考えられ、こ

のことは、平常時における病院への通院利便性あるいは救急医療体制と災害時の病院配置との関係

を検討することの必要性を示しているともいえよう。

次に、災害病院密度が高い都心部における病院選択肢の拡大地図表示を図 に示す。この図か

ら、病院選択肢が多いメッシュは、①災害病院に囲まれており、加えて、②災害病院に近接してい

る立地環境にあることが表されている。即ち、孤立した災害病院の近傍に位置するメッシュでは病

院選択肢が にとどまり、複数の災害病院が近接した位置関係にある環境で病院選択肢が多くなる

といえる。このことは、搬送速度が速くなり、自力救命圏が拡大した場合であっても同様の傾向が

得られる可能性を示唆している。

また、災害病院が自力救命圏内に複数あることは、被災し機能不全となった災害病院が発生した

場合に代替する病院が存在する医療機能の継続性と病院間の連携体制による重傷者対応のレジリエ

ンスの高さにつながると考えられる。

更に、病院選択肢が複数のメッシュにおける、重傷者側の病院選択判断と来院重傷者数について

述べる。次々ページに 病院の災害時診療圏と 病院を加えた災害病院連携圏の図

を再掲する。最短距離という単一の条件で算出した 病院の災害時診療圏は半円形であり不

自然な印象を与えて最短距離条件の限界を示す一方、災害病院連携圏は直感的に自然な災害時診療

圏を表しているといえる。このことは、 病院は大学病院のため、到達時間に大差がないメッ

シュの重傷者は 病院ではなく 病院を選択し、最短距離設定による来院重傷者数と

は異なる来院重傷者数の推計結果となることを予感させる。 
一方、病院選択肢の図 は、病院選択肢が のメッシュ（重傷者）群から見た場合、 病院は

グループとして認識されることを表している。災害病院の密度が高いエリアにおいては、病院選択

肢による自力救命圏の設定と併せて、災害病院に対する「重傷者の選択判断」に関する指標を加え

るといった、新たな来院重傷者数の推計手法を検討する必要性が想定されるが、これは今後の研究

課題である。
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※ 赤丸は災害拠点病院、黄丸は災害連携病院を示す。メッシュの赤色は病院選択肢（ ～ ）の段階表示

図 東京都における病院選択肢の状況

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（上図の赤枠内を拡大） 

図 病院密度が高いエリアにおける病院選択肢の状況
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病院の災害病院連携圏（ と の災害時診療圏合計）

 
図 病院の災害時診療圏と災害病院連携圏の描画

【第 章の再掲】
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図 病院と 病院周辺のメッシュの病院選択肢および病院のグループ化のイメージ
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ボロノイ分割による来院重傷者数の推計

既往の研究で見られるボロノイ分割を用いた来院重傷者数の推計を試みる。ボロノイ分割は、負

荷が大きい道路ネットワーク情報を使用せず が既設する機能のみで計算できるため、簡易な推

計方法と考えられる。

（ ）災害時診療圏の設定

災害病院を母点としたボロノイ分割を行い、分割されたポリゴンをその災害病院の災害時診療圏

とする。東京都における災害時診療圏の状況を図 に示す。この図から、道路距離計算による災

害時診療圏は各災害病院が最短距離のメッシュ群を選択して表示させる手順が必要であり、一覧性

を得ることが難しい方法であることに比べ、ボロノイポリゴンは簡便に表示でき一覧性に優れる特

徴を有していることが分かる。

 
（ ）災害病院連携圏の設定

前述のとおり重傷者は、災害連携病院を経由して災害拠点病院に収容されるルールとなっている。

それに従い、災害拠点病院を母点とするボロノイ分割を行い、分割されたポリゴンに含まれる災害

連携病院をグループ化して災害病院連携圏を設定する。東京都区部における災害病院連携圏を図

に示す。

（ ）来院重傷者数の推計

災害時診療圏に含まれる重傷メッシュを抽出し、該当メッシュの重傷者数を集計することで来院

重傷者数を求め、次に、災害病院連携圏の災害連携病院の重傷者数を災害拠点病院に集計する。こ

の手順は、道路距離計算を用いた手法と同じである。災害拠点病院の収容重傷者数は、直接来院す

る重傷者数に連携病院から搬送されてくる重傷者数を加えた人数となる（表 ）。

（ ）道路距離計算とボロノイ分割との比較

災害拠点病院を対象に、来院重傷者数を比較するとともに、道路距離計算の推計人数とボロノイ

分割の推計人数との比を求めて 手法の相違を分析する。

図 に示す来院重傷者数（東京湾北部地震、 ： ）の比較では、最大 人相違する病院が

発生している。また、推計人数の比による比較では、平均値が で、標準偏差は である（図

）。例えば、平均に対して 倍のケースでは、 人の来院重傷者に対して 人の相違とな

る。
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図 ボロノイ分割による東京都の災害病院連携圏

図 ボロノイ分割による東京都の災害時診療圏
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表 災害拠点病院の来院重傷者数（ボロノイ分割）（東京都）

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

合計Ｂ
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表 災害拠点病院の来院重傷者数（ボロノイ分割）（東京都）
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図 災害拠点病院の来院重傷者数 道路距離計算とボロノイ分割比較 
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相違が生じる理由は、①グループ化される災害連携病院の相違と、②河川等が存在する県境にお

けるボロノイポリゴンの単純な図形演算の 点にあると考えられる。

グループ化について、例えば、表 に示す Ｃ 病院は道路距離計算では Ｂ 病院に

グループ化するが、ボロノイ分割では Ｂ 病院にグループ化している。これにより 病

院と 病院の集計人数が逆転している。

また、県境で発生する相違については、県外病院の来院重傷者数が、道路距離計算の 人に対

して、ボロノイ分割では 人である。

表 来院重傷者数の相違が生ずる理由（グループ化）

ちなみに、グループ化する前の状況に着目し、全ての災害病院の災害時診療圏による来院重傷者

数の比較を行う。道路距離計算とボロノイ分割との来院重傷者数の比の分布では、平均が で標

準偏差は である（図 ）。なお、乖離が大きい病院は、災害時診療圏が小さいケースである。

（ ）ボロノイ分割の限界

ボロノイ分割は、災害時診療圏を一つのポリゴンで設定するため、災害時診療圏および災害病院

連携圏の理解が容易な方法であり、災害時診療圏の形態が大きく異なるケースの発生および 割程

度の来院重傷者数の相違を前提とした場合は、簡易法としてのボロノイ分割の使用が考えられる。

しかしながら、ボロノイ分割の方法では、自力救命圏、カバー率および病院選択肢の分析は困難

な点に限界がある。

 
  

道路距離計算

ボロノイ分割
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図 道路距離計算とボロノイ分割の比較 散布図と標準偏差
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地震に関する地域危険度測定調査を用いた重傷メッシュの作成

本項では、木造密集市街地などの災害時の危険性が高い地区を近傍に抱える災害病院には多くの

重傷者が来院すると考えられるため、人的被害想定による推計との比較を行い、地域の危険性の考

慮が推計に与える影響を考察する。なお、これは、筆者らが行った「首都直下地震における危険地

区を考慮した来院重傷者数の推計に関する研究」（日本建築学会計画系論文集 ・

収載 ）を再構成している１）。

なお、ここで使用する図表の一部は、日本建築学会の投稿論文から引用しているため、同学会の

ルールに従い英語表記となっている。

（ ）地域危険度を考慮した重傷メッシュの作成

被害想定調査における重傷者数の計算手法は、建物全壊率等の物的被害データを用いており、

メッシュごとの災害危険性を反映しているが、公開データは区市町村単位で集計されているため、

人口比で割り振る重傷メッシュでは、区市町村レベルで平準化された危険性にとどまり病院近傍の

危険性に対する考慮が不足することになる。

この問題を確認する方法として、東京都の区部を対象に、「第 回地震に関する地域危険度測定調

査」のデータを用いた重傷メッシュの作成を試みる 。この重傷メッシュは、①危険度調査におい

て町丁目単位で公開されている「建物倒壊危険量」（ha 当りの建物倒壊棟数）データを人口メッシ

ュ 250m に結合し、②区単位の建物倒壊危険量を集計し、③区の重傷者数をメッシュの建物倒壊危

険量と区の建物倒壊危険量合計でメッシュごとに配分して作成する。

なお、被害想定調査と地域危険度調査との計算方法の一致を図るために、「ゆれ」による重傷者数

に限定して重傷メッシュを作成している（火災、ブロック塀等を原因とする重傷者数は除外してい

る）。

また、区およびメッシュの人口比で作成するものを「重傷メッシュ（人口）」、建物倒壊危険量の

比によるものを「重傷メッシュ（危険）」と称する。

区部における建物倒壊危険量の分布状況を図 に、「重傷メッシュ（人口）」による重傷者の分

布状況を図 に、「重傷メッシュ（危険）」による重傷者の分布状況を図 に示す。

  

図 区部における建物倒壊量の分布状況
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図 区部における建物倒壊量の分布状況
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図 区部における重傷メッシュ（人口）での重傷者の分布状況

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

図 区部における重傷メッシュ（危険）での重傷者の分布状況  
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（ ）重傷メッシュ（危険）を用いた来院重傷者数の推計

重傷メッシュ（人口）および重傷メッシュ（危険）を用いた、東京都区部における災害病院と災

害拠点病院の来院重傷者数の推計結果を表 に示す。なお、災害時診療圏の設定は、災害病院ご

とにボロノイ分割を用いる（表左側）とともに、災害拠点病院を母点としたボロノイ分割（表右側）

を行っている。これらの災害時診療圏に含まれる タイプの重傷メッシュ群を集計して各タイプの

来院重傷者数を求めている。

建物倒壊危険量が多い災害時診療圏を持つ病院について来院重傷種数を見ると、例えば、 病

院が 人（人口）と 人（危険）、 病院が 人と 人、 病院が 人と

人、といった相違が見られる状況である。

 
（ ）２タイプの重傷メッシュによる来院重傷者数の比較

つの重傷メッシュの相違を測るために、重傷メッシュ（危険）の推計人数と重傷メッシュ（人

口）の推計人数の比を求め、災害時診療圏に含まれるメッシュ数を横軸に、比率を縦軸にプロット

した分散図で分析を行っている。災害病院では（図 ）、平均値が で標準偏差が であり、

災害拠点病院では（図 ）、平均値が で標準偏差が である。

このことから、面積が小さく危険な地域を含む災害時診療圏では、標準偏差を上に外れる病院が

あり、地域の危険度の影響が反映されていると考えられる。また、災害拠点病院の推計では標準偏

差が小さくなっている。これは、災害時診療圏の面積が広くなり、危険な地域が比較的安全な地域

により平準化されるためと考えられる。

そもそも、重傷メッシュ（危険）の作成は、被害想定調査が 250m メッシュでの建物全壊率を用

いながら重傷者数を区市町村で集計（平準化）していることに対し、地域危険度調査が町丁目単位

の建物倒壊危険量を公開していることから、これを用いてメッシュ単位の危険性を組み込んで重傷

者数を計算する試みであるが、目的と計算手法が異なる 2 調査を関係させての推計手法の構築は、

本研究では限界があり今後の課題と考えている２）。 
むしろ、個々の災害病院ごとに危険度調査やハザードマップ等を参照して危険な地域の有無を確

認し、近傍に木造密集市街地等の危険なエリアがある場合は、来院重傷者数の設定を修正する等の

対策が現実的であろう。
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0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0 50 100 150 200 250 300 350

ra
tio

number of mesh

σ=0.3

σ=0.3

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0 50 100 150 200 250 300 350

ra
tio

number of mesh

σ=0.3

σ=0.3



120 
 

（ ）重傷メッシュ（危険）を用いた来院重傷者数の推計

重傷メッシュ（人口）および重傷メッシュ（危険）を用いた、東京都区部における災害病院と災

害拠点病院の来院重傷者数の推計結果を表 に示す。なお、災害時診療圏の設定は、災害病院ご

とにボロノイ分割を用いる（表左側）とともに、災害拠点病院を母点としたボロノイ分割（表右側）

を行っている。これらの災害時診療圏に含まれる タイプの重傷メッシュ群を集計して各タイプの

来院重傷者数を求めている。

建物倒壊危険量が多い災害時診療圏を持つ病院について来院重傷種数を見ると、例えば、 病

院が 人（人口）と 人（危険）、 病院が 人と 人、 病院が 人と

人、といった相違が見られる状況である。

 
（ ）２タイプの重傷メッシュによる来院重傷者数の比較

つの重傷メッシュの相違を測るために、重傷メッシュ（危険）の推計人数と重傷メッシュ（人

口）の推計人数の比を求め、災害時診療圏に含まれるメッシュ数を横軸に、比率を縦軸にプロット

した分散図で分析を行っている。災害病院では（図 ）、平均値が で標準偏差が であり、

災害拠点病院では（図 ）、平均値が で標準偏差が である。

このことから、面積が小さく危険な地域を含む災害時診療圏では、標準偏差を上に外れる病院が

あり、地域の危険度の影響が反映されていると考えられる。また、災害拠点病院の推計では標準偏

差が小さくなっている。これは、災害時診療圏の面積が広くなり、危険な地域が比較的安全な地域

により平準化されるためと考えられる。

そもそも、重傷メッシュ（危険）の作成は、被害想定調査が 250m メッシュでの建物全壊率を用

いながら重傷者数を区市町村で集計（平準化）していることに対し、地域危険度調査が町丁目単位

の建物倒壊危険量を公開していることから、これを用いてメッシュ単位の危険性を組み込んで重傷

者数を計算する試みであるが、目的と計算手法が異なる 2 調査を関係させての推計手法の構築は、

本研究では限界があり今後の課題と考えている２）。 
むしろ、個々の災害病院ごとに危険度調査やハザードマップ等を参照して危険な地域の有無を確

認し、近傍に木造密集市街地等の危険なエリアがある場合は、来院重傷者数の設定を修正する等の

対策が現実的であろう。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 災害病院での来院重傷者比較 図 災害拠点病院での来院重傷者比較  

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0 50 100 150 200 250 300 350

ra
tio

number of mesh

σ=0.3

σ=0.3

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0 50 100 150 200 250 300 350

ra
tio

number of mesh

σ=0.3

σ=0.3

121 
 

 
表 重傷メッシュ（人口）と重傷メッシュ（危険）による来院重傷者数の比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 青色は標準偏差を外れる病院

 
  

（inseparable from K021）

σ σ

災害拠点病院のみの災害時診療圏各災害病院の災害時診療圏
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円バッファ等による圏域の作成

病院を中心とした圏域を設定し、それに含まれる重傷メッシュ抽出して来院重傷者数を求める方

法について、道路距離計算およびボロノイ分割以外の方法を確認する。

まず、圏域設定の簡易法として、病院を中心とした円バッファがある。東京都区部を対象に、災

害病院を中心に描画した の円バッファを図 に示す。なお、都市部における道路距離は

直線距離の 倍（道直比）であるとの腰塚らの研究３）から、道路距離 を半径 と

している。

円バッファでは、病院単独の診療圏は描けるが、複数の病院が近接している場合、バッファが重

複する範囲を空間検索で分割処理する必要が生じ、ボロノイ分割との併用となる。また、円バッフ

ァ外のエリアに位置する重傷メッシュの帰属を定めるロジックも同様である。よって、特定の災害

病院の自力救命圏を簡易的に求めるケース、また、自力救命圏外の重傷者数全体を求めるケースを

除けば、円バッファの利用には限界がある。

次に、道路ネットワークデータがある場合の簡易法として、災害病院を中心とした および

道路到達圏（凸包図）の描画を図 に示す。病院を中心とした到達圏の描画は、圏域の

重複と到達圏外の処理について円バッファと同様な問題を抱えており、災害時診療圏の設定には限

界がある。

よって上記の 方法は、災害時診療圏に基づく来院重傷者数の計算、カバー率の計算および病院

選択肢の計算においては適切な方法であるとは考えにくい。
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図 円バッファによる自力救命圏（徒歩）の表示

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 区西部医療圏における災害病院の および の道路到達圏（凸包図）
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第６章 研究の総括と残された課題

研究の総括

災害時の救命を担う病院が医療機能継続計画（ ）を策定する際に、最も曖昧な部分が来院する

負傷者数であることから、第 章では、その推計に関係する主要なファクターを定めて、それらの

状況を確認するとともに研究の目的を定めることとした。

まず、広域が被災する大震災で地域の医療救護を担う立場にある自治体が策定している「災害時

の医療救護計画」を調べ、災害時の医療救護体制および受け入れる医療機関の一覧を整理した。こ

の中で、 の都府県が重症度に応じた治療プロセスを定めていることを確認した。

次に、発生する重傷者については、自治体が策定した地震における被害想定調査を調べ、 の都

府県が市区町村別に重傷者数を公開していることを確認した。

更に、負傷者の搬送環境については、地域危険度測定調査及び被害想定調査を調べ、道路閉塞等

により徒歩による搬送条件が多数であること確認するとともに、負傷者数の想定と公助の資源量を

比較し、主な救出と搬送の担い手が自助・共助（バイスタンダー）となることを指摘した。併せて、

時間経過に伴う容態の悪化速度に関する文献を調べ、重傷者は分単位の救命活動を要すること、最

短時間での病院到達が救命確度を高めることを推計手法における新たな条件として設定し、受傷か

ら 時間以内での治療開始を「クリティカルアワー」と称する指標として提案した。なお、発生す

る負傷者と指定病院との関係について、自治体の各計画は触れていない。

加えて、負傷者数と病院を結び付ける既往研究の多くは、市民の病院選択を重視しており、ハフ

モデル手法による試算等を行っているが、これらの来院負傷者数の予測手法は社会的な確立には至

っていないことを指摘した。

これらの状況確認から、研究の目的を「大震災において病院に来院する重傷者数を推計する手法

を構築するとともにその活用の方向性を検討する」こととした。また、研究の方法は、既に社会で

共有されている自治体の公開データを用い、重傷者の発生場所と人数および病院所在地との関係を

（地理情報システム）で分析することとした。なお、推計手法を検討する際の対象を、「重傷者」

および「東京都」とした。

第２章では、来院重傷者数の推計に必要な、重傷者の発生場所と人数（ ）および受け入れる

病院（ ）の つの基本情報を作成している。前者の「重傷メッシュ」は、国勢調査の 人口メ

ッシュに、被害想定の想定地震・発災時刻ごとの区市町村別重傷者数を人口比（メッシュ人口÷区

市町村人口）で配分して結合したファイルであり、後者の「災害病院リスト」は、国交省の国土数

値情報ダウンロードサービスが提供する「医療施設」データから自治体の指定病院一覧の病院を抽

出して作成した 用のファイルである。この災害病院リストでは、自治体により指定病院の名称

が異なるため、病院の役割に応じた全国共通の名称化を試み、重傷者を収容する「災害拠点病院」

と中等症を収容する「災害連携病院」の２種類に整理し、全体を「災害病院」と総称して、独自の

分類コードとナンバリングを付与している。

なお、市区町村には複数の災害病院が立地するため、来院重傷者数の推計には市区町村の行政区

域より詳細な区域設定が必要であること、災害病院へのアクセスには行政境は無関係であること、

公開データを使用する趣旨であることから、重傷メッシュでは、国勢調査で最も詳細な メッシ
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市町村人口）で配分して結合したファイルであり、後者の「災害病院リスト」は、国交省の国土数
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公開データを使用する趣旨であることから、重傷メッシュでは、国勢調査で最も詳細な メッシ
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ュ（ 次地域メッシュ）を使用することとした。また、他の地域メッシュあるいは小地域による推

計は メッシュより粗くなると推測するが、計算結果の比較は今後の課題とした。
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合計が、災害拠点病院に収容される重傷者数とした。

被害想定の重傷者数と指定された災害病院とを最短距離（時間）という新たな条件で関係させた

来院重傷者数の推計では、想定地震ごとの来院重傷者の相違および「最悪の想定」である東京湾北
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し、直下型地震が広域的に被災する地震であること、相模トラフを震源とする元禄型関東地震では

城南エリアの災害病院に多くの重傷者が来院することを明らかにした。

これらの計算結果から、重傷メッシュ、災害病院リストおよび道路距離を関連付けた来院重傷者

数の推計は、イメージに留まっていた被災地内の災害病院の負荷を想定地震および発災のシーンご

とに定量的に表現しており、災害病院のスタッフをはじめとする関係者が対策を具体的に議論する

際に有用な手法であると結論付けた。

なお、本推計手法は、現実に来院する重傷者数を保証するものではなく、各種の仮定に基づくシ

ミュレーションである点に留意する必要がある。ここで用いた 要素に関する条件設定における制

約について述べると、自治体が公開する想定地震による発生重傷者数および指定病院のデータに関

する検証は行っていないこと、区市町村内のより詳細なエリアの危険性を反映できずに人口比率で

重傷者数を平準化していること、一律 以上の幅員での道路距離計算としていること等があげ

られる。例えば、災害病院の被災による機能不全、想定地震のマグニチュード、通行可能な道路状

況等を新たな条件として加えた場合、重傷メッシュおよび災害時診療圏の設定が異なり、来院重傷

種数が変化することになるが、これらには対象地域を限定した詳細なハザードマップの作成が必要

であり、本研究としては限界であった。一方、被害想定調査が計算過程で作成している メッシ

ュの重傷者数が公開された場合、地域の危険性を組み込んだ推計が可能になる。

加えて、設定条件が推計結果に与える影響について、熊本地震を対象に、 タイプの重傷メッシ

ュを用いた来院重傷者数の推計を行い、県と市の災害対策本部会議に病院が報告した実際の来院重

傷者数との比較を行った。これにより、設定する条件により重傷メッシュが大きく異なることおよ

び実際には被災病院が発生し来院重傷者数に影響すること等を確認している。今後、東京都以外の

府県における推計を行うことにより、各自治体の想定地震の考え方および地域の特徴を反映する手

法の改良に繋げる予定である。



第６章　研究の総括と残された課題

128 
 

第４章では、災害時診療圏が有する質的特徴について、「最短距離（時間）」の条件に「クリティ

カルアワー」の仮説を加えた分析を試行した。まず、道路距離 （搬送時間 分×徒歩での

搬送速度 ／分）以内で災害病院に到達可能なメッシュ群を「自力救命圏」と称し、自力救命圏

の重傷者数が災害時診療圏の重傷者数に占める割合を「カバー率」とした。自力救命圏を地図上で

描画したところ、自力救命圏外の救命可能性が低くなるメッシュ群は、都心エリアから多摩エリア

にかけて拡大していた。また、地図表現に対する定量的指標を意図したカバー率についても、都心

区が高く都心周辺区から多摩エリアにかけて低くなる傾向が示された。

しかしながら、局所的にこの傾向に当てはまらず、都心区においてカバー率が低く、周辺区およ

び多摩エリアにおいてカバー率が高い災害病院があることから、都心区において該当する自力救命

圏の形状を分析し、災害病院の分布が影響している状況を確認できた。

なお、搬送速度の条件を 倍に設定し、自力救命圏を道路距離 とした地図描画を実施し

たところ、東京都のほぼ全域が自力救命圏でカバーされる結果となっており、搬送速度の重要性が

示されるとともに、搬送条件を変数とするシミュレーションは、多摩エリアおよび周辺区における

自家用車搬送等の検討の有効性を示唆するものと考えている。

加えて、メッシュから 内にある災害病院数を「病院選択肢」と称し、メッシュ群の分布を

地図上で段階表示した。この病院選択肢が複数のメッシュに所在する負傷者は、ほぼ同一の条件下

にある病院群から搬送先を選択することが可能であることから、この指標は、最短距離の条件に選

択判断という条件を組み込んだ来院重傷者数の推計ロジックの必要性を示すとともに、該当する病

院群においてはグループ化による対応の有効性を示すと考えられた。

第５章では、その他の来院重傷者数の推計方法について考察を加えた。

まず、災害病院を母点とするボロノイ分割により災害時診療圏および災害病院連携圏を求め、こ

のポリゴンに含まれる重傷メッシュを集計して来院重傷者数を推計する方法を検証した。これを道

路距離計算の推計人数と比較した結果から、ボロノイ分割は、 割程度の相違を前提とした場合の

簡易法であり、災害時診療圏の地図表現が分かり易い ポリゴンである一方、自力救命圏等の検討

は困難な方法であることを明らかにした。

次に、地域の災害危険性を考慮した重傷メッシュの作成を試行した。具体的には、東京都の地域

危険度測定調査が公開している町丁目単位の建物倒壊危険量を用いて「重傷メッシュ（危険）」を作

成し、区市町村ごとに人口比で配分した「重傷メッシュ（人口）」による推計と比較した。災害病院

を対象とした比較では、地域の危険性を考慮した場合の推計への影響が確認できたが、被害想定調

査の目的および手法が相違していること等の理由からこの方法の汎用性は限界があると考えた。な

お、被害想定調査は、その計算過程において メッシュ単位での建物全壊による重傷者数の計算

を行っているが、これは非公開である。
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残された課題

大震災において災害病院に来院する重傷者数を推計するシミュレーション手法を確立するととも

にその活用を考えるにあたり、今後に向けて残された課題は次のとおりである。 
まず、推計で用いている個々のパラメーターについてであるが、本研究では、基本情報の重傷メ

ッシュと災害病院リストを自治体の公開データに依存しているため、これらを自在に設定すること

に限界があり、また、推計プロセスの要素である、徒歩による搬送速度、救命の時間限界、重傷・

重症の定義による発生重傷者数の相違等についても社会で共有化されたデータの利用が困難であっ

た。なお、高齢社会におけるバイスタンダーの想定、道路閉塞に関する既往研究の展開、指定病院

の負傷者対応力の評価方法、被災による機能不全病院の発生等の課題が指摘されており、これらの

条件の考慮が来院重傷者数に与える影響について感度分析を行う必要がある。 
総じて、シミュレーションの普及には、用いるアルゴリズムとデータが社会的な認知を得ている

必要があり、個々の構成要素の研究を進め、データの信頼性を確保することが今後の課題である。

なお、要素によっては、これらを進めるために、医療分野および行政分野等との協働が前提になる。 
 
次に、来院重傷者数の推計を行う理由は、単に推計を目的とするものではなく、事前の救命対策

への展開を目標としていることから、本研究では言及に至らなかったが、災害病院の医療機能継続

および災害時の地域レベルの医療救護等の分野において、来院重傷者数を活用する定量的な計画策

定に関する研究を行うことが課題である。 
具体的には、重傷者の人数の設定は、これと医療側が保有し調達するリソース量との比較を行い、

需給バランスの時間推移および空間的移動を計算できることに意義がある。また、様々な条件を設

定してのケーススタディは、画一的な作業手順（マニュアル）を取りまとめる作業ではなく、施設

や地域が背景に持つメカニズムの特徴を理解する契機であり、曖昧な要素を明らかにしてそれを確

定する「思考訓練」である。平常時における思考訓練の積み重ねが、非常事態における柔軟な対応

の基盤であると考えている。 
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被害想定について（第二次報告） 平成 年 月 日，

 年 月 日閲覧

中央防災会議 首都直下地震対策検討ワーキンググループ：首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告），

平成 年 月， 年

月 日閲覧

）内閣府：平成 年版 防災白書， 年 月，

， 年 月 日閲覧

内閣府：新成長戦略実行計画（工程表），平成 年 月 日閣議決定， ，

， 年 月 日閲覧

）東京都 医療政策部 救急災害医療課 災害医療担当：医療機関における事業継続計画（ＢＣＰ）の策定について，

平成 年 月，

 年 月 日閲

覧

【第 章】

）阪神・淡路大震災を契機とした災害医療体制のあり方に関する研究会：阪神・淡路大震災を契機とした災害医

療体制のあり方に関する研究報告書（概要版），平成 年 月，平成 年度厚生科学研究費補助金（健康政策調

査研究事業）， ， 年 月 日閲覧

）厚生省健康政策局長：災害時における初期救急医療体制の充実強化について（平成 年 月 日健政発第

号健康政策局長通知）

， 年 月 日閲覧

）厚生労働省 厚生労働省 防災業務計画（抄）（平成 年 月 日厚生労働省発総第 号制定（最終修正）平

成 年 月 日厚生労働省発社援 第 号修正），

， 年 月 日閲覧

）災害時の医療救護計画をネット上で公開している都道府県， 年 月 日閲覧

宮城県：大規模災害時医療救護活動マニュアル（改訂版） 平成 年 月，

栃木県：災害医療体制運用マニュアル 平成 年 月改正，
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千葉県：災害医療救護計画（案） 年（平成 年） 月（千葉県健康福祉部），

東京都：災害時医療救護活動ガイドライン 平成 年 月（東京都災害医療協議会承認），

神奈川県：医療救護計画（ 年 月 日改定），

新潟県：災害時医療救護活動マニュアル 平成 年 月（福祉保健部、医療計画平成 年 月一部改訂），

石川県：災害時医療救護対応マニュアル 平成 年 月，

山梨県：大規模災害時医療救護マニュアル 平成 年 月 日改正，

長野県：災害医療活動指針 平成 年 月

岐阜県：地震災害等医療救護計画平成 年 月改訂，

静岡県：医療救護計画（平成 年 月改定），

愛知県：県医療救護活動計画の策定について，（ 次医療圏ごとに策定），

三重県：災害医療対応マニュアル（第２版） 平成 年 月（職員マニュアル），

滋賀県：広域災害時における医療救護活動指針 平成 年 月，

京都府：京都府の災害医療体制について，（拠点病院指定、コーディネータ要領のみ），

大阪府：災害時医療救護活動マニュアル 平成 年 月改定，

鳥取県：災害医療活動指針 平成 年 月 日，

島根県：災害時医療救護実施要綱平成 年 月，

広島県：災害時医療救護活動マニュアル 平成 年 月 （広島県地域保健対策協議会 救急･災害医療体制検

討専門委員会 編），

香川県：医療救護計画 平成 年 月 日改正，
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愛媛県：災害時における医療救護活動要領 平成 年 月，

高知県：災害時医療救護計画 平成 年 月 （ 一部改定），

福岡県：災害時医療救護マニュアル 平成 年 月，

宮崎県：災害医療活動マニュアルの改訂について （更新日 年 月 日），

沖縄県：災害医療マニュアルについて 平成 年 月制定（更新日： 年 月 日），

） 事務局 ： とは？ 年 月 日閲覧

）内閣府防災情報のページ：災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号），

， 年 月 日閲覧

）岩手県防災会議：岩手県地域防災計画（平成 年度）， ， 
年 月 日閲

覧

鹿児島県：鹿児島県保健医療計画（平成 年 月）， ，

年 月 日閲覧

）池内淳子 矢田雅子 権丈（武井）英理子 東原紘道：大規模地震災害時における病院間の傷病者搬送に

関する考察―阪神・淡路大震災時における分析を通してー，地域安全学会論文集 ， ，

， 年 月 日閲覧

）山下哲郎 中山茂樹 筧淳夫 竹宮健司 小林健一：震災直後の被災者の受療行動からみた震災時医療圏域の設定

に関する研究，平成 ・ 年度科学研究費補助金基礎研究 研究成果報告書， 年 月，

厚労省 事務局：熊本地震報告 第 回 医療計画の見直し等に関する検討会 資料 ，平成 年 月

日， ， ，

年 月 日閲覧

日本赤十字社：図上シミュレーション訓訓練企画マニュアル－医療機関編－，平成 年 月， ，

年 月 日閲覧

地震による被害想定調査をネット上で公開している都道府県， 年 月 日閲覧

北海道：想定地震見直しに係る検討報告書および地震被害想定等調査結果報告書（詳細版）平成 年 月，

青森県：平成 ・ 年度 青森県地震・津波被害想定調査 報告書 ［概要版］平成 年 月，

岩手県：岩手県地震・津波シミュレーション及び被害想定調査に関する報告書（概要版），
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愛媛県：災害時における医療救護活動要領 平成 年 月，

高知県：災害時医療救護計画 平成 年 月 （ 一部改定），

福岡県：災害時医療救護マニュアル 平成 年 月，

宮崎県：災害医療活動マニュアルの改訂について （更新日 年 月 日），

沖縄県：災害医療マニュアルについて 平成 年 月制定（更新日： 年 月 日），

） 事務局 ： とは？ 年 月 日閲覧

）内閣府防災情報のページ：災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号），

， 年 月 日閲覧

）岩手県防災会議：岩手県地域防災計画（平成 年度）， ， 
年 月 日閲

覧

鹿児島県：鹿児島県保健医療計画（平成 年 月）， ，

年 月 日閲覧

）池内淳子 矢田雅子 権丈（武井）英理子 東原紘道：大規模地震災害時における病院間の傷病者搬送に

関する考察―阪神・淡路大震災時における分析を通してー，地域安全学会論文集 ， ，

， 年 月 日閲覧

）山下哲郎 中山茂樹 筧淳夫 竹宮健司 小林健一：震災直後の被災者の受療行動からみた震災時医療圏域の設定

に関する研究，平成 ・ 年度科学研究費補助金基礎研究 研究成果報告書， 年 月，

厚労省 事務局：熊本地震報告 第 回 医療計画の見直し等に関する検討会 資料 ，平成 年 月

日， ， ，

年 月 日閲覧

日本赤十字社：図上シミュレーション訓訓練企画マニュアル－医療機関編－，平成 年 月， ，

年 月 日閲覧

地震による被害想定調査をネット上で公開している都道府県， 年 月 日閲覧

北海道：想定地震見直しに係る検討報告書および地震被害想定等調査結果報告書（詳細版）平成 年 月，

青森県：平成 ・ 年度 青森県地震・津波被害想定調査 報告書 ［概要版］平成 年 月，

岩手県：岩手県地震・津波シミュレーション及び被害想定調査に関する報告書（概要版），
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宮城県：「第四次地震被害想定調査は、平成 年度の第 回地震対策等専門部会における中間報告をもって完了

年 月 日更新」，

秋田県：秋田県地震被害想定調査報告書平成 年 月，

山形県：山形県地震被害想定調査～長井盆地西縁断層帯及び庄内平野東縁断層帯～調査報告書平成 年 月，

福島県：福島県地震・津波被害想定調査結果一覧 年 月 日更新，

茨城県：茨城県減災対策検討会議 （被害想定調査なし），

栃木県：地震被害想定調査（本編） （本編（被害想定結果）については、 月 日 時 分に一部データを

修正），

群馬県：群馬県地震被害想定調査 報告書 平成 年 月，

埼玉県：平成 ・ 年度埼玉県地震被害想定調査報告書 平成 年 月，

千葉県：平成 ・ 年度千葉県地震被害想定調査報告書 平成 年 月，

東京都：首都直下地震等による東京の被害想定報告書 平成 年 月 日公表，

神奈川県：地震被害想定調査報告書 平成 年 月，

新潟県：新潟県地震被害想定調査報告書 平成 年 月，

富山県：呉羽山断層帯被害想定調査の調査結果 平成 年 月，

石川県：石川県地震被害想定調査報告書（概要版） 平成 年，ネット掲載なし

福井県防災会議：福井県震災対策計画（福井県地域防災計画・震災対策編）平成 年 月修正， ，

山梨県：山梨県東海地震被害想定調査報告書 平成 年，

長野県：第 次長野県地震被害想定調査報告書 平成 年 月，

岐阜県：平成 ～ 年度 南海トラフの巨大地震等被害想定調査 概要版，

静岡県：静岡県第４次地震被害想定（第二次報告）報告書 平成 年 月，
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愛知県：平成 年度～ 年度 愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等 被害予測調査報告書 平成 年

月，

三重県：三重県 地震被害想定結果（数表等）平成 年 月，

滋賀県：滋賀県地震被害想定について 平成 年 月，

京都府：京都府における地震・津波による被害想定 平成 年公表， 上で市別のファイルを公表 ，

大阪府：大阪府地震被害想定調査（大阪府自然災害総合防災対策検討（地震被害想定）報告書）平成 年

月，

兵庫県：兵庫県の地震被害想定（内陸型活断層）および地震・津波被害想定（南海トラフ）平成 ～ 年度に

実施，

奈良県：第２次奈良県地震被害想定調査報告書 平成 年 月，

和歌山県：和歌山県地震被害想定調査報告書 概要版 平成 年 月，

鳥取県：鳥取県地震防災調査研究報告書 平成 年 月発行，

島根県：島根県地震被害想定調査報告書 平成 年 月，

岡山県：断層型地震および南海トラフ巨大地震における人的・物的に関する被害想定等について 平成 年

月，

広島県：広島県地震被害想定調査報告書 平成 年 月，

山口県：山口県地震被害想定調査報告書 平成 年 月，

徳島県：徳島県南海トラフ巨大地震被害想定（第一次） 平成 年 月 日公表，

香川県：香川県地震・津波被害想定調査報告書 平成 年 月，

愛媛県：愛媛県地震被害想定調査 最終報告 平成 年 月，

高知県：〔高知県版〕南海トラフ巨大地震による被害想定について，公開日 年 月 日，

福岡県：福岡県地震に関する防災アセスメント調査報告書，平成 年 月，

佐賀県：佐賀県地震被害等予測調査業務 報告書 概要版 平成 年度，
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愛知県：平成 年度～ 年度 愛知県東海地震・東南海地震・南海地震等 被害予測調査報告書 平成 年

月，

三重県：三重県 地震被害想定結果（数表等）平成 年 月，

滋賀県：滋賀県地震被害想定について 平成 年 月，

京都府：京都府における地震・津波による被害想定 平成 年公表， 上で市別のファイルを公表 ，

大阪府：大阪府地震被害想定調査（大阪府自然災害総合防災対策検討（地震被害想定）報告書）平成 年

月，

兵庫県：兵庫県の地震被害想定（内陸型活断層）および地震・津波被害想定（南海トラフ）平成 ～ 年度に

実施，

奈良県：第２次奈良県地震被害想定調査報告書 平成 年 月，

和歌山県：和歌山県地震被害想定調査報告書 概要版 平成 年 月，

鳥取県：鳥取県地震防災調査研究報告書 平成 年 月発行，

島根県：島根県地震被害想定調査報告書 平成 年 月，

岡山県：断層型地震および南海トラフ巨大地震における人的・物的に関する被害想定等について 平成 年

月，

広島県：広島県地震被害想定調査報告書 平成 年 月，

山口県：山口県地震被害想定調査報告書 平成 年 月，

徳島県：徳島県南海トラフ巨大地震被害想定（第一次） 平成 年 月 日公表，

香川県：香川県地震・津波被害想定調査報告書 平成 年 月，

愛媛県：愛媛県地震被害想定調査 最終報告 平成 年 月，

高知県：〔高知県版〕南海トラフ巨大地震による被害想定について，公開日 年 月 日，

福岡県：福岡県地震に関する防災アセスメント調査報告書，平成 年 月，

佐賀県：佐賀県地震被害等予測調査業務 報告書 概要版 平成 年度，
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長崎県：長崎県地震等防災アセスメント調査報告書 平成 年 月，

熊本県：熊本県 地震・津波被害想定調査結果 平成 年 月 日，平成 年度第 回「熊本県地域防災計画

検討委員会」，

大分県：大分県地震津波被害想定調査報告について（平成 年 月公表），

宮崎県：宮崎県地震・津波及び被害の想定について 平成 年 月，

鹿児島県：鹿児島県地震等災害被害予測調査（報告書概要版）平成 年 月，

沖縄県：平成 年度沖縄県地震被害想定調査報告書 平成 年 月，

）東京都 地震に関する地域危険度測定調査（第 回） 平成 年 月公表，

， 年 月 日閲覧

）東京消防庁：地域別延焼危険度測定（第 回）平成 年 月，ホームページ， 年 月 日閲覧

「 震災時の消火活動困難度」は

）火災予防審議会および東京消防庁：地震火災による人的被害の軽減方策 火災予防審議会答申 平成 年

月， ， 年 月 日閲覧

第 章 震災時における新たな危険性の評価，

）茅ヶ崎市 平成 年度 地震による地域危険度測定調査報告 ホームページ

道路閉塞確率

地区内通貨確率

， 年

月 日閲覧

）河田恵昭  大規模地震災害による人的被害の予測  自然災害科学 M JSNDS l6−13 −13 （ ） 阪神・淡路

大震災特集  

年 月 日閲覧

）日本火災学会 編： 年兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書 日本火災学会  
）東京消防庁：第 回東京消防庁統計書（平成 年）

年 月 日閲覧

東京消防庁：救急活動状況 救急隊数，ホームページ， 
年 月 日閲覧
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）神戸市消防局：阪神・淡路大震災 神戸市域 における消防活動の記録、平成 年 月

）吉岡敏治，田中裕，松岡哲也，中村顕：阪神・淡路大震災に係る初期救急医療実態調査および 年間のフォロ

ーアップ調査に基づく災害対策の在り方に関する研究  平成 年度厚生労働科学研究，文献番号

）内閣府：災害の被害認定基準について 平成 年 月 日府政防第 号内閣府政策統括官（防災担当）

から警察庁警備局長、消防庁次長、厚生労働省社会・援護局長、中小企業庁次長、国土交通省住宅局長あて通
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）讃岐亮 佐藤栄治 熊川寿郎 鈴木達也 吉川徹：大災害時における医療施設へのアクセシビリティ評価、第

巻第 号「厚生の指標」 年 月， ，

年 月 日閲覧
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「病院」，医学書院， 年 月号（第 巻第 号），
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年

菅野實：医療施設の広域的利用に関する研究その２．施設利用先比の解析，日本建築学会論文報告集，
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【第３章 参考文献】
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集 第 巻第 号 年 月

熊本県防災会議 平成 年度修正 熊本県地域防災計画（地震・津波災害対策編） 熊本県 年 月 日

【第５章 参考文献】
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）腰塚武志，小林純一：道路距離と直線距離，昭和 年度日本都市計画学会学術研究発表会論文集 ，
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あとがき

本研究の発端は、 年 月に発生した東日本大震災の直後に、（公社）日本ファシリティマネ

ジメント協会ヘルスケアＦＭ研究部会において、アドバイザーの柳沢忠先生が「我々も社会の役に

立てるようなことを考えなければならない」と発言され、病院の医療機能継続計画（ＢＣＰ）を支

援するツールの開発を開始したことにあります。そして、このツールの基本的考え方を、来院する

負傷者の需要量に対して病院が提供する人的・物的医療リソース量の過不足が時間経過とともにど

のように変化するかをシミュレーションすることとしました。言い替えれば、「いつの時点で、果た

すべき役割がどの程度担えるのかを約束する」ことになります。この試みの中で、病院を構成する

要素の多様さと単位当たりデータの少なさに直面し、中でも来院する負傷者数の曖昧さを痛感しま

した。

その後、人生の節目として、懸案であった災害時の医療機能継続について博士論文に取り組む決

心をして長澤泰先生にご相談し、工学院大学大学院の工学研究科建築学専攻博士後期課程に入学す

ることになりました。博士課程において、山下哲郎先生、村上正浩先生方のご指導で、来院重傷者

数を推計する論文テーマに絞り込めたことは、人生のサードステージにおける幸運であり、学術の

世界に触れる機会にもなりました。

その後、高い壁に直面する都度、先生方にアドバイスを頂きながら一歩一歩進めてきた次第です。

まだまだ納得のいかない部分が多いのですが、完璧を追及すると墓の中まで持って行くことになり

ますので、ここで区切りをつけることとし、今後において、残された課題に取り組み、建築計画、

防災対策、病院運営等の分野で社会のお役に立てればと思っています。

論文全般にわたりご指導いただいた山下哲郎先生、村上正浩先生、筧淳夫先生に、また、基本的

な視点で鋭いご指摘を頂いた小林健一先生、長澤泰先生に感謝いたします。加えて、私が知識不足

である医療分野の相談に快く応じてくださった五十嵐徹也先生、水谷太郎先生、有賀徹先生、坂本

哲也先生をはじめとした先生方にお礼申し上げます。

また、東京都区部の道路ネットワークデータを貸与いただいた一般財団法人日本デジタル道路地

図協会、研究助成（平成 年度）をいただいた公益財団法人大林財団、道路距離計算ソフトの作成

に協力いただいたマップマーケティング株式会社およびアドバンスド・コア・テクノロジー株式会

社に感謝いたします。
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STUDY ON A METHOD FOR ESTIMATING NUMBERS OF SEVERELY INJURED 
COMING TO A HOSPITAL, AND ITS UTILIZATION,  

DURING A GREAT EARTHQUAKE DISASTER 
 

1. Background and purpose 
While many casualties can occur due to a great earthquake, saving the lives of the severely 

injured is a major issue. Therefore, local governments have specified medical systems for times 
of disaster and designated hospitals to accept the injured. In addition, local governments carry 
out human-damage estimation surveys and estimate the number of people that may be 
severely injured for each expected earthquake. However, the relationship between the severely 
injured and designated hospitals has not been clarified. 

The purpose of this study is to establish a method for estimating the numbers of severely 
injured coming to a designated hospital and to clarify the direction of its use, using public data 
from the Tokyo Metropolitan Government. 

 
2. Method of estimation 

With severely injured, the sooner they receive treatment, the higher their chance for 
survival. Therefore, in this study, a new condition, that the severely injured must go to the 
nearest hospital, was added. Specifically, using GIS, 250-m meshes with the number of 
severely injured and distribution data for designated hospitals, were created. Next, using 
software to calculate distances by road, the designated hospital nearest to each mesh was 
determined. 

The number of severely injured coming to the designated hospital is counted by grouping 
these meshes. A mesh group is referred to as a "disaster medical sphere". 

 
3. Consideration of estimation results and utilization 

According to the Tokyo Bay North Area Earthquake, which is a model for a major 
earthquake with its epicenter in Tokyo, the number of severely injured coming to designated 
hospitals would be concentrated in the wards area. The highest number of these would be 
1069. In the Tachikawa Fault Zone Earthquake, which is a model for a local earthquake, the 
severely injured coming to designated hospitals is limited to the Tama area, centered on 
Tachikawa city. The highest number of injured for this model is 699. In addition, the number of 
severely injured coming to a designated hospital in the wards is in the single digits. 

By formulating a medical continuity plan based on quantitative demand, hospitals and 
disaster planners can discover elements that have, to date, been overlooked. 
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